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・当面の段階的な整備（H25～H30）：B/C＝4 1
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3.0
3.4

B:総便益
(億円)

残事業（Ｂ／Ｃ） 全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%）

1.4資産（-10%～+10%）
残工期（+10%～-10%）

3.1

感度分析
1.5

残事業の
投資効率

B/C56 C:総費用(億円) 18

B:総便益
(億円)

便益の主
な根拠

99

約62 残事業費（億円）

1.5

事業全体
の投資効
率性

66

基準年度 平成24年度
EIRR
（％）

実施箇所 秋田県八戸市

B/C 1.5

＜解決すべき課題・背景＞
・馬淵川は、昭和12年から本格的な治水事業が開始され、昭和30年には新井田川と馬淵川を完全に分離する放水路が完成し、その間も計画的
に河川整備が進められたが、昭和15年9月洪水、昭和22年8月洪水などの大出水により、大きな被害が発生した。昭和42年に一級河川の指定を
受け、櫛引橋～河口間の10km が大臣管理区間となり、引き続き堤防の新設及び拡築、護岸などを実施し、これを契機に下流部の八戸市は飛躍
的な発展を遂げ、北東北の中核都市として重要となっている。
しかし、平成14年・平成16年・平成18年・平成23年等、過去10年間に4度、馬淵川沿川の住宅や田畑、道路等の浸水被害が頻発している。
　主な洪水被害
　　昭和15年9月：家屋の流出・全半壊4戸、床上浸水112戸、床下浸水654戸
　　昭和22年8月：家屋の流出・全半壊30戸、床上浸水100戸
　　平成14年7月：床上浸水35戸、床下浸水356戸、行方不明者1人
　　平成16年9月：床上浸水88戸、床下浸水104戸
    平成18年10月：家屋の流出・全半壊1戸、床上浸水190戸、床下浸水247戸
    平成23年9月：床上浸水197戸、床下浸水105戸
・また、平成23年3月に発生した東北太平洋沖地震に伴う津波遡上により、馬淵川下流部においても堤防越水被害が発生している。

＜達成すべき目標＞
・戦後最大洪水の「昭和22年8月洪水」を整備計画目標水準として整備を進めることにより、同規模の洪水が再び発生した場合に想定される外水
はん濫による浸水被害を防止する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

事業諸元 堤防整備（量的整備、質的整備）、河道掘削　等

目的・必要
性

C:総費用(億円) 6.4

総事業費
（億円）

平成21年度～平成50年度

約21

B-C

事業期間

該当基準 再評価実施後一定期間（3年間）が経過している事業

山田　邦博
事業名
（箇所名）

馬淵川直轄河川改修事業 担当課 水管理・国土保全局　治水課 事業
主体

東北地方整備局
担当課長名

年平均浸水軽減戸数：13戸
年平均浸水軽減面積：7.4ha

33

感度分析

・当面の段階的な整備（H25～H30）：B/C＝4.1

・馬淵川の国管理区間における必要な堤防整備延長は18.3kmあり、その内、完成堤防（洪水を安全に流すため必要な断面（堤防高や幅）が確保
されている堤防）の延長は平成24年3月末時点で約15.5km（84.7%）となっている。一方、暫定堤防（洪水を安全に流下させるために必要な断面（堤
防高や幅）不足している堤防）の延長は約1.9km（10.3%）、無堤部が約0.9km（5.0%）となっており、未だ堤防整備が必要な箇所が残されている。

事業の進
捗の見込
み

・概ね30年間の整備として、洪水による災害発生の防止及び軽減に関しては、戦後最大洪水である昭和22年8月洪水（大橋地点）と同規模の洪水
が発生しても、外水はん濫による浸水被害を防止する。なお、段階的な目標を定め、適切な河川管理及び堤防整備、河道掘削などを総合的に実
施する。
・当面の整備（今後概ね6年間）として、堤防未整備地区の解消を図り、堤防の整備、河道掘削を実施することで、昭和22年8月洪水を安全に流下
させるための河道断面を確保する。

事業の進
捗状況

対応方針
理由

・今後の事業の必要性、重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確認できることから、河川改修事業については事業を継続する。

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

対応方針 継続

社会経済
情勢等の
変化

・馬淵川流域の関連市町村の人口は、平成22年では岩手県側で約9万人、青森県側で約30万人、合計約39万人となっており、若干の減少傾向に
あるが、流域内において人口及び資産の約40%、浸水想定区域内人口及び資産の約75%が八戸市に集中している。

＜コスト縮減＞
・河道掘削で発生する土砂の他事業への流用によるコスト縮減
　河道整備では、河道掘削による発生土砂の堤防整備へ有効活用を図るとともに他事業と調整しながら有効活用を図る。
・伐採木や刈草のリサイクルによるコスト縮減
　伐採木を有効活用の観点より一般に無償提供し、従来は廃棄物として処分していたものを有効活用することにより処分費等のコスト削減を図
る。

＜代替案立案の可能性＞
・「河道掘削による対応」「築堤＋河道掘削による対応」「築堤による対応」を総合的に比較した結果、計画の実施に必要な事業費、環境への影
響、各治水対策の効果発現時期や実現性等を考慮し、現計画「築堤＋河道掘削による対応」が最も効率的と判断している。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
・事業の継続は妥当と判断する。

＜青森県の意見・反映内容＞
・事業の継続に異存はありません。
・なお、事業の執行にあたっては、引き続き、一層のコスト縮減に努めて頂きますようお願いします。

事業の効
果等

・昭和22年8月洪水と同規模の洪水に対して、外水氾濫による床上浸水等の重大な家屋被害を防止し、水田等の農地等の浸水被害が軽減され
る。
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・当面の段階的な整備（H25～H31）：B/C＝9.9

事業の効
果等

・戦後の代表洪水である昭和22年9月洪水と同規模の洪水の外水氾濫による家屋の浸水被害を解消するとともに、河口部において高潮および
津波からの被害を防止または軽減される。

・北上川流域内にある市町村の総人口は平成2年をピ クにほぼ同程度で推移しており 平成22年時点で約148 万人となっている （なお 河

残事業の
投資効率

B:総便益
(億円)

13,136 C:総費用(億円) 2,189

6.1感度分析
5.5

5.4

感度分析

B/C 6.0

2,189 B/C 6.0 B-C 10,947 EIRR
（％）

27.2

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・北上川では、明治43年洪水を契機に直轄河川改修事業に着手し、その後昭和22年9月洪水、昭和23年9月洪水等により度重なる被害を受け
たため、これを契機としてダム群の建設推進の他、主要市街地を中心に堤防整備や河道掘削が進められ、洪水被害を防ぐことにより社会や経
済の発展を支えてきた。これまでの整備により洪水被害の軽減を図ってきたものの、依然として堤防の整備率が低く、近年においても平成14年
7月や平成19年9月の洪水で、住宅や田畑等の浸水被害が発生している。
　主な洪水被害
　　昭和22年9月：流出2,065戸、全半壊5,330戸、家屋浸水67,572戸、死者・行方不明者242人
　　昭和23年9月：流出1,440戸、全半壊2,678戸、家屋浸水62,583戸、死者・行方不明者753人
　　平成14年7月：全半壊13戸、床上浸水1,410戸、床下浸水2,022戸、死者・負傷者7人
　　平成19年9月：床上浸水242戸、床下浸水541戸、死者2人
・また、平成23年3月11日、三陸沖を震源とする東北地方太平洋沖地震及びそれに伴う津波が発生し、多くの尊い人命が奪われたほか、家屋
全壊等の甚大な被害が発生している。

＜達成すべき目標＞
・戦後の代表洪水である昭和22年9月洪水と同規模の洪水が発生しても、家屋浸水被害を防止するとともに、河口での高潮や津波による被害
を軽減することを目的に、堤防整備・河道掘削等の河川改修及び洪水調節施設の整備を実施する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：1,676戸
年平均浸水軽減面積：2,233ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成24年度
B:総便益
(億円)

13,136 C:総費用(億円)

事業期間 平成24年度～平成51年度

総事業費
（億円）

約2,692 残事業費（億円） 約2,692

実施箇所 北上川：岩手県盛岡市～宮城県石巻市、旧北上川：宮城県登米市～宮城県石巻市、江合川：宮城県大崎市～宮城県石巻市

該当基準 社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業

事業諸元 堤防整備（量的整備、質的整備）、河道掘削、胆沢ダム建設、一関遊水地建設　等

事業名
（箇所名）

北上川直轄河川改修事業 担当課 水管理・国土保全局　治水課 事業
主体

東北地方整備局
担当課長名 山田　邦博

残事業（Ｂ／Ｃ） 全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 5.5 6.6 6.6
残工期（+10%～-10%） 6.1 6.1 6.1
資産（-10%～+10%） 5.4 6.6 6.6

対応方針 継続

対応方針
理由

・北上川流域における治水対策の必要性、重要性に変化はなく、概ね30年間の事業の投資効果も確認できることなどから、河川改修事業につ
いては「事業を継続」とする。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
・事業の継続は妥当と判断する。

＜岩手県の意見・反映内容＞
・事業の継続に異議はありません。
・地域住民の安全・安心な生活を確保するため、早期完成に努められますようお願いします。
・なお、事業実施にあたっては、一層のコスト縮減など効率的な事業の推進に努められますようお願いします。

＜宮城県の意見・反映内容＞
・事業の継続実施に異議はありません。

事業の進
捗状況

・北上川の大臣管理区間において堤防が必要な延長は約270km あり、そのうち完成堤防（洪水を安全に流下させるため必要な断面（堤防高や
幅）が確保されている堤防）の延長は平成22年3月末時点で約102km（38%）となっている。一方、暫定堤防（洪水を安全に流下させるために必
要な断面（堤防高や幅）が不足している堤防）の延長は約93km（34%）、無堤部が約75km（28%）となっており、未だ堤防整備率が低い状況となっ
ている。旧北上川の堤防整備率は堤防が必要な延長約65kmに対して、完成堤防が約35km（53%）、暫定堤防約27km（41%）、無堤部が約4km
（6%）となっており、河口部に無堤部が集中している。江合川は、ほぼ全川にわたり堤防が完成しているが、新江合川下流部において一部暫定
堤防が存在している。

事業の進
捗の見込
み

・今後概ね30年間で昭和22年9月洪水規模に対応した治水安全度の確保に向け、当面は、流下能力の低い下流部での堤防整備を推進すると
ともに、平成14年7月や平成19年9月に発生した洪水で家屋浸水被害を受けた地区の再度災害防止のため、平成31年（今後概ね7年）の完了
を目指し、連続堤による治水対策及び中流部や狭窄部における輪中堤等による治水対策を実施する。
・洪水調節施設である胆沢ダムは平成25年度の完成に向け、平成24年12月より試験湛水を実施する予定であり、一関遊水地は、平成30年台
後半の完成を目標に、今後小堤整備を継続するとともに、磐井川の堤防整備や管理施設等の整備を実施する。
・また、東北地方太平洋沖地震及びそれに伴う津波により甚大な被害を受けた河口部においては、災害復旧とあわせ、高潮及び津波からの被
害の防止又は軽減に必要な堤防整備を平成27年度までに実施する。

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

＜コスト縮減＞
・河道掘削で発生する土砂の他事業への流用によるコスト縮減
　河道掘削により発生した土砂は、堤防整備や堤防強化などに利用するとともに、県・市町村が実施する事業（公共施設新築に伴う敷地造成
等）等への活用を図っている。
・伐採木のリサイクルによるコスト縮減
　一般市民や団体等の協力による公募型伐採や再繁茂対策の実施などにより維持管理コストの縮減を図る取り組みを実施している。

＜代替案立案の可能性＞
・北上川水系の地形特性、治水事業の経緯、既設構造物等の状況を踏まえ代替案を抽出した結果、整備計画案のほか、連続堤整備案、河道
掘削案、引提案が実現可能と考えられるが、経済性や、地域社会・環境への影響等を比較検討した結果、整備計画案が妥当と判断している。

社会経済
情勢等の
変化

・北上川流域内にある市町村の総人口は平成2年をピークにほぼ同程度で推移しており、平成22年時点で約148 万人となっている。（なお、河
口の石巻市では、東北地方太平洋沖地震及びそれに伴う津波の影響等により、人口が約16万人（H23.3.1）から約15万人（H24.9.1）へ減少）
・平成23年3月11日に発生した「東北地方太平洋沖地震」は、甚大な被害をもたらし、自然災害では戦後最大の規模であり、なかでも北上川及
び旧北上川の河口に位置する石巻市では、河口部に人口・資産が集中しており、死者3,471名、行方不明者476名、全壊家屋22,357戸、半壊家
屋11,021戸に及ぶ未曾有の被害となった。
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残工期（+10%～-10%） 5.4 5.2 4.9
資産（-10%～+10%） 4 8 5 8 5 4

残事業（Ｂ／Ｃ） 全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 4.9 5.8 5.3

事業名
（箇所名）

鳴瀬川直轄河川改修事業 担当課 水管理・国土保全局　治水課 事業
主体

東北地方整備局
担当課長名 山田　邦博

実施箇所 鳴瀬川：宮城県東松島市～加美郡加美町、吉田川：宮城県東松島市～黒川郡大和町

該当基準 社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業

事業諸元 堤防整備（量的整備、質的整備）、河道掘削、田川ダム及び洪水導水路建設　等

事業期間 平成19年度～平成48年度

総事業費
（億円）

約1,657 残事業費（億円） 約1,081

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・鳴瀬川では、明治43年及び大正2年の洪水を契機とし、大正12年から直轄河川改修事業に着手し、戦後最大の昭和22年9月洪水、昭和23年9月
洪水等の度重なる洪水による被害を受けたことから、河道の整備や鳴瀬川総合開発事業（田川ダム、洪水導水路）の実施計画調査等を継続的
に進めてきた。しかし、近年においても昭和61年8月洪水、平成14年7月洪水、平成23年9月洪水により、鳴瀬川及び吉田川沿いにおいて住宅や
田畑、道路等が浸水する被害が発生している。
　主な洪水被害
　　昭和22年9月：床上浸水2,000戸、床下浸水2,100戸
　　昭和23年9月：床上浸水1,252戸、床下浸水1,931戸
　　昭和61年8月：床上浸水1,500戸、床下浸水1,000戸
　　平成14年7月：床上浸水116戸、床下浸水822戸
　　平成23年9月：床上浸水82戸、床下浸水115戸
・また、平成23年3月11日、三陸沖を震源とする東北地方太平洋沖地震及びそれに伴う津波が発生し、多くの尊い人命が奪われたほか、家屋全
壊等の甚大な被害が発生している。

＜達成すべき目標＞
・戦後の代表洪水である昭和22年9月洪水と同規模の洪水が発生しても、「外水氾濫による床上浸水等重大な浸水被害を防止するとともに、水田
等農地についても被害の軽減に努める」ことを目的とし、堤防整備・河道掘削等の河川改修及び洪水調節施設の整備を実施する。
・また、鳴瀬川の河口部については、高潮及び津波からの被害の防止又は軽減を図ることを目的に、海岸堤防やまちづくり等と整合を図りながら
堤防整備を実施する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：974戸
年平均浸水軽減面積：1,153ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成24年度
B:総便益
(億円)

5,693 C:総費用(億円)

B/C 5.3

1,144 B/C 5.0 B-C 4,549 EIRR
（％）

29.9

残事業の
投資効率

B:総便益
(億円)

4,179 C:総費用(億円) 788

5.0感度分析
4.7

4 5

感度分析

～ ～
・当面の段階的な整備（H25～H31）：B/C＝11.4

資産（-10%～+10%） 4.8 5.8 5.44.5

事業の効
果等

・戦後の代表洪水である昭和22年9月洪水と同規模の洪水に対し、外水氾濫による床上浸水等重大な浸水被害を防止するとともに、水田等農地
についても被害の軽減に努めるとともに、河口部では、高潮及び津波からの被害が防止または軽減される。

社会経済
情勢等の
変化

・鳴瀬川流域内にある市町村の総人口、総世帯数に大きな変化も無く、洪水による氾濫被害のポテンシャルは依然として高い状況となっている。
・平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震は、甚大な被害をもたらし、自然災害では戦後最大の被害規模となった。なかでも鳴瀬川
の河口に位置する東松島市では、河口部に人口・資産が集中していたこともあり、死者1,125名、行方不明者35名、全壊家屋5,504戸、半壊家屋
5,561戸に及ぶ未曾有の被害となった。

事業の進
捗状況

・鳴瀬川水系全体では、堤防が必要な区間の総延長は147.7kmであり、平成22年3月末時点において、48.8%の区間が完成堤防、50.7%が暫定堤
防、0.5%が無堤区間となっている。鳴瀬川は全川にわたり堤防が整備されているが、計画上必要な（堤防高や幅）が不足している延長が長いため
堤防の量的整備を進めていく必要がある。

事業の進
捗の見込
み

・概ね30年間で昭和22年9月洪水規模に対応した治水安全度の確保に向け、当面は、流下能力が著しく不足する区間等を優先的に、堤防整備、
河道掘削を中心とした整備を推進するとともに、平成6年9月洪水や平成21年10月に発生した洪水で家屋浸水被害を地区の再度災害防止のた
め、平成31年（今後概ね7年）の完了を目指し、鳴瀬川中流部、支川多田川、吉田川上流部で治水対策を推進する。
・東北地方太平洋沖地震及びそれに伴う津波により甚大な被害を受けた河口部においては、平成27年度の完成を目指し、災害復旧とあわせ、高
潮及び津波からの被害の防止又は軽減に必要な堤防整備を平成27年度までに実施する。

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

＜コスト縮減＞
・河道掘削で発生する土砂の他事業への流用によるコスト縮減
　河道掘削により発生した土を堤防整備や堤防強化などに利用とともに、県・市町村が実施する事業（公共施設新築に伴う敷地造成等）等への活
用を図っている。
・伐採木のリサイクルによるコスト縮減
　堤防の除草など河川管理により発生した刈草や流木は、バイオマスとして農家の家畜の敷きわらや飼料、まき等に利用されており、地域内での
有効利用の他処理費用のコスト削減を図っている。

＜代替案立案の可能性＞
・「築堤、河道掘削、既設の洪水調節施設による対策」「築堤、河道掘削、既設及び新たな洪水調節施設による対策」等を比較して、計画の実施に
必要な事業費、各治水対策案が効果発現できる時期等を考慮し、「築堤、河道掘削、既設及び新たな洪水調節施設による対策」が最も妥当と判
断している。

対応方針 継続

対応方針
理由

・鳴瀬川流域における治水対策の必要性、重要性に変化はなく、今後の事業の投資効果も確認できることなどから、河川改修事業については「事
業を継続」とする。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
・事業の継続は妥当と判断する。

＜宮城県の意見・反映内容＞
・事業の継続実施に異議はありません。
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～ ～
～ ～
～ ～

・当面の段階的な整備（H25～H30）：B/C＝7 6

残事業の
投資効率

B:総便益
(億円)

213 C:総費用(億円) 68

1.8感度分析
1.7

1.6

感度分析

B/C 3.1

130 B/C 1.8 B-C 105 EIRR
（％）

7.8

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・名取川の本格的な治水対策は、昭和16年に直轄改修事業として着手して以来、70有余年が経過しているが、未だ整備途上にあり、戦後最大規
模の洪水である昭和25年8月洪水では、死者・行方不明者10名、全半壊・流失家屋313戸、家屋浸水4,542戸の被害が発生し、近年でも昭和61年8
月洪水、平成14年7月洪水において甚大な被害が発生している。
　主な洪水被害
　　昭和22年9月：全半壊209戸、家屋浸水29,704戸、死者・行方不明者30人
　　昭和25年8月：全半壊・流失313戸、家屋浸水4,542戸、死者・行方不明者10人
　　昭和61年8月：全半壊9戸、家屋浸水7,308戸
　　平成14年7月：家屋浸水96戸
・また、平成23年3月11日、三陸沖を震源とする「東北地方太平洋沖地震」が発生し、地震に伴う津波や地殻変動等により、名取川では主に河口
周辺において甚大な被害が発生している。

＜達成すべき目標＞
・戦後最大洪水である昭和25 年8 月洪水と同規模の洪水が発生しても外水氾濫を防止することを目的とし、堤防整備、河道掘削等の治水対策を
実施する。
・また、名取川の河口部については洪水に加えて高潮及び津波からの被害の防止又は軽減を図ることを目的として、海岸堤防やまちづくり等と整
合を図りながら堤防整備を実施する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：294戸
年平均浸水軽減面積：125ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成24年度
B:総便益
(億円)

235 C:総費用(億円)

事業期間 平成21年度～平成50年度

総事業費
（億円）

約158 残事業費（億円） 約112

実施箇所 宮城県仙台市、名取市

該当基準 再評価実施後一定期間（3年間）が経過している事業

事業諸元 堤防整備（量的整備、質的整備）、河道掘削、水門改築、緊急河川敷道路整備　等

事業名
（箇所名）

名取川直轄河川改修事業 担当課 水管理・国土保全局　治水課 事業
主体

東北地方整備局
担当課長名 山田　邦博

残事業（Ｂ／Ｃ） 全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 2.9 3.5 1.9
残工期（+10%～-10%） 3.2 3.0 1.8
資産（-10%～+10%） 2.9 3.4 2.0

・当面の段階的な整備（H25～H30）：B/C＝7.6

対応方針 継続

対応方針
理由

・今後の事業の必要性、重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確認できることから、河川改修事業については事業を継続する。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
・事業の継続は妥当と判断する。

＜宮城県の意見・反映内容＞
・事業の継続実施に異議はありません。

事業の進
捗状況

・名取川の大臣管理区間において堤防が必要な延長は約23.5kmあり、その内、完成堤防(洪水を安全に流すため必要な断面（堤防高や幅）が確
保されている堤防)の延長は平成24年3月時点で約20.4km（86%）となっている。一方、暫定堤防（洪水を安全に流下させるために必要な断面（堤防
高や幅）が不足している堤防)の延長は約3.2km（14%）となっており、引き続き堤防の整備を進めていく必要がある。

事業の進
捗の見込
み

・概ね30年間の整備として、洪水による災害発生の防止及び軽減に関しては戦後最大洪水である昭和25年8月洪水と同規模の洪水に対して、堤
防整備、河道掘削及び適切な河川管理などを実施し、外水氾濫による浸水被害を防止する。また、河口部においては、高潮及び津波に対応した
堤防整備を実施する。
・当面の整備（今後概ね6年間）として、昭和25年8月洪水を安全に流下させることを目標に、背後資産・人口が大きく、流下能力が不足する日辺地
区、閖上地区の堤防強化を実施する。また、河口部においては、東北地方太平洋沖地震により被災した堤防等の復旧を実施する。

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

＜コスト縮減＞
・事業間の連携調整によるコスト縮減
　掘削土等の処分や築堤のための盛土材購入を道路事業関連工事で発生した処分土を河川事業の築堤盛土材に転用し、事業間の連携・調整
を行い、コストの縮減を図っている。
・工法の工夫や新技術の積極的な採用等によるコスト縮減
　樋門のゲート設備に操作盤一体型開閉装置やバランスウエイト式フラップゲートを採用しコスト縮減を図っている。

＜代替案立案の可能性＞
・「洪水調節施設」「河道掘削」「洪水調節施設＋河道掘削」を総合的に比較した結果、計画の実施に必要な事業費、環境への影響、各治水対策
の効果発現時期や実現性等を考慮し、現計画（洪水調節施設＋河道掘削）が最も効率的と判断している。

事業の効
果等

・戦後最大洪水である昭和25年8月洪水と同規模の洪水が発生しても外水氾濫が防止される。
・東北地方太平洋沖地震により壊滅的な被害を受けた河口部では洪水に加えて高潮及び津波からの被害が防止又は軽減される。

社会経済
情勢等の
変化

・名取川流域市町村（仙台市、名取市、岩沼市、村田町、川崎町）の人口は、昭和初期から年々増加し、平成12年には約110万人に達し、昭和50
年当時は宮城県の総人口に占める割合が約41％であったのに対し、平成22年には約50％と名取川流域周辺に人口が集中している。
・平成23年3月11日に発生した「東北地方太平洋沖地震」は、甚大な被害をもたらし、自然災害では戦後最大の規模となり、なかでも名取川の河
口に位置する仙台市及び名取市では、死者・行方不明者約1,900名、全半壊家屋約141,500戸に及ぶ未曾有の被害となった。
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～ ～
～ ～
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・当面の段階的な整備（H25～H29）：B/C＝2 6

事業名
（箇所名）

阿武隈川直轄河川改修事業 担当課 水管理・国土保全局　治水課 事業
主体

東北地方整備局
担当課長名 山田　邦博

実施箇所 宮城県岩沼市、角田市、丸森町、柴田町、亘理町、福島県福島市、二本松市、郡山市、須賀川市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、玉川村、大
玉村

該当基準 社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業

事業諸元 堤防整備（量的整備、質的整備）、河道掘削、遊水地建設　等

事業期間 平成18年度～平成47年度

総事業費
（億円）

約1,089 残事業費（億円） 約881

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・阿武隈川の治水対策は、宮城・福島県境から上流部については大正8年から、県境から河口までの下流部については昭和11年から直轄改修事
業として本格的な治水事業に着手した。以来80有余年が経過し、この間継続して洪水被害の軽減を目的とした河川整備を推進してきたが、未だ
整備途上にあるため、戦後最大規模の洪水となった昭和61年8月洪水や平成10年、平成14年、平成23年9月洪水（台風15号）など近年においても
大規模な洪水被害が頻発している。
　主な洪水被害
　　昭和61年8月：全半壊111戸、床上浸水8,372戸、床下浸水11,733戸、死者負傷者4人
　　平成10年8月：全半壊69戸、床上浸水1,877戸、床下浸水1,713戸、死者負傷者20人
　　平成14年7月：床上浸水605戸、床下浸水886戸
　　平成23年9月：床上浸水1,665戸、床下浸水873戸
・また、平成23年3月11日、三陸沖を震源とする「東北地方太平洋沖地震」が発生し、地震に伴う津波や地殻変動等により、阿武隈川の河口を含
む広範囲において甚大な被害が発生している。

＜達成すべき目標＞
・戦後最大洪水である昭和61 年8 月洪水と同規模の洪水が発生しても外水氾濫による床上浸水等重大な浸水被害を防止するとともに、水田等
農地についても被害の軽減することを目的とし、堤防整備、河道掘削等の治水対策を実施する。
・また、、阿武隈川の河口部については洪水に加えて高潮及び津波からの被害の防止又は軽減を図ることを目的として、海岸堤防やまちづくり等
と整合を図りながら堤防整備を実施する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：417戸
年平均浸水軽減面積：157ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成24年度
B:総便益
(億円)

2,384 C:総費用(億円) 936 B/C 2.5 B-C 1,449 EIRR
（％）

感度分析
2.4

10.0

残事業の
投資効率

B:総便益
(億円)

2,093 C:総費用(億円) 650 B/C 3.2

感度分析 残事業（Ｂ／Ｃ） 全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 3.0 3.5 2.7
残工期（+10%～-10%） 3.3 3.2 2.5
資産（-10%～+10%） 2.9 3.5 2.82.3

2.6

・当面の段階的な整備（H25～H29）：B/C＝2.6

事業の効
果等

・戦後最大洪水である昭和61年8月洪水（福島地点・岩沼地点）と同規模の洪水が発生しても外水氾濫による床上浸水等重大な浸水被害を防止
するとともに、水田等農地についても被害が軽減される。
・東北地方太平洋沖地震により壊滅的な被害を受けた河口部では洪水に加えて高潮及び津波からの被害が防止又は軽減される。

社会経済
情勢等の
変化

・阿武隈川流域の人口は、経済成長が著しかった昭和55年から平成17年まで増加を続けていたが、近年は若干の減少傾向となっている。世帯数
では、昭和55年から平成22年にかけて増加傾向となっている。
・平成23年3月11日に発生した「東北地方太平洋沖地震」は、甚大な被害をもたらし、自然災害では戦後最大の規模となり、なかでも阿武隈川の
河口に位置する岩沼市及び亘理町では、河口部に人口・資産が集中していたこともあり、死者・行方不明者は461人に上った。

事業の進
捗状況

・阿武隈川の大臣管理区間において堤防が必要な延長は約222kmあり、その内、完成堤防(洪水を安全に流すため必要な断面(堤防高や幅)が確
保されている堤防)の延長は平成24年3月時点で約128km（58%）となっている。一方、暫定堤防（洪水を安全に流下させるために必要な断面（堤防
高や幅）が不足している堤防）の延長は約69km（31%)、無堤部約25km（11%）となっており、未だ堤防整備率が低い状況である。

事業の進
捗の見込
み

・概ね30年間の整備として、洪水による災害発生の防止及び軽減に関しては戦後最大洪水である昭和61年8月洪水（福島地点、岩沼地点）と同規
模の洪水に対して、堤防整備、河道掘削及び適切な河川管理などを実施し、床上浸水等の重大な家屋浸水被害を防止するとともに、水田等農地
についても浸水被害の軽減を図る。また、河口部においては、高潮及び津波に対応した堤防整備を実施する。
・当面の整備（今後概ね5年間）として、昭和61年8月洪水及び平成10年8月洪水に対応した堤防整備、水防災事業を実施する。また、河口部にお
いては、東北地方太平洋沖地震により被災した堤防等の復旧を実施する。

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

＜コスト縮減＞
・事業間の連携調整によるコスト縮減
　掘削土等の処分や築堤のための盛土材購入を道路事業関連工事で発生した処分土を河川事業の築堤盛土材に転用し、事業間の連携・調整
を行い、コストの縮減を図っている。
・工法の工夫や新技術の積極的な採用等によるコスト縮減
　樋門のゲート設備に操作盤一体型開閉装置やバランスウエイト式フラップゲートを採用しコスト縮減を図っている。

＜代替案立案の可能性＞
・「洪水調節施設」「河道掘削」「洪水調節施設＋河道掘削」を総合的に比較した結果、計画の実施に必要な事業費、環境への影響、各治水対策
の効果発現時期や実現性等を考慮し、現計画「洪水調節施設＋河道掘削」が最も効率的と判断している。

対応方針 継続

対応方針
理由

・今後の事業の必要性、重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確認できることから、河川改修事業については事業を継続する。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
・事業の継続は妥当と判断する。

＜宮城県の意見・反映内容＞
・事業の継続実施に異議はありません。
＜福島県の意見・反映内容＞
・国の対応方針（案）については、異議ありません。
・なお、平成23年9月洪水（台風15号）における浸水被害の発生も踏まえ、早期の事業効果の発現や総合的な内水対策の推進を図るとともに、更
なるコスト縮減など、総事業費の抑制に努めてください。
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～ ～
～ ～
～ ～

・当面の段階的な整備（H25～H29）：B/C＝2.9

事業の効
果等

・米代川の下流部では昭和47年7月洪水、上流部では昭和26年7月洪水と同規模の洪水を目標としており、整備後は、外水氾濫による床上浸水
等が防止され、水田等農地の浸水被害が軽減される。

残事業の
投資効率

B:総便益
(億円)

774 C:総費用(億円) 121

2.7感度分析
2.7

2.5

感度分析

B/C 6.4

3,223 B/C 2.7 B-C 5,522 EIRR
（％）

10.8

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・米代川では、戦後最大の昭和47年7月洪水や昭和55年4月洪水等の度重なる洪水による被害を受け、河道の整備や森吉山ダムの建設等を進
めてきたが、平成19年9月に戦後第二位となる大洪水が発生し、緊急復旧事業により阿仁川下流部に集中的に工事を実施した。さらに、この洪水
を契機に平成22年3月に河川整備計画を変更し、下流部で昭和47年7月洪水、上流部で昭和26年7月洪水と同規模の洪水が再び発生した場合、
多大な被害が想定されるため、計画的な河川改修事業を実施することとしている。
　主な洪水被害
　　昭和26年7月：家屋の流出・倒壊145戸、家屋浸水7,366戸、死者負傷者6人
　　昭和47年7月：家屋の流出・倒壊10,951戸、死者負傷者0人
　　平成19年9月：家屋の流出・倒壊224戸、家屋浸水636戸、死者負傷者7人
　　平成21年7月：家屋の流出・倒壊2戸，家屋浸水66戸、死者負傷者2人

＜達成すべき目標＞
・『戦後最大洪水である昭和47年7月洪水（二ツ井地点）と同規模の洪水が発生しても外水氾濫による家屋の浸水を防止するとともに、氾濫面積
の縮小等により被害が軽減される』ことを整備の目標とする。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：712戸
年平均浸水軽減面積：786ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成24年度
B:総便益
(億円)

8,745 C:総費用(億円)

事業期間 平成17年度～平成46年度

総事業費
（億円）

約2,455 残事業費（億円） 約162

実施箇所 秋田県能代市、北秋田市、大館市

該当基準 再評価実施後一定期間（3年間）が経過している事業

事業諸元 堤防整備（量的整備、質的整備）、河道掘削、ダム建設　等

事業名
（箇所名）

米代川直轄河川改修事業 担当課 水管理・国土保全局　治水課 事業
主体

東北地方整備局
担当課長名 山田　邦博

残事業（Ｂ／Ｃ） 全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 5.9 7.0 2.7
残工期（+10%～-10%） 6.5 6.3 2.7
資産（-10%～+10%） 5.8 7.0 2.9

対応方針 継続

対応方針
理由

・今後概ね30年間の事業の必要性、重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確認できることから、河川改修事業については事業を継続
する。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
・事業の継続は妥当と判断する。

＜秋田県の意見・反映内容＞
・下記の事業継続の対応方針に異存ありません。
・今後とも、県民の安全・安心の確保を図るため、一層の事業推進をお願いします。

事業の進
捗状況

・米代川の堤防整備の必要区間は5.0kmのうち整備済み区間が0.3km（6.0%）、河道掘削の必要区間は16.0kmのうち整備済み区間が6.0km
（36.1%）、堤防質的整備の必要区間が33.3kmのうち整備済み区間が11.3km（33.9%）と未だ低い状況である。

事業の進
捗の見込
み

・概ね30年間の整備として、整備計画は、下流部で昭和47年7月洪水、上流部で昭和26年7月洪水と同規模の洪水を目標としている。整備後は、
床上浸水等を防止するとともに、水田等農地についても浸水被害の軽減に努める。また、各主要地点における河道の目標流量を定め、適切な河
川管理及び堤防整備、河道掘削などを総合的に実施する。
・当面の整備（今後概ね5年間）として、昭和47年7月洪水及び昭和26年7月洪水に対応した河道掘削、堤防整備を実施する。

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

＜コスト縮減＞
・河道掘削で発生する土砂の他事業への流用
　河道整備では、河道掘削による発生土砂の堤防整備への流用や他機関が実施する公共事業への活用等により、残土処分の縮減に努めてい
る。
・伐採木のリサイクル
　これまで処分していた伐採木を地域住民に無償提供するとともに公募伐採により、コスト縮減を図っている。

＜代替案立案の可能性＞
・実現可能な「引堤案」・「河道掘削案」・「洪水調節施設＋河道掘削案」を検討し、社会的影響、環境への影響、事業費、事業期間等を総合的に
勘案した結果、現計画「洪水調節施設＋河道掘削案」が最も効率的と判断している。

社会経済
情勢等の
変化

・米代川の氾濫区域内の人口は平成12年以降減少傾向であるが、世帯数は平成12年以降微増しており、流域市町村の人口は昭和55年以降減
少傾向にあり、世帯数は昭和55年から平成22年にかけてあまり変化は見られない。
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～ ～
～ ～
～ ～

・当面の段階的な整備（H25～H31）：B/C＝8 5

残事業の
投資効率

B:総便益
(億円)

2,483 C:総費用(億円) 639

4.0
感度分析 3.6

3.5

感度分析

B/C 3.9

639 B/C 3.9 B-C 1,844 EIRR
（％）

35.7

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・雄物川の本格的治水対策は、明治43年の大洪水を契機に、河口から約10km地点における放水路の開削や支川岩見川の改修に始まり、洪水
の発生や社会情勢の変化等を踏まえ、大曲捷水路事業や玉川ダム建設等、堤防の整備や河道掘削、ダム建設等の治水対策が行われてきた。
このことにより、秋田市、大仙市、湯沢市等の洪水被害は軽減されたが、未だ未改修区間が多く残されているため、平成19年9月洪水、平成23年6
月洪水などにおいて家屋や田畑等の浸水被害が発生している。
　主な洪水被害
　　昭和19年7月：流失・全壊戸数19戸、浸水家屋7,279戸、死者11名
　　昭和22年7月：流失・全壊戸数308戸、床上浸水13,102戸、床下浸水12,259戸、死者11名
　　平成19年9月：床上浸水35戸、床下浸水238戸
　　平成23年6月：全壊戸数6戸、床上浸水120戸、床下浸水329戸

＜達成すべき目標＞
・昭和19年7月洪水や昭和22年7月洪水等、昭和以降に発生した代表的洪水と同規模の洪水が発生しても、上流ダム群とあいまって、外水氾濫に
よる床上浸水等重大な浸水被害を防止するとともに、水田等農地についても被害の軽減に努める。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：　318戸
年平均浸水軽減面積：　612ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成24年度
B:総便益
(億円)

2,483 C:総費用(億円)

事業期間 平成25年度～平成54年度

総事業費
（億円）

約1,055 残事業費（億円） 約1,055

実施箇所 秋田市、大仙市、仙北市、横手市、湯沢市、美郷町、羽後町、東成瀬村

該当基準 再評価実施後一定期間（3年間）が経過している事業

事業諸元 堤防の整備、河道掘削及び堰の改築　等

事業名
（箇所名）

雄物川直轄河川改修事業 担当課 水管理・国土保全局　治水課 事業
主体

東北地方整備局
担当課長名 山田　邦博

残事業（Ｂ／Ｃ） 全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 3.6 4.3 4.3
残工期（+10%～-10%） 4.0 3.8 3.8
資産（-10%～+10%） 3.5 4.3 4.3

・当面の段階的な整備（H25～H31）：B/C＝8.5

対応方針 継続

対応方針
理由

・今後30年間の事業の必要性、重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確認できることから、河川改修事業については事業を継続しま
す。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
・事業の継続は妥当と判断する。

＜秋田県の意見・反映内容＞
・事業について、継続の方針に異存ありません。
・今後とも、県民の安全・安心の確保を図るため、一層の事業推進をお願いします。

事業の進
捗状況

・雄物川において、堤防が必要な延長は233.8km（左右岸）の内、洪水を安全に流すため必要な断面（堤防高や幅）が確保されている堤防（完成堤
防）の延長は平成24年3月末において127.1km(54%)、暫定堤防(完成堤防に対して堤防の幅や高さが不足している堤防) の延長は約54.8km(24%)、
無堤個所の延長51.9km(22%)となっている。

事業の進
捗の見込
み

・今後30年間の整備として、昭和以降に発生した代表的洪水である昭和19年7月洪水等と同規模の洪水が発生しても外水氾濫による家屋及び農
地等の浸水被害の軽減を図ることを目標に、上下流の治水安全度のバランスを確保しつつ段階的に堤防整備、河道掘削を実施し、安全度の向
上を図ります。また、適正な河道断面を確保するため、適切な河川管理を総合的に実施する。
・当面の整備（今後7年間）として、治水安全度が特に低い中流部において、重点的に流下能力の向上を図るため、無堤箇所の解消や河道掘削
を優先して実施し、浸水被害を軽減する。

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

＜コスト縮減＞
・河道整備では、河道掘削による発生土砂を堤防整備へ有効活用を図り、コストの縮減に努める。
・堤防の刈草や河道の伐採木等は、地域の方々へ無償で提供するなど、処分費の縮減に努める。

＜代替案立案の可能性＞
・代替案立案の可能性については、雄物川水系におけるこれまでの治水対策の経緯を踏まえ、実現可能な「堤防整備及び河道掘削案」と「引堤
案」を検討し、社会的影響、環境への影響、事業費、事業期間等を総合的に勘案した結果、「堤防整備及び河道掘削案」が妥当と判断している。

事業の効
果等

・昭和19年7月洪水や昭和22年7月洪水等、昭和以降に発生した代表的洪水と同規模の洪水が発生しても、上流ダム群とあいまって、外水氾濫に
よる床上浸水等重大な浸水被害を防止するとともに、水田等農地についても被害が軽減される。

社会経済
情勢等の
変化

・秋田県の人口は近年減少傾向にあるが、雄物川下流部の県都秋田市は人口約32万人の中核市であり、秋田県の社会、経済、文化の中心的な
役割を担っており、社会情勢等の大きな変化は見られない。
・浸水範囲においては、保育園や小学校など災害時要援護者施設、消防署等の防災拠点、道路・鉄道の主要交通網があることから、洪水氾濫に
より公共施設や交通等の機能が失われる可能性がある。
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事業箇所位置図 
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～ ～
～ ～
～ ～

・当面の段階的な整備（H25～H30）：B/C＝14 2

残事業の
投資効率

B:総便益
(億円)

536 C:総費用(億円) 62

8.0
感度分析 8.0

7.8

感度分析

B/C 8.6

62 B/C 8.6 B-C 474 EIRR
（％）

11.3

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・赤川における治水の歴史は古く、江戸時代初期に、最上義光が鶴岡城下を守るため、赤川の流路を切り替える工事を行ったのがその始まりと
いわれており、直轄河川改修事業は大正6年に着手され、赤川の氾濫被害を軽減するため、赤川放水路や堤防の整備など様々な治水対策を
行っている。さらに、洪水の発生や社会情勢の変化等を踏まえ、何度かの計画改定を行いながら、月山ダムの建設、堤防の整備や河道掘削など
を推進してきたことにより、酒田市、鶴岡市、三川町の洪水被害は大幅に軽減され、赤川は地域の社会や経済の発展を支えてきた。このように、
赤川では段階的に治水対策を進めてきたが、未だ未改修区間が残されているため、昭和62年8月洪水や平成2年6月洪水などにおいては、家屋
や田畑等の浸水被害が発生している。
　主な洪水被害
　　　　昭和15年7月：家屋浸水1,266戸
　　　　昭和28年8月：家屋流失破損20戸、家屋浸水1,625戸、耕地被害454ha
　　　　昭和44年8月：家屋浸水326戸、耕地被害5,837ha
　　　　昭和46年7月：家屋流失破損5戸、家屋浸水1,622戸、耕地被害4,255ha
　　　　昭和62年8月：家屋流失破損3戸、家屋浸水251戸、耕地被害118ha
　　　　平成2年6月：家屋浸水7戸、耕地被害562ha

＜達成すべき目標＞
・赤川流域における観測史上最大である昭和15年7月洪水と同規模の洪水が発生した場合でも、家屋等の浸水被害を防止することを目的とし、
河道掘削、床止め改築等の整備を実施する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：226戸
年平均浸水軽減面積：52ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成24年度
B:総便益
(億円)

536 C:総費用(億円)

事業期間 平成25年度～平成54年度

総事業費
（億円）

約82 残事業費（億円） 約82

実施箇所 鶴岡市、酒田市、三川町

該当基準 再評価実施後一定期間（3年間）が経過している事業

事業諸元 河道掘削、床止め改築、堤防整備（質的整備）　等

事業名
（箇所名）

赤川直轄河川改修事業 担当課 水管理・国土保全局　治水課 事業
主体

東北地方整備局
担当課長名 山田　邦博

残事業（Ｂ／Ｃ） 全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 8.0 9.3 9.3
残工期（+10%～-10%） 8.0 9.2 9.2
資産（-10%～+10%） 7.8 9.4 9.4

・当面の段階的な整備（H25～H30）：B/C＝14.2

対応方針 継続

対応方針
理由

・今後概ね30年間の事業の必要性、重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確認できることから、河川改修事業については事業を継続
する。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
・事業の継続は妥当と判断する。

＜山形県の意見・反映内容＞
・当該事業は、県民の生命と財産を守る重要な事業であり、「やまがた水害・土砂災害対策中期計画」の基本方針「防災基盤の充実を図る」にも
合致する事業であることから、事業の継続に異議はありません。事業の継続実施に異議はありません。

事業の進
捗状況

・赤川において、堤防が必要な延長は61.5km（左右岸）であり、その内、洪水を安全に流すため必要な断面（堤防高や幅）が確保されている堤防
（完成堤防）の延長は平成24年3月末において55.2km(90%)、暫定堤防(完成堤防に対して堤防の幅や高さが不足している堤防)の延長は約
6.3km(10%)となっており、堤防整備は概成している。一方、赤川の現況河道は、特に大山川合流点から内川合流点までの区間において、上流や
下流に比べて河道断面が狭く流下能力が不足しているため、越水や破堤の危険性が高く、治水安全度が低い状況である。

事業の進
捗の見込
み

・概ね30年間の整備として、洪水による災害発生の防止及び軽減に関しては観測史上最大洪水である昭和15年7月洪水(熊出地点)と同規模の洪
水が発生しても、家屋や水田等農地の浸水被害を防止する。また、各主要地点における河道の目標流量を定め、適切な河川管理を総合的に実
施する。
・当面の整備（今後概ね6年間）として、人口・資産の集中する鶴岡市街地周辺について、観測史上最大洪水である昭和15年7月洪水と同規模の
洪水による浸水被害を防止するための河道掘削を実施する。

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

＜コスト縮減＞
・事業間の連携調整によるコスト縮減
　河道掘削により発生した土砂は、平成18年から余目酒田道路事業の盛土材等へ有効活用を図り、コスト縮減を図っている。
・刈草、伐採木のリサイクルによるコスト縮減
　刈草や伐採木を地域住民に無償提供することにより、処分費のコスト縮減を図っている。

＜代替案立案の可能性＞
・現実的な対策としては「河道の掘削案」と「引堤案」の２つが候補となり、社会的影響、環境への影響、事業費、事業期間、上下流の治水安全度
等を総合的に比較した結果、河道掘削による対策を行うことが最も効率的かつ効果的と判断している。

事業の効
果等

・昭和15年7月洪水と同規模の洪水に対して、外水氾濫による家屋や水田等農地の浸水被害が解消される。

社会経済
情勢等の
変化

・赤川水系における流域内の人口は減少傾向にあるが、庄内地方の主要都市である鶴岡市など、資産の集中する地域であることから、治水対策
の必要性に大きな変化ない。
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感度分析

事業名
（箇所名）

那珂川特定構造物改築事業（JR水郡線橋梁及び
水府橋架替）

担当課 水管理・国土保全局治水課 事業
主体

関東地方整備局
担当課長名 山田　邦博

実施箇所 茨城県水戸市

該当基準 再評価実施後一定期間（3年間）が経過している事業

事業諸元 橋梁架替（2橋）

事業期間 平成11年度～平成29年度

総事業費
（億円）

約156 残事業費（億円） 約16

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・JR水郡線橋梁、水府橋は那珂川下流部の水戸市街地近郊に近接して位置し、JR水郡線橋梁は明治30年(1897年)、水府橋は昭和8年(1933年)
に施工された橋梁で、桁下高が計画堤防高より低く、橋長は川幅より短く左岸側は盛土構造となっているため、洪水流下の妨げになっている。

　主な洪水被害
　　　昭和61年8月（台風10号）：家屋全壊・半壊等：110戸、床上・床下浸水：7,679戸
　　　平成10年8月（台風 4号）：床上・床下浸水：811戸
　　　平成23年9月（台風15号）：床上・床下浸水：94戸

＜達成すべき目標＞
・JR水郡線橋梁と水府橋は著しい河積阻害箇所となっており、洪水の安全な流下を図るため構造物の改築を行い河積阻害箇所を解消する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止、減災を推進する

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：119戸
年平均浸水軽減面積：62ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成24年度
B:総便益
(億円)

696 EIRR
（％）

10.3

残事業の
投資効率

B:総便益
(億円)

696 C:総費用(億円) 15 B/C

C:総費用(億円) 196 B/C 3.6 B-C 500

46.2

3.5
資産（-10%～+10%） 41.8 50.6 3.2 3.9

事業の効
果等

・JR水郡線橋梁及び水府橋の架替により、例えば1/10規模相当の洪水の場合、主に水戸市中河内町周辺で約120haの浸水域が解消される。

感度分析

残事業（Ｂ／Ｃ） 全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 42.0 51.2 3.5 3.6
残工期（+10%～-10%） 46.9 45.7 3.6

社会経済
情勢等の
変化

・那珂川流域の関係市町村における総人口、総世帯数等、沿川の状況に大きな変化はないが、流域は、福島県・栃木県・茨城県3県にまたがり、
下流域には茨城県の県庁所在地である水戸市やひたちなか市を有し、JR東北新幹線等の鉄道網、東北自動車道・常磐自動車道や国道4号、6
号等の主要道路が整備され、地域の基幹をなしている。

事業の進
捗状況

・JR水郡線橋梁の架替は、平成23年4月に新橋の供用を開始した。現在は旧橋の撤去工事等を実施しており平成25年度完成を目標に進めてい
る。
・水府橋の架替は平成25年度に供用予定である。現在は橋梁上部工等の工事を実施しており、平成29年度完成を目標に進めている。

対応方針
理由

・当該事業は、現段階においても、その事業の必要性は変わっておらず、引き続き事業を継続することが妥当と考える。
・氾濫被害ポテンシャルが大きい水戸市市街地周辺を洪水から防御するため、特定構造物改築事業により早期に整備を実施し、災害の発生の
防止又は軽減を図ることが重要と考える。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
・特に意見なし

＜茨城県の意見・反映内容＞
・昭和61年8月や平成10年8月など過去に大きな洪水被害に見舞われている那珂川において、洪水流下の妨げになっているＪＲ水郡線橋梁及び
水府橋を架け替えることは、治水安全度の向上が図られることから、本事業の継続を要望する。
・コスト縮減の徹底を強く求めるとともに、地元の意見に配慮しながら、事業を進めていただきたい。

事業の進
捗の見込
み

・今後も事業実施にあたっては、社会情勢等の変化に留意しつつ、関係機関、地元関係者との調整を十分に行い実施する。

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

 ・技術開発の進展に伴う新工法の採用等の可能性を探るなど一層のコスト縮減に努める。

対応方針 継続
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感度分析

・現在、事業は順調に進んでおり、今後の実施のめど、進捗の見通しについては、特に大きな支障はない。また、地元からも河川整備の促進の要望
を受けている。

事業の効
果等

・当該事業により、例えば1/100規模相当の洪水の場合、市川市・船橋市を中心に約1,600haの浸水域が解消される。

社会経済
情勢等の
変化

・江戸川流域の関係市町村における総人口、総世帯数等、沿川の状況に大きな変化はないが、江戸川は、ひとたび氾濫すると、その被害額は首都
東京までおよび、その周辺には都市化の著しい埼玉県、千葉県等が含まれており、氾濫被害は甚大となる。よって、引き続き、ゲート更新、耐震性の
強化等を進める。

感度分析

残事業（Ｂ／Ｃ） 全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 68.6 81.8 17.0 17.8
残工期（+10%～-10%） 73.0 76.4 16.8 18.0
資産（-10%～+10%） 67.3 81.8 15.7 19.1

B/C 74.6

C:総費用(億円) 134 B/C 17.4 B-C 2,191

残事業の
投資効率

B:総便益
(億円)

2,324 C:総費用(億円) 31

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・行徳可動堰は洪水時以外は、塩水遡上防止を目的とし、ゲートは閉鎖しており、常に塩水がゲート内部に流入する構造になっている。このため、
ゲートの扉体や鋼材の腐食が著しく、劣化が進行すれば板圧が不足し、開閉時にゲートが応力に耐えきれず、変形や操作不能になる可能性があ
る。
・現在では堰の設置から55年が経過し、平成19年台風9号では、ボルトの腐食により堰中央2号ゲートの開操作が不能となる事態も発生しており、早
急に改築する必要がある。
　主な洪水被害
　　　昭和22年9月（カスリーン台風）：浸水家屋303,160戸、家屋流失倒壊23,736戸
　　　平成10年9月（台風第5号）：床下浸水736棟、床上浸水110棟

＜達成すべき目標＞
・ゲート開閉に伴う不具合のリスクが軽減され、洪水防御や都市用水の安定供給を確実に行うこと。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止、減災を推進する

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：457戸
年平均浸水軽減面積：8.9ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成24年度
B:総便益
(億円)

2,325 EIRR（％） 15.9

事業期間 平成5年度～平成29年度

総事業費
（億円）

約101 残事業費（億円） 約30

実施箇所 千葉県市川市

該当基準 再評価実施後一定期間（3年間）が経過している事業

事業諸元 ゲート更新、堰柱補修、耐震補強

事業名
（箇所名）

江戸川特定構造物改築事業（行徳可動堰改築） 担当課 水管理・国土保全局治水課 事業
主体

関東地方整備局
担当課長名 山田　邦博

事業の進
捗状況

対応方針
理由

・現段階においてもその必要性は変わっておらず、引き続き事業を継続することが妥当と考える。
・江戸川は、人口、産業、資産が集中し、高密度に発展した首都圏を氾濫区域として抱えているとともに、その社会・経済活動に必要な多くの都市用
水や農業用水を供給しており、首都圏さらには日本の政治・経済・文化を支える重要な河川である。また、流域内には、常磐自動車道、首都高速七
号線等の高速道路、多くのJR、私鉄等の国土の基幹をなす交通施設の要衝となっている。よって、河川改修事業により早期に整備を実施し、災害発
生の防止又は軽減を図ることが重要と考える。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
・事業効果シミュレーションについて想定した事象が明らかとなるよう条件等を参考として明記すること。

＜茨城県の意見・反映内容＞
・洪水時における江戸川の流下能力が高まることで、利根川本川の治水安全度の向上が図られることから、本事業の継続を要望する。
・更なるコスト縮減を図るとともに、地元の意見に配慮しながら、事業を進めていただきたい。

＜群馬県の意見・反映内容＞
・利根川及び江戸川の治水安全度の向上の促進を図る必要があることから、事業継続を希望する。

＜埼玉県の意見・反映内容＞
・行徳可動堰は洪水時に江戸川放水路へ洪水を安全に流下させ、本県を含む上流の浸水被害を軽減する重要な施設である。また、堰上流への塩
水の遡上を防止し、埼玉県新三郷浄水場などにおいて安定した取水を可能にする施設でもある。
・行徳可動堰を適正に管理するために老朽化した堰を改築する本事業は本県にとって重要な事業であると考えているので、引き続きコスト縮減に十
分留意し、事業を着実に進めていただきたい。

＜千葉県の意見・反映内容＞
・行徳可動堰は、東京湾からの塩分遡上を防止し、安定した取水を可能にするとともに、江戸川の洪水を安全に流下させるため、本県にとって治水・
利水上必要な施設です。しかしながら、可動堰は老朽化が進み、平成19年の台風9号では、2号ゲートが操作不能となり、洪水流下に影響する事態
が発生しました。また、可動堰の管理橋として利用してきた県道市川浦安線行徳橋は、老朽化が著しいことから、国・県の共同事業として、国が架け
替え工事を施工することとなっています。
これらのことから、本県としましては、計画どおり事業が完了することを要望します。

＜東京都の意見・反映内容＞
・過去の水害実績や流域沿川の人口・資産の集積状況に鑑みて利根川・江戸川の河川整備の果たす役割は非常に大きい。特に、行徳可動堰の老
朽化は著しく、治水能力の維持に向けて早急に改築することが必要であることから、着実に事業を進めていただくとともに、引き続きコスト縮減に取り
組み、地元の意見を十分に聞きながら事業を継続するよう強くお願いする。

事業の進
捗の見込
み

・事業実施にあたっては、社会情勢等の変化に留意しつつ、地元関係者等との調整を十分に行い実施する。

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

・近年の技術開発の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減の可能性や事業手法、施設規模等の見直しの可能性を探りながら、今後も
更なるコスト縮減の視点に立ち、事業を進めていく方針。

対応方針 継続
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事業名
（箇所名）

荒川下流特定構造物改築事業（京成本線荒川橋
梁架替）

担当課 水管理・国土保全局治水課 事業
主体

関東地方整備局
担当課長名 山田　邦博

実施箇所 東京都足立区、葛飾区

該当基準 再評価実施後一定期間（3年間）が経過している事業

事業諸元 鉄道橋梁架替、堤防整備

事業期間 平成16年度～平成36年度

総事業費
（億円）

約364 残事業費（億円） 約359

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・京成本線荒川橋梁は、荒川放水路の開削工事の際に架設され、その後の広域的な地盤沈下が発生し、 対策として堤防の嵩上げを行ったが、
橋梁及び近接堤防については橋梁の架替えが必要なことから低いままとなっている。
・周辺堤防の高さに対して約3.7ｍ高さが低く危険な状態となっているため、橋梁架替えを行い、 橋梁部の堤防を嵩上げする必要がある。
　主な洪水被害
　　　昭和22年9月（カスリーン台風）：家屋全・半壊及び流出509戸、床上・床下浸水204,710戸
　　　平成11年8月（熱帯低気圧）：家屋全・半壊及び流出2戸、床上・床下浸水2,363戸

＜達成すべき目標＞
・橋梁を架け替え、堤防の嵩上げを行うことで流下能力の向上を図る。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止、減災を推進する

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：5,027戸
年平均浸水軽減面積：73ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成24年度
B:総便益
(億円)

11,356 EIRR
（％）

32.6

残事業の
投資効率

B:総便益
(億円)

11,356 C:総費用(億円) 278 B/C

C:総費用(億円) 284 B/C 40.0 B-C 1,107

感度分析

残事業（Ｂ／Ｃ） 全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 37.1 45.3 36.5 44.4
残工期（+10%～-10%） 41.6 40.0 40.9 39.2
資産（-10%～+10%） 36.9 44.7 36.2 43.9

40.8

事業の効
果等

・橋梁架替事業により、例えば1/10規模相当の洪水の場合、葛飾区を中心に約1,200haの浸水域が解消される。

・東京都環境影響評価条例に基づく環境影響評価を実施しており、橋梁管理者や地元関係者の協力の下計画的に事業を実施していく。

対応方針
理由

・現段階においてもその必要性は変わっておらず、引き続き事業を継続することが妥当と考える。
・荒川流域は新幹線をはじめとするＪＲや私鉄各線、高速道路や国道などの基幹交通網が多数整備されているとともに、沿川には特別区、中核
市、特例市の市街地を抱え、特に下流部は人口・資産が集中し日本経済の中核をなしており、氾濫被害ポテンシャルが極めて大きいことから、当
該事業の早期実施により災害発生の防止又は軽減を図ることが重要と考える。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
・事業の投資効果に用いる図について、効果が明らかになるよう資料を修正すること。

＜東京都の意見・反映内容＞
・過去の水害実績や、流域沿川の人口・資産の集積状況に鑑みて、荒川の河川整備の果たす役割は非常に大きい。
・特に京成本線荒川橋梁部は上下流に比べ堤防の高さが不足し、流下能力上のネック箇所となっており、災害発生の防止・軽減に向けて、早急
なの改築が求められている。
・そのため、着実に事業を進めていただくとともに、引き続きコスト縮減に取り組み、地元の意見を十分に聞きながら事業を継続するよう強くお願い
する。

事業の進
捗の見込
み

・事業実施にあたっては、社会情勢等の変化に留意しつつ、地元関係者等との調整を十分に行い実施する。

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

・詳細設計を実施する予定であり、検討にあたっては近年の技術開発の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト縮減の可能性や事業手
法、施設規模等の見直しの可能性を探るなど、コスト縮減に努める。

対応方針 継続

社会経済
情勢等の
変化

・荒川流域の関係市町村における総人口等沿川の状況に大きな変化はないが、鉄道、高速道路や国道等の基幹網が集中しており、特に下流部
は、人口・資産が 集中し日本経済の中枢機能を有しており、氾濫した場合には、全国に影響が及ぶことが想定される重要な地域である。
・本事業は荒川下流部において、堤防の高さ不足解消を図る事業であり、災害発生の防止又は軽減の必要性は高い。

事業の進
捗状況
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残事業の
投資効率

13.5残事業費（+10%～-10%）
残工期（+10%～-10%）

C:総費用(億円)

13.5 16.1
14.9 14.5 14.9感度分析

感度分析

・阿賀野川では、阿賀川及び只見川で安全に流下できる洪水と同じ規模の洪水（基準点馬下で11,200m3/s）を安全に流下させることで、床上浸水
7,301戸、床下浸水2,853戸、浸水面積63km2を解消する。

B:総便益
(億円)

2,036 C:総費用(億円) 139 B/C

139

14.5
16.1

B/C

・当面の段階的な整備（H25～H30）：B/C=28.0
資産（-10%～+10%） 13.2 16.1 13.2

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：219戸
年平均浸水軽減面積：231ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度

1,897 EIRR
（％）

86.6

総事業費
（億円）

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・昭和22年、31年、33年、34年、53年、57年、平成16年などに被害の大きな洪水が頻繁に発生し、流域内は甚大被害に見舞われた。
・近年、平成23年に既往最大流量（馬下観測所）を記録する洪水が発生し、支川の内水氾濫や、一部で浸水被害が発生した。

＜達成すべき目標＞
・洪水による災害発生の防止及び軽減に関する目標は、過去の水害の発生状況、市街地の状況、これまでの堤防の整備状況等を総合的に勘案
し、阿賀野川水系河川整備基本方針で定めた目標に向けて、上下流の治水安全度のバランスを確保しつつ段階的かつ着実に整備を進め、洪水
による安全性の向上を図る。
・阿賀野川では、阿賀川及び只見川で安全に流下できる洪水と同じ規模の洪水を安全に流下させる。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

約207 残事業費（億円） 約207

平成24年度

14.7

事業の効
果等

14.7

B:総便益
(億円)

2,036

B-C

残事業（Ｂ／Ｃ） 全体事業（Ｂ／Ｃ）
16.1

事業期間

実施箇所 新潟県新潟市、阿賀野市、五泉市

事業諸元 弱小堤対策、河道掘削、横断工作物の改築（渡場床固改築）、水衝部対策、堤防の浸透対策、耐震対策、内水対策

該当基準 再評価実施後一定期間（3年間）が経過している事業

平成25年度～平成54年度

担当課 水管理・国土保全局治水課 事業
主体

事業名
（箇所名）

阿賀野川直轄河川改修事業 北陸地方整備局
担当課長名 山田　邦博

対応方針
理由

・阿賀野川水系の想定氾濫区域内の人口は約56万人におよび、氾濫区域内には新潟市、会津若松市を初めとする主要都市や、JR、磐越自動車
道、国道49号線等が存在する。
・これら人命、財産を洪水被害から防御する阿賀野川水系阿賀野川の河川改修事業は、沿川の地域発展の基盤と成る根幹的社会資本整備事
業である。

社会経済
情勢等の
変化

・阿賀野川流域には、国際空港・港湾や新幹線・高速道路など広域交通体系の結節点としての拠点性、地域的優位性をあわせ持ち、日本海側最
大の人口を擁する政令指定都市新潟市や阿賀野市、五泉市などを有する。
・阿賀野川流域全体が新潟米や果物、魚介類などの農産物、水産物の生産が盛んであり、これを利用した日本酒、米菓といった加工食品の生産
も盛んである。
・新潟市は2002サッカーワールドカップ開催に合わせて社会資本の大幅な整備を進めてきたところであり、2005年の市町村合併により本州日本
海側で最初の政令指定都市となり今後一層の発展が期待できる地域である。

事業の進
捗状況

・阿賀野川は、三大水衝部（灰塚、横越、中新田）を形成し、横越地区と灰塚地区は対策工を概成、中新田地区は暫定対策。
・早出川は、捷水路開削を実施し、平成12年3月に完成。

事業の進
捗の見込
み

・これまで、河道断面不足の解消に向けて弱小堤対策を行うとともに、水衝部などの整備進捗を実施してきているが、未だ治水上対応しなければ
ならない箇所があり、治水事業の進捗に対する地元からの強い要望もあることから、着実な進捗が望まれる。

対応方針 継続

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
・北陸地方整備局の再評価及び対応方針（原案）は妥当。
＜新潟県の意見・反映内容＞
・地域住民の安全・安心の確保や沿線地域の振興のため、事業を継続する必要がある。ただし、昨年7月末に発生した、新潟・福島豪雨を踏まえ
て、事業の優先順位を見直す必要があると考えている。また、今後は国土軸の構築が重要であることから、国は都市間ネットワークの形成も考慮
して優先順位を判断すべきである。

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

・これまでに、弱小堤対策工事の築堤材料として掘削土砂を利用すること等によるコスト縮減が図られている。
・引き続き新技術を活用するなどにより、工事におけるコスト縮減や環境負荷低減を図っていく。
・設計から工事に係る各段階において、コスト縮減につながる代替案の可能性の視点にたって事業を進めていく。
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事業名
（箇所名）

阿賀川直轄河川改修事業 担当課 水管理・国土保全局治水課 事業
主体

北陸地方整備局
担当課長名 山田　邦博

実施箇所 福島県会津若松市、喜多方市、会津坂下町、会津美里町、湯川村

該当基準 再評価実施後一定期間（3年間）が経過している事業

事業諸元 下流狭窄部改修、弱小堤対策、防災拠点整備、横断工作物の改築（湯川洗堰改築）、上流部河道掘削･樹木伐採、堤防浸透対策･水衝部対策

事業期間 平成25年度～平成54年度

総事業費
（億円）

約135 残事業費（億円） 約135

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・河道の断面積が不足している箇所、堤防の高さ、断面が不足していている区間があり、大規模な洪水が発生した場合、甚大な被害の発生が想
定される。
・平成14年に既往最大流量（山科観測所）を記録する洪水が発生し、支川の内水氾濫や、老朽化した河川工作物の損傷など、多くの被害が発生
した。

＜達成すべき目標＞
・洪水による災害発生の防止及び軽減に関する目標は、過去の水害の発生状況、市街地の状況、これまでの堤防の整備状況等を総合的に勘案
し、阿賀野川水系河川整備基本方針で定めた目標に向けて、上下流の治水安全度のバランスを確保しつつ段階的かつ着実に整備を進め、洪水
による安全性の向上を図る。
・阿賀川では、阿賀川での戦後最大相当規模の洪水を安全に流下させる。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：514戸
年平均浸水軽減面積：236ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成24年度
B:総便益
(億円)

785 23.8

残事業の
投資効率

B:総便益
(億円)

785 C:総費用(億円) 97

7.4 8.9
残工期（+10%～-10%） 8.0

EIRR
（％）

B/C 8.1

C:総費用(億円) 97 B/C 8.1 B-C 688

感度分析

8.2 8.0 8.2
資産（-10%～+10%） 7.1 8.7 7.1 8.7

感度分析

残事業（Ｂ／Ｃ） 全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 7.4 8.9

・当面の段階的な整備（H25～H32）：B/C=5.0

事業の効
果等

・阿賀川では、阿賀川での戦後最大相当規模の洪水（基準点山科で3,900m3/s）を流下させることで、床上浸水20,619戸、床下浸水5,467戸、浸水
面積54km2を解消する。

事業の進
捗状況

・昭和57年9月、会津地方を襲った洪水を機に、昭和58年度より阿賀川狭窄部改修事業を実施している。
・平成21年度より阿賀川下流部弱小堤対策事業に着手し、現在は、阿賀川右岸会津坂下町青津地区等で、堤防拡幅工事を実施している。

社会経済
情勢等の
変化

・阿賀川流域は、会津若松市を核に経済活動が活発で、高速道路、鉄道等の基幹インフラが整備され、さらに地域高規格道路会津縦貫北道路の
整備も進められている。
・阿賀川流域である会津地域は、豊かな自然環境や歴史と伝統を有する全国有数の観光地としても知られている。
・古来から伝統ある漆器、焼き物産業や酒造業などの地場産業が発達してきている。
・近年は電子精密機器の最先端技術産業が伸びてきており、従来の地場産業の育成と次世代の先端企業を総合的に推進するなど、都市や産
業、観光資源などを有機的に結び、圏域全体として、発展している地域である。

対応方針
理由

・阿賀野川水系の想定氾濫区域内の人口は約56万人に及び、氾濫区域内には新潟市、会津若松市を初めとする主要都市や、JR、磐越自動車
道、国道49号線等が存在する。
・これらの人命、資産を洪水被害から防御する阿賀野川水系阿賀川の河川改修事業は、沿川の地域発展の基盤となる根幹的社会資本整備事業
である。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
・北陸地方整備局の再評価及び対応方針（原案）は妥当。
＜福島県の意見・反映内容＞
・国の対応方針(案）については、異議ありません。なお、平成23年新潟福島豪雨等、近年の浸水被害の発生を踏まえ、早期の事業効果の発現を
図るとともに、更なるコスト縮減など、総事業費の抑制に努めて下さい。

事業の進
捗の見込
み

・ 阿賀川の直轄管理区間において、これまで、河道断面不足の解消に向けて下流狭窄区間の河道掘削、弱小堤対策、水衝部対策などの整備進
捗を実施してきているが、未だ治水上対応しなければならない箇所があり、治水事業の推進に対する地元からの強い要望もあることから、着実な
進捗が望まれる。

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

・樋門改築にあたり、開削によるヒューム管を用いた敷設替えを実施する従来工法から、新工法であるSPR工法を採用したこと等によるコストの縮
減が図られている。
・引き続き新技術を活用するなどにより、工事におけるコスト縮減や環境負荷低減を図っていく。
・設計から工事に係る各段階において、コスト縮減につながる代替案の可能性の視点にたって事業を進めていく。

対応方針 継続
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概要図

荒海山

整備対象区間４０．４km

・阿賀川 ３１．６㎞
・日橋川 ６．６㎞
・湯川 ２．２㎞

- 26-



～ ～
～ ～
～ ～

・当面の段階的な整備（H25～H30）：B/C=76.2

事業の効
果等

整備計画目標流量の洪水を安全に流下させるため、急流河川対策、堤防整備、堤防強化対策（浸透）、河道掘削を実施することにより、床上浸水
515戸、床下浸水5,115戸、浸水面積15.86km2を解消する。

感度分析

残事業（Ｂ／Ｃ） 全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 26.3 31.4 28.2 32.5
残工期（+10%～-10%） 30.0 27.2 31.5 29.0
資産（-10%～+10%） 25.9 31.4 27.3 33.2

B/C 28.6

C:総費用(億円) 67 B/C 30.2 B-C 1,950

残事業の
投資効率

B:総便益
(億円)

1,528 C:総費用(億円) 53

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・黒部川の河床勾配は山地部で約1/5～1/80、扇状地で約1/80～1/120と我が国屈指の急流河川である。そのため、黒部川が氾濫した場合は、
拡散型の氾濫形態となり、黒部市・入善町をはじめ、広範囲に甚大な被害が及ぶ。
・昭和27年7月、昭和44年8月に大きな洪水が発生し、流域内は甚大な被害に見舞われた。最近では、平成7年7月、平成8年6月に大きな洪水が
発生し、河岸侵食や上流部での土砂災害などの被害が多く発生した。

＜達成すべき目標＞
・黒部川の洪水氾濫から沿線地域を防御するため、河道掘削や堤防のかさ上げ、腹付けにより河道整備の目標である流量5,200m3/sを流下させ
る。
・「急流河川」特有の洪水時の巨大なエネルギーにより発生する局所洗堀や侵食等に対して、根接護岸工や縦工等の洗堀・侵食対策を実施し、
洗堀・侵食に対する堤防の安全性の確保に努める。
・堤防の堤体や基盤の浸透に対して、堤防の厚さを増すとともに、浸透対策を実施し、堤防の堤体や基盤の浸透に対する安全性を確保する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：672戸
年平均浸水軽減面積：272ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成24年度
B:総便益
(億円)

2,017 EIRR
（％）

166.5

事業期間 平成21年度～平成50年度

総事業費
（億円）

約89 残事業費（億円） 約77

感度分析

事業名
（箇所名）

黒部川直轄河川改修事業 担当課 水管理・国土保全局治水課 事業
主体

北陸地方整備局
担当課長名 山田　邦博

実施箇所 富山県富山市、黒部市、立山町、入善町、朝日町

該当基準 再評価実施後一定期間（3年間）が経過している事業

事業諸元 急流河川対策、堤防整備（流下能力確保）、堤防強化対策（浸透）、河道掘削

事業の進
捗状況

・越水なき破堤に対応する急流河川対策として、氾濫による影響が大きい下立地区の根接護岸工に着手し、現在は、引き続き下立地区の縦工を
整備中である。

対応方針
理由

・はん濫区域内に黒部市や入善町の人口が集中する地域のほとんどが含まれ、JR北陸本線や国道8号、北陸自動車道など基幹インフラも多数
存在し、今後も北陸新幹線の開通により更なる発展が期待できる地域であることから、これら人命、財産を洪水被害から防御する黒部川河川改
修事業は沿線地域の発展の基盤となる根幹的社会資本整備事業であり、事業を継続する必要がある。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
・北陸地方整備局の再評価及び対応方針（原案）は妥当。
＜富山県の意見・反映内容＞
・事業継続に同意する。なお、今度ともコスト縮減に努め、早期に効果が期待されるよう整備促進に格段の配慮を願いたい。

事業の進
捗の見込
み

・黒部川の直轄管理区間における完成堤防の整備率は78%であり、現在は、急流河川特有の洪水流の巨大なエネルギーに対する堤防の安全性
を確保するため、緊急性の高い箇所から急流河川対策を実施している。
・治水事業の推進に対する地元からの強い要望もあり、今後も引き続き計画的に事業を推進し、進捗を図ることとしている。

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

・高水敷の保護では、低水護岸の一連施工でなく、不連続に施工できる縦工の採用等によるコスト縮減を図っている。
・事業実施にあたっては、急流河川に適した工法を行うものとし、より一層の建設コスト縮減に努める。
・設計から工事に係わる各段階において、コスト縮減につながる代替え案の可能生の視点に立って事業を進めていく。

対応方針 継続

社会経済
情勢等の
変化

・黒部川流域は、黒部川の豊かな地下水を背景としたファスナー、アルミ製品などの製造工業、酒、飲料水などの食品工業が盛んな地域であり、
上流部は宇奈月温泉や黒部峡谷鉄道のトロッコ電車など、全国的にも有名な観光地として知られている。
・2014年の北陸新幹線開業により、黒部市に駅が設置される予定であり、これら産業や観光資源と有機的に結びつき、更なる発展が期待される。
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～ ～
～ ～
～ ～

・当面の段階的な整備（H25～H28）：B/C=14.1

感度分析

事業名
（箇所名）

常願寺川直轄河川改修事業 担当課 水管理・国土保全局治水課 事業
主体

北陸地方整備局
担当課長名 山田　邦博

実施箇所 富山県富山市、立山町

該当基準 再評価実施後一定期間（3年間）が経過している事業

事業諸元 急流河川対策、河口部河道掘削、堤防整備、堤防の質的整備

事業期間 平成21年度～平成50年度

総事業費
（億円）

約124 残事業費（億円） 約106

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・ 常願寺川は急流河川であり洪水流のエネルギーが非常に大きく、中小洪水でも堤防が侵食され破堤する危険があること、氾濫区域には富山県
の中心都市である富山市などを抱えることなどから、氾濫した場合の被害は甚大である。今後とも洪水に対する安全度の向上を図るため、想定さ
れる氾濫形態や背後地の資産・土地利用を総合的に勘案して、不断に治水対策を進める必要がある。
・昭和44年8月洪水では、常願寺川の激しい流れにより、地方鉄道立山線の上滝鉄橋が破損し、富山地方鉄道は不通になり、土石流を含む激し
い洪水流により堤防が破堤した。近年においては平成10年8月3日,7日,12日と続けて平均年最大流量を超える洪水が発生し、護岸・根固の流失、
河岸侵食等5箇所（最大被災延長240m、最大侵食幅40m）が発生するなど、依然として危険な状態であった。

＜達成すべき目標＞
・今後30年間で、急流河川特有の洪水時のエネルギーに対する堤防の安全性を確保するとともに、計画規模の洪水（瓶岩地点：4,600m3/s）が越
流したり、浸透により堤防が決壊したりしないよう河道整備に努める。さらに、河川の増水や堤防が決壊した場合の氾濫域の拡大が急激であるこ
とを踏まえて、ハード・ソフト両面での水防管理体制の強化・充実を推進し、被害を最小化する「減災」を図る。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：272戸
年平均浸水軽減面積：32ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成24年度
B:総便益
(億円)

1,136 EIRR
（％）

35.7

残事業の
投資効率

B:総便益
(億円)

1,012 C:総費用(億円) 74 B/C 13.8

C:総費用(億円) 94 B/C 12.1 B-C 1,042

11.9
資産（-10%～+10%） 12.4 15.1 10.9 13.2

・急流河川対策として急流河川特有の洪水時のエネルギーに対する堤防の安全性の確保および河道掘削、堤防整備により計画規模の洪水（瓶
岩地点 4 600 3/ ）を安全に流下させることで 床上浸水3 171戸 床下浸水9 911戸 浸水範囲21k 2を解消する

感度分析

残事業（Ｂ／Ｃ） 全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 12.6 15.1 11.3 13.0
残工期（+10%～-10%） 14.0 13.5 12.2

事業の効
果等

岩地点：4,600m3/s）を安全に流下させることで、床上浸水3,171戸、床下浸水9,911戸、浸水範囲21km2を解消する。

社会経済
情勢等の
変化

・常願寺川の想定氾濫区域は、県都である富山市を核に経済活動が活発で、高い人口集積となっており、高速道路や鉄道の基幹インフラが整備
され、さらに、北陸新幹線の整備も進められている。今後は、北陸新幹線が平成26年度末に完成予定であり、更なる発展が期待できる地域であ
る。
・雨量等の各観測所のデータ、CCTVカメラの映像について、ホームページ・携帯電話上で公開している。CATVを活用し、国・県・CATV三者が一
体となった防災専門チャンネルを平成19年6月に開始するなど、減災を目的としたソフト対策への取り組みが充実している。

事業の進
捗状況

・河川整備計画の策定以後、西の番、上滝地区の急流河川対策が完了。
・現在は水橋地区の急流河川対策を実施中。

対応方針
理由

・常願寺川の想定氾濫区域内の人口は約27万人に及び、しかも富山市の中心市街地が含まれ、これら人命、資産を洪水被害から防御する常願
寺川水系直轄河川改修事業は、富山県中心部の地域発展の基盤となる根幹的社会資本整備事業である。
・安全・安心な川づくりについて、地域から早期完成が求められている。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞・
・北陸地方整備局の再評価及び対策方針（原案）は妥当。事業効果をわかりやすく表現する工夫が必要。
＜富山県の意見・反映内容＞
・事業継続に同意する。なお、今後とも、コスト縮減に努め、早期に効果が発言されるよう整備促進に格段の配慮を願いたい。

事業の進
捗の見込
み

・常願寺川については、急流河川特有の流水の強大なエネルギーに対する堤防の安全確保のため、想定される洗掘深に対し、護岸の根入れが
不十分な箇所や高水敷が狭く堤防全面の側方侵食に対して十分な幅が無い地点等、緊急性の高い地点から急流河川対策を実施してきている。
・急流河川対策は巨石付き盛土砂州を用いた河岸防護工等の調査、研究にも努める。
・昭和44年11月に富山市、立山町、上市町、舟橋村と当該関係市町議会の関係者及び地元関係者によって構成する「常願寺川治水同盟会」が
組織され、常願寺川の早期改修を望む要望が多く、事業の実施にあたり、大きな支障がなく、着実な進捗が見込まれる。

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

・水衝部対策としての低水護岸の施工にあたり、護岸の法留工等にプレキャスト製品を使用すること等によるコスト縮減を図っている。
・引き続き、新技術を活用することで工事におけるコスト縮減や環境負荷低減を図っていく。
・設計から工事に係る各段階において、コスト縮減につながる代替案の可能性の視点にたって事業を進めていく。

対応方針 継続

- 29-



- 30-



～ ～
～ ～
～ ～

・当面の段階的な整備（H25～H33）：B/C＝24.0

事業名
（箇所名）

天竜川直轄河川改修事業 担当課 水管理・国土保全局　治水課 事業
主体

中部地方整備局
担当課長名 山田　邦博

実施箇所 静岡県浜松市、磐田市
長野県伊那市、駒ヶ根市、飯田市、辰野町、箕輪町、飯島町、松川町、高森町、南箕輪村、宮田村、中川村、喬木村、豊丘村

該当基準 再評価実施後一定期間（3年間）が経過している事業

事業諸元 河道掘削、樹木伐開、堤防整備、浸透対策、扇頂部対策、急流対策

事業期間 平成18年度～平成50年度

総事業費
（億円）

約686 残事業費（億円）

36.6

約471

EIRR
（％）

事業全体
の投資効
率性

基準年度

残事業の
投資効率

B:総便益
(億円)

8,623 C:総費用(億円)

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・昭和43年8月の台風10号や平成18年7月の梅雨前線等、梅雨前線や台風に起因する洪水が多く堤防の決壊や河岸侵食による被害などが発生
している。

＜達成すべき目標＞
・戦後最大規模相当となる昭和58年9月洪水、平成18年7月洪水と同規模の洪水が発生しても、洪水を安全に流下させる。
・水位低下対策
・堤防強化
・危機管理対策

＜政策体系上の位置づけ＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：11,326戸
年平均浸水軽減面積：1,263ha

B-C 27,328

平成24年度
B:総便益
(億円)

76828,096 89.1C:総費用(億円) B/C

残事業費（+10%～-10%） 21.3 24.7 35.3

22.9377 B/C

感度分析

23.2 35.9 37.2

残事業（Ｂ／Ｃ） 全体事業（Ｂ／Ｃ）
37.9

資産（-10%～+10%） 20.7 25.1 33.0
感度分析

40.1
残工期（+10%～-10%） 22.5

事業の効
果等

・河川整備計画の目標規模の大雨（戦後最大規模相当）が降ったことにより想定される氾濫被害は、浸水面積約1万4千ha、浸水人口約33万人、
浸水家屋数12万世帯であり、整備を実施することで氾濫被害が概ね解消される。

社会経済
情勢等の
変化

・沿川市町村の人口は近年横ばいの傾向である。
・天竜川の流域には、国道1号、東名高速道路、新東名高速道路、中央自動車道、JR東海道新幹線等、日本の経済産業の根幹をなす主要な交
通が集中している他、平成23年6月には、この地域を通過するリニア中央新幹線の事業実施想定区域が示されるなど 、交通の要衝となってい
る。
・上流域では諏訪湖・伊那市周辺に精密機械や電気等製造業の工業団地が形成され、国内有数の企業が立地する。下流域では浜松市を中心
に、軽四輪自動車やピアノ等、我が国を代表するものづくり地域となっていることから、社会、経済を支える重要な河川となっている。

事業の進
捗状況

・前回評価（河川整備計画策定時）以降、水位低下（樹木伐開・河道掘削）や堤防強化（堤防整備・浸透対策・扇頂部対策・急流対策）を実施して
おり、河川改修事業の進捗率は、事業費ベースで約22％程度となっている。

事業の進
捗の見込
み

・流下能力が不足している河口部（浜松市・磐田市）の河道掘削を実施するとともに、モニタリングを行う。
・流下能力が不足している鵞流峡（飯田市松尾・下久堅地区）の河道掘削は、模型実験等による掘削形状等の詳細な検討のうえ、景観・環境に配
慮しつつ、関係機関等と十分に調整して実施する。
・堤防が決壊した場合に下流への甚大な被害が想定される扇頂部（浜松市・磐田市）に対し、扇頂部対策として堅固な護岸や浸透破壊防止対策
などの堤防強化を実施する。
・河床洗掘や侵食を防止するための急流対策（伊那市～飯田市・喬木村）を実施する。

その他

＜第三者委員会の意見・反映＞
・意見なし
＜静岡県の意見・反映内容＞
・本県における天竜川の流域では、新東名高速道路、東名高速道路、国道1号、JR東海道新幹線等、日本の経済産業の根幹をなす主要な交通
が集中するとともに、下流域では浜松市を中心に、軽四輪自動車やピアノ等、我が国を代表するものづくり地域を有している。本事業は、この天
竜川流域の洪水被害を軽減し、県民の生命と財産を守り、安全で快適な生活環境の確保増進を図るために本県にとって大変重要な事業です。
・今後も引き続き、河道掘削工事の発生土を県が行う海岸事業と連携し養浜材として利用するなどのコスト縮減を徹底するとともに、効果が十分
に発現されるよう事業の推進をお願いします。
　また、各年度の事業実施に当たっては、引き続き県と十分な調整をお願いします。
＜長野県の意見・反映内容＞
・本事業に関する国の対応方針（原案）については、異存ありません。
　なお、当該事業の実施にあたっては、引き続きコスト縮減に努め、効果が早期に発現されるよう、事業の着実な推進をお願いします。

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

＜コスト縮減＞
・河道掘削残土を遠州灘海岸の養浜材として利用することにより、コスト縮減した。（約5億円）
・再利用可能な根固めブロックを再利用することにより、コストを縮減した。（約3億円）
・プレキャスト基礎の中詰めに現場発生のCo塊を利用し、コストを縮減した。（約1億円）
・河道掘削工事の発生土を養浜材、現場内での築堤・高水敷整備の盛土材として利用することや、新技術の採用によりコストの縮減に努める。
＜代替案立案＞
・河川整備計画は、策定時点の流域における社会経済状況、自然環境の状況、河道状況を踏まえて策定し たものである。河川整備計画策定以
降、流域における社会経済状況が大きく変化していないことから、河川整備計画における河川改修が最も適切であると考える。

対応方針
理由

・事業の効果、事業進捗の見込み、コスト縮減、代替案の立案の可能性等から判断。

対応方針 継続
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～ ～
～ ～
～ ～

感度分析

事業名
（箇所名）

矢作川直轄河川改修事業 担当課 水管理・国土保全局　治水課 事業
主体

中部地方整備局
担当課長名 山田　邦博

実施箇所 愛知県豊田市、岡崎市、安城市、碧南市、西尾市

該当基準 再評価実施後一定期間（3年間）が経過している事業

事業諸元 河道掘削、樹木伐開、築堤・堤防強化、矢作古川分派対策、橋梁改築、樋管改築

事業期間 平成21年度～平成50年度

総事業費
（億円）

約381 残事業費（億円） 約342

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・矢作川は、豊田市内の鵜の首狭窄部をはじめ、各所で東海（恵南）豪雨に対する河道の流下能力が不足しており、堤防整備や河道掘削等が必
要である。

＜達成すべき目標＞
・基準地点岩津において矢作川の戦後最大洪水（平成12年9月洪水）と同程度の規模の洪水が発生しても安全に流下させることを目標としてい
る。
【洪水対策】
・水位低下対策（河道掘削・樹木伐開）
河道掘削や樹木伐開を行い必要な断面を確保
・弱小堤対策（築堤）
断面が不足する堤防の整備
・浸透対策（堤防強化）
堤防詳細点検結果を踏まえて護岸など対策を実施
【付帯工事】
・矢作古川分派施設：下流本川の河道整備が完了した段階で建設
・鵜の首橋改築、樋管改築（3基）：河道改修の影響を受ける施設について、施設管理者と調整・連携して改築

＜政策体系上の位置づけ＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止、減災を推進する

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：1,302戸
年平均浸水軽減面積：204ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成24年度
B:総便益
(億円)

12,167 C:総費用(億円) 340 B/C 35.7 B-C 11,826 EIRR
（％）

215.5

残事業の
投資効率

B:総便益
(億円)

10,157 C:総費用(億円) 289 B/C 35.2

残事業費（+10%～-10%） 32.9 37.8 33.5 38.3
残工期（+10%～-10%） 34.9

31.6 38.7 32.2 39.3

残事業（Ｂ／Ｃ） 全体事業（Ｂ／Ｃ）

・当面の段階的な整備（H25～H30）：B/C=35.5
・戦後最大洪水（河川整備計画目標規模）の出水が発生することにより想定される氾濫被害は、浸水面積約7,300ｈａ、浸水人口約13万人、浸水家
屋数約5万世帯であり 整備を実施することで氾濫被害が解消する

感度分析 35.5 35.5 35.9
資産（-10%～+10%）

事業の効
果等

屋数約5万世帯であり、整備を実施することで氾濫被害が解消する。

社会経済
情勢等の
変化

・流域関連市町村人口(8市2町2村)は、約134万人であり、豊田市等における製造業の発展に伴い、年々増加傾向にある。
・全国1位の工業出荷額を有する愛知県の半分を、当該流域の大半である西三河地域が占め、全国シェアも年々拡大傾向であったが、近年は横
這い傾向である。
・矢作川流域内は、東名高速道路、東海環状自動車道、一般国道1号、JR東海道新幹線、東海道本線等の重要な交通網が整備されている。

事業の進
捗状況

・前回評価（河川整備計画策定時：H21年度）以降、再度災害防止の観点から鵜の首上流の豊田市区間の掘削及び、12k付近から下流の掘削・
築堤を進めており、河川整備計画に計上されている事業の進捗率は事業費ベースで約10％である。

事業の進
捗の見込
み

・地元や関係機関と調整を行い、下記のとおり事業を実施していく。
【矢作古川分派地点：矢作古川分派施設の新設】
・12k付近から下流の河川整備計画河道整備完了（H24年度）後、H26年度完成予定である県の床上浸水対策特別緊急事業と合わせて分派施設
の新設を実施していく。
【豊田市区間：堤防強化、河道掘削・樹木伐開】
・鵜の首～豊田市街地区間の河道掘削・樹木伐開の実施及び県が実施する高橋の架替（H25年度予定）に合わせて、堤防強化を実施する。

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

＜コスト縮減＞
・築堤工事においてプレキャスト製品の採用や、河道掘削工事において発生した土を他工事に有効利用することにより、前回評価時以降、約3千
万円のコスト縮減を図っている。
・新たな知見、技術の進歩などの情報を収集し、適宜コスト縮減に向けた見直しを行う。

＜代替案立案＞
・河川整備計画は、策定時点の流域における社会経済状況、自然環境の状況、河道状況を踏まえて策定したものである。河川整備計画策定以
降、流域における社会経済状況が大きく変化していないことから、河川整備計画における河川改修が最も適切であると考える。

対応方針 継続

対応方針
理由

・事業の必要性、事業進捗の見込み、コスト縮減、代替案の立案の可能性等、総合的な判断による。

その他

＜第三者委員会の意見・反映＞
・意見なし
＜愛知県の意見・反映内容＞
・「対応方針（原案）」案に対して異議はありません。
・本県は、現在、矢作古川の左支川の広田川水系において、平成２６年度の完成を目指し床上浸水対策特別緊急事業を実施している。矢作古川
下流部の治水安全度の確保にあたっては、矢作古川分派施設が必要不可欠であるため、施設の完成もこれに合わせて事業の推進をお願いした
い。
　なお、事業実施にあたっては、一層のコスト縮減など、より効率的な事業推進に努められるようお願いしたい。
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～ ～
～ ～
～ ～

39.4 37.76.9
6.3

C:総費用(億円) 57

42.434.9

全体事業（Ｂ／Ｃ）
36.5

残事業（Ｂ／Ｃ）
7.8

B:総便益
(億円)

基準年度
B:総便益
(億円)

3,639

残事業の
投資効率

残事業費（+10%～-10%）
残工期（+10%～-10%）
資産（-10%～+10%）

6.4
6.9

41.1

7.7

・戦後最大洪水である昭和34年伊勢湾台風洪水と同規模の洪水が発生しても、計画高水位以下で安全に流すことが可能となる。（小田地点：
2 600 3/ ）

＜解決すべき課題・背景＞
・天神川流域は、倉吉市をはじめとする1市3町からなり、流域の土地利用は山地が約 89％、農地が約8％、宅地等の市街地が3％となっている。
・天神川の改修は、昭和9年室戸台風による大水害を契機として、堤防の整備や河床掘削等が倉吉市及び下流部の北条・羽合両平野を含む重
要箇所等において継続的に実施されてきた。しかし、現況においても戦後最大である昭和34年9月伊勢湾台風洪水と同規模の洪水が発生した場
合、鳥取県中部地域の中心である倉吉市街地などに多大な被害が想定されるため、河川改修事業を実施する必要がある。
・昭和34年 9月　伊勢湾台風　破損・浸水家屋 135戸
・平成10年10月　台風　　　　破損・浸水家屋  53戸
（災害発生時の影響：浸水想定区域内）
・人　　　口：54,713人
・世　帯　数：19,063世帯
・重要な公共施設等：倉吉市役所、中部総合庁舎、倉吉警察署、倉吉消防署、JR山陰本線、山陰自動車道、国道9号

＜達成すべき目標＞
・戦後最大洪水である昭和34年伊勢湾台風洪水と同規模の洪水が発生しても、計画高水位以下で安全に流下させる。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

・当面の段階的な整備（H25～H31）：B/C=4.8

感度分析

7.0

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：126戸
年平均浸水軽減面積：61ha

事業全体
の投資効
率性

B/C405

B/C

平成24年度

該当基準 再評価実施後一定期間（3年間）が経過している事業

目的・必要
性

94

事業期間

約108 残事業費（億円）
総事業費
（億円）

平成19年度～平成42年度

896.3C:総費用(億円) 38.7 3,545B-C

感度分析

山田　邦博
事業名
（箇所名）

天神川直轄河川改修事業 担当課 水管理・国土保全局治水課 事業
主体

中国地方整備局
担当課長名

約77

EIRR
（％）

実施箇所 鳥取県倉吉市、三朝町、北栄町、湯梨浜町

事業諸元 築堤、河床掘削、護岸、河岸侵食防止

社会経済
情勢等の
変化

＜地域状況＞
・山陰自動車道及び地域高規格道路（北条湯原道路）が建設中であり、西倉吉工業団地を中心として、電子部品・ＰＣ生産等のＩＴ関連産業の振
興が期待されている。
・近年でも河岸侵食等の洪水被害を受けており、治水事業の要望は強い。
〈事業に関わる地域の人口、資産等の変化〉
【主要自治体（倉吉市）指標】
○人　　口　：1.04倍（52,592人/50,720人）　　　　〈H22数値/H17数値〉
　高齢化率　：1.08倍（28.2％/26.1％）　　　　　　〈　　　　〃　　　〉
○世 帯 数　：1.00倍（18,186世帯/18,119世帯）　　〈　　　　〃　　　〉
○事 業 所　：0.99倍（3,140事業所/3,171事業所）　〈H18数値/H13数値〉
○従 業 者　：1.01倍（24,032人/23,897人）　　　　〈　　　　〃　　　〉

事業の進
捗状況

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
・対応方針（原案）は妥当。
＜鳥取県の意見・反映内容＞
・対応方針（原案）については異存ありません。

・小鴨川中流の河床掘削等については着手しており、順調に進捗している。
・住民意見、関係自治体の長並びに関係機関の意見を聴き整備計画を策定しており、今後の円滑な事業進捗が見込まれる。

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

事業の進
捗の見込
み

事業の効
果等

2,600m3/s）
浸水世帯数　1,218世帯  ⇒　0世帯    （S34洪水規模時）
浸水面積　　647ha      ⇒　0ha
被害額　　　347億円    ⇒　0億円

対応方針
理由

・上述より、天神川水系河川整備計画に位置付けられた、天神川直轄河川改修事業については、治水安全度向上の必要性、費用対効果、地元
の協力体制等の観点から事業実施が妥当。
・今後の詳細な設計段階において、さらなるコスト縮減を図るとともに、環境にも配慮して事業を進め、より一層の事業効果の発現に努める。

・掘削残土を道路事業等に流用し、処分費用のコスト縮減を図る。

・平成22年3月5日天神川水系河川整備計画（国管理区間）策定。
・整備計画対象期間24年を目標に事業を遂行。
・現在、本泉地区の河積確保のための橋梁改築を実施中。

対応方針 継続
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平成24年度

B/CC 総費用(億円) 103B:総便益 3 429 EIRR

平成25年度～平成54年度

基準年度

残事業費（億円）

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：1,019戸
年平均浸水軽減面積：199ha

事業全体
の投資効 B C 839 834 2

総事業費
（億円）

目的・必要
性

約175

事業期間

＜解決すべき課題・背景＞
・日野川は鳥取県西部に位置し、その源を広島・島根の県境に位置する三国山(みくにやま)に発し、途中印賀川(いんががわ)や俣野川(またのが
わ)等の支川を合わせ、下流で法勝寺川と合流し、日本海（美保湾）に注ぐ面積870km2、幹川流路延長77kmの一級河川である。日野川本川の河
床勾配は下流部を除けば1/130～1/190程度と、中国地方でも有数の急流河川である。また、流域の約90％を山林が占めており、日野川から流送
された土砂で形成された扇状地と弓浜(きゅうひん)半島に流域内の人口・資産が集中している。
・日野川下流の米子市は、鳥取市に次ぐ鳥取県第二位の人口を持ち、県西部の中核を担う街である。日野川下流部は日野川から流送された大量
の砂で形成された扇状地と海岸で形成されているため、中流部で氾濫が発生すると氾濫流は下流市街地に及ぶことから甚大な被害となる恐れが
ある。また、法勝寺川は固定堰等の横断工作物による流下能力の阻害により洪水時にせき上げによる水位上昇が発生する恐れがあり、特に下流
左岸堤防が決壊した場合には氾濫流が米子市街地にまで到達する。
・過去から度々大きな洪水被害を受けているが、昭和年代に入ってからも昭和9年9月などの台風性降雨により記録的な洪水が発生しており、昭和
20年9月には昭和以降最大規模の洪水を経験している。あわせて、法勝寺川下流では、内水被害も頻発しており、早急な対策が望まれている。
（洪水実績）
　　・昭和 9年 9月洪水（室戸台風）：浸水家屋2,390戸(※1)
　　・昭和20年 9月洪水（枕崎台風）：浸水家屋2,247戸(※1)
　　・昭和47年 7月洪水　　　　　　：浸水家屋3,086戸
　　・平成18年 7月洪水　　　　　　：浸水家屋   33戸
　　・平成23年 9月洪水　　　　　　：浸水家屋   24戸
　　　　　　　　　（※1：県内全体　それ以外は流域内）
（災害発生時の影響：想定氾濫区域内）
　　○人　　口：約86,600 人
　　○世 帯 数：約32,100 世帯
　　○重要な公共施設等：米子市役所、米子警察署、米子消防署、JR山陰本線、JR伯備線、JR境港線、山陰自動車道、米子自動車道
　　○災害弱者関連施設：米子医療センター、鳥取大学医学部 附属病院、米子老人福祉センター、米子養護学校

＜達成すべき目標＞
・戦後最大洪水（日野川本川：昭和20年9月：枕崎台風、支川法勝寺川：昭和34年9月洪水）と同規模の洪水が発生した場合でも、浸水被害を防止
する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

約175

3 532

事業名
（箇所名）

日野川直轄河川改修事業 担当課 水管理・国土保全局治水課 事業
主体

中国地方整備局
担当課長名 山田　邦博

実施箇所 鳥取県米子市、伯耆町、南部町、日吉津村

事業諸元 築堤、護岸、河床掘削、堰改築

該当基準 再評価実施後一定期間（3年間）が経過している事業

～ ～
～ ～
～ ～

・当面の段階的な整備（H25～H30）：B/C=118.1
資産（-10%～+10%） 31.3 37.8 31.3 37.8

事業の進
捗状況

・これまでのところ事業は順調に進捗。地域住民からは引き続いての河川改修事業を切望されており、関係機関並びに地域との協力体制も構築さ
れていることから、今後も円滑な事業進捗が見込まれる。

対応方針 継続

事業の進
捗の見込
み

37.8
感度分析

・掘削残土は、盛り土材料として関係機関を含めた工事に流用するなど、残土処分費用のコスト縮減に努める。
・流域全体としての総合的な土砂管理の観点から、河道においては河道掘削や堰改築、上流域では透過型砂防堰堤の整備、海岸域では人工リー
フの整備やサンドリサイクルの推進など、流砂系として健全な土砂動態の確保に努める。
・ 現在、河川整備計画の策定作業中であり、有識者及び地域住民からの意見を踏まえつつ、関係機関と協議・調整を図りながら、コスト縮減や事
業の効果・効率性等を考慮して、整備内容等を定める。

・支川法勝寺川の青木箇所においては、事業着手しており順調に進捗している。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
・対応方針（原案）は妥当。
＜鳥取県の意見・反映内容＞
・対応方針（原案）については異存ありません。

・戦後最大洪水（日野川本川：昭和20年9月：枕崎台風、支川法勝寺川：昭和34年9月洪水）と同規模の洪水が発生した場合でも、浸水被害を防止
する。
（車尾地点で1/20確率相当の洪水が発生した場合）
浸水世帯数7,310世帯　⇒  361世帯（当面想定している事業 ⇒1,015世帯）
浸水面積1,487ha　　⇒  137ha　（当面想定している事業 ⇒775ha）
被 害 額1,361億円　⇒  51億円（当面想定している事業 ⇒169億円）

残事業費（+10%～-10%） 31.2
残事業（Ｂ／Ｃ）

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

感度分析

対応方針
理由

・治水安全度向上の必要性、費用対効果、地元の協力体制等を鑑み、継続が妥当である。
・早期の治水安全度向上に向け、引き続き事業の推進を図り、早期に完成させることが必要。
・今後の詳細な設計段階において更なるコスト縮減を図るとともに、環境にも配慮して事業を進め、より一層の事業効果の発現に努める。

社会経済
情勢等の
変化

＜地域状況＞
・平成18年、平成23年には観測史上最大規模の洪水が発生しているため、住民の治水に対する関心は高く、河川改修への要望も強い。
＜事業に関わる地域の土地利用、人口、資産等の変化＞
【主要自治体（米子市）指標】
○人　口　　：0.99倍（148,271人／149,584人）　　〈H22数値／H17数値〉
内高齢者率：1.13倍（24.4／21.5）　　　　　　  〈　　　 〃 　 　 〉
○世　帯　数：1.04倍（57,470世帯／55,212世帯）  〈　　　 〃  　　 〉
○事　業　所：0.95倍（7,107事業所／7,466事業所）〈H18数値／H13数値〉
○従　業　者：0.97倍（65,825人/67,669人）       〈　　　 〃  　　 〉

3,532

事業の効
果等

B/C

全体事業（Ｂ／Ｃ）
37.831.2

残事業の
投資効率

C:総費用(億円)

32.3

34.2

32.3 36.0残工期（+10%～-10%） 36.0

C:総費用(億円) 103B:総便益
(億円)

103 B/CB:総便益
(億円)

3,429 EIRR
（％）

の投資効
率性

B-C 839.834.23,532
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山田　邦博
事業名
（箇所名）

吉井川直轄河川改修事業 担当課 水管理・国土保全局治水課 事業
主体

中国地方整備局
担当課長名

再評価実施後一定期間（3年間）が経過している事業

事業期間 平成25年度～平成44年度

約287

B:総便益
(億円)

1,410

目的・必要
性

1 410残事業の B:総便益 C:総費用(億円) 214

24.76.6

実施箇所 岡山県岡山市、瀬戸内市、備前市、赤磐市、和木町

事業諸元 築堤、護岸、河道掘削、浸透対策

該当基準

総事業費
（億円）

約287 残事業費（億円）

B/C 6 6

＜解決すべき課題・背景＞
・吉井川は、下流部の低平地に人口と資産の集中する岡山市街地、瀬戸内市街地が控えるとともに、流域の地形上、ゼロメートル地帯となってお
り、氾濫被害が生じやすく、一度氾濫すると広範囲に浸水域が広がるだけでなく、内水や高潮によっても浸水する。このような洪水・高潮被害を軽
減するため、昭和21年度より直轄事業として河川改修工事が進められてきた。しかし、戦後最大である平成10年10月洪水(台風10号)による浸水
被害や平成16年9月(台風21号)の浸水被害が発生するなど、再度災害防止の観点から吉井川及び金剛川の河川改修を引き続き実施していく必
要がある。
・岡山市の県庁所在地としての都市機能の中枢性や資産の集積状況を考えれば、堤防決壊による被害は深刻なものになることが予想される。こ
のため、治水・利水・環境のバランスを考慮した吉井川の計画的な治水対策を実施していく必要がある。
（洪水実績）
・昭和51年 9月洪水：家屋浸水戸数13,759戸（岡山県全域）  14,910 ha（水系全体）
・平成 2年 9月洪水：家屋浸水戸数 6,190戸（水系全体）     3,195 ha（水系全体）
・平成10年10月洪水：家屋浸水戸数 5,904戸（水系全体）     1,276 ha（水系全体）
・平成16年 8月高潮：家屋浸水戸数     7戸（水系全体）         2 ha（水系全体）
・平成16年 9月洪水：家屋浸水戸数   823戸（水系全体）       199 ha（水系全体）
（災害発生時の影響：浸水想定区域内(流域全体)）
　　○人　　口：約14万人
　　○世 帯 数：約 5万世帯
（災害発生時の影響：浸水想定区域内施設(直轄区間)）
　　○重要な公共施設等：岡山市東区役所、瀬戸内市役所、赤磐市役所熊山支所、和気町役場、岡山市東消防署、瀬戸内市消防署、東備消防
組合北部出張所、岡山東警察署、国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所坂根堰管理支所、JR山陽新幹線、JR山陽本線、JR赤穂線、山
陽自動車道、国道2号、国道374号、岡山ブルーライン
　　○災害弱者関連施設：岡村一心堂病院、藤田病院、瀬戸内市民病院、吉井川病院、赤磐市民病院、丹波病院、北川病院、平病院

＜達成すべき目標＞
・戦後最大洪水である平成10年10月洪水が再び発生しても、浸水を防止する(岩戸7,100m3/s)。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

B-C

事業全体
の投資効
率性

基準年度

214 B/C 1,196

平成24年度
EIRR
（％）

C:総費用(億円)

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：391戸
年平均浸水軽減面積：272ha

～ ～
～ ～
～ ～ 7.2

・当面の段階的な整備（H25～H30）：B/C=4.7

6.5 6.5

1,410残事業の
投資効率

B:総便益
(億円)

C:総費用(億円) 214

事業の効
果等

・戦後最大洪水である平成10年10月洪水が再び発生しても、浸水を防止する(岩戸7,100m3/s)。
浸水世帯数　4,499世帯　⇒　0世帯
浸水面積　  2,745ha　　⇒　0ha
被 害 額　  2,281億円　⇒　0億円

6.5

全体事業（Ｂ／Ｃ）
7.36.0

B/C 6.6

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
・対応方針（原案）は妥当。
＜岡山県の意見・反映内容＞
・妥当である。

7.3

対応方針
理由

・治水安全度向上の必要性、費用対効果、地元の協力体制等を鑑み、事業実施が妥当。
・早期の治水安全度向上に向け、引き続き事業の推進を図り、早期に完成させることが重要。
・今後の詳細な設計段階において、さらなるコスト縮減を図るとともに、環境にも配慮して事業を進め、より一層の事業効果の発現に努める。

社会経済
情勢等の
変化

〈地域状況〉
・流域内の人口及び世帯数に大きな変化は見られない。
・沿川は岡山市街地として高度な土地利用が進んでいる。岡山市は平成21年4月に政令指定都市に移行。
・近年でも洪水被害を受けており、治水事業の要望は強い。
＜事業に関わる地域の人口、資産等の変化＞
【主要自治体（瀬戸内市）指標】
○人　口　　：0.97倍（37,852人/39,081人）　　　　　　〈H22数値/H17数値〉
内高齢化率：0.90倍（3.5％/3.9％）　　　　　　　　  〈　　　 〃　　　〉
○世 帯 数　：1.00倍（13,343世帯/13,363世帯）　　　　〈　　　 〃　　　〉
○事 業 所　：1.15倍（1,511事業所/1,331事業所）　　　〈H21数値/H18数値〉
【主要自治体（岡山市）指標】
○人　口　　：1.05倍（709,584人/ 674,746人）　　　   〈H22数値/H17数値〉
内高齢化率：0.89倍（4.7％/5.3％）　　　　　　　　  〈　　　 〃　　　〉
○世 帯 数　：1.08倍（296,790世帯/275,242世帯）　　  〈　　　 〃　　　〉
○事 業 所　：1.12倍（33,649事業所/30,080事業所）　  〈H21数値/H18数値〉

事業の進
捗状況

・河口部の九蟠箇所においては、事業着手しており順調に進捗している。

事業の進
捗の見込
み

・これまでのところ、事業は順調に進捗。地域住民からは引き続き河川改修事業を要望されており、関係機関等との協力体制も構築されているこ
とから、今後も円滑な事業進捗が見込まれる。

対応方針 継続

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

・環境に配慮して事業を進め、より一層事業効果の発現を図るとともに、今後河道掘削が主な工種となることから、圏域で実施される他工事への
建設残土の流用等により、さらなるコスト縮減に努める。
・現在、河川整備計画の策定作業中であり、有識者及び地域住民からの意見を踏まえつつ、関係機関と協議・調整を図りながら、コスト縮減や事
業の効果・効率性等を考慮して、整備内容を定める。

7.2 5.9
感度分析

残事業費（+10%～-10%）
残工期（+10%～-10%）
資産（-10%～+10%） 5.9

6.5

残事業（Ｂ／Ｃ）
6.0

感度分析
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～ ～
残事業（Ｂ／Ｃ）感度分析

5.6残事業費（+10%～-10%） 4.6

平成24年度

303

B/C

全体事業（Ｂ／Ｃ）
5.64.6

残事業の
投資効率

C:総費用(億円) 5.0

C:総費用(億円) 59B:総便益
(億円)

59 B/CB:総便益
(億円)

243 EIRR（％）

平成25年度～平成54年度

基準年度

残事業費（億円）

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：356戸
年平均浸水軽減面積：33ha

事業全体
の投資効
率性

B-C 16.15.0

総事業費
（億円）

目的・必要
性

約105

事業期間

＜解決すべき課題・背景＞
・小瀬川は広島県と山口県の県境に位置し、その源を中国山地の鬼ヶ城山、羅漢山などを要する連山の広島県廿日市市飯山に発し、途中玖島川
を合わせて南下し、瀬戸内海に注ぐ、流域面積340km2、幹川流路延長59kmの一級河川である。小瀬川本川の河床勾配は弥栄ダムを境に、上流部
は1/150～1/90程度の急流河川、下流部は1/960～1/1,300の緩流河川となっている。また、流域の約96％を山地等が占めており、江戸後期以降の
干拓・埋め立てによって形成された河口部の低平地に人口・資産が集中している。
・小瀬川下流部の大竹市・和木町は、干拓等によって形成された低平地に発達しているため、洪水・高潮被害が発生した場合には、下流市街地に
甚大な被害が発生する恐れがある。また、基準地点の両国橋付近は河積不足のため流下能力が相対的に低く、浸水被害のリスクが高い箇所と
なっている。
・昭和20年9月等の台風性降雨により記録的な洪水が発生しており、近年でも平成17年9月洪水で基本高水流量にせまる洪水が発生している。以上
の状況から、早急な対策が望まれている。
（洪水実績）
　　・昭和20年 9月洪水（枕崎台風）　：家屋流出又は全壊2,417戸
　　・昭和26年10月洪水（ルース台風）：家屋流出又は全壊  450戸
　　・平成17年 9月洪水（台風14号）　：家屋流出又は全壊   12戸
出典：大竹市史、水害統計
（災害発生時の影響：想定氾濫区域内）
　　○人　　口：約23,000人
　　○世 帯 数：約9,200世帯
　　○重要な公共施設等：和木町役場、大竹警察署、JR山陽本線、国道2号線、国土交通省太田川河川事務所小瀬川出張所
　　○災害弱者関連施設：総合福祉センター サンドビア大竹

＜達成すべき目標＞
・弥栄ダムを有効活用しつつ、基本方針規模の浸水被害を防止する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

約105

303

事業名
（箇所名）

小瀬川直轄河川改修事業 担当課 水管理・国土保全局治水課 事業
主体

中国地方整備局
担当課長名 山田　邦博

実施箇所 広島県大竹市、山口県岩国市、和木町

事業諸元 築堤、橋梁架替

該当基準 再評価実施後一定期間（3年間）が経過している事業

～ ～
～ ～

・当面の段階的な整備（H25～H31）：B/C=1.9

感度分析

・現在実施中の両国橋架替え区間も含め、(主)岩国大竹線改築事業との合併施工によりコスト縮減を図る。
・現在、河川整備計画の策定作業中であり、有識者及び地域住民からの意見を踏まえつつ、関係機関と協議・調整を図りながら、コスト縮減や事業
の効果・効率性等を考慮して、整備内容等を定める。

・小瀬地区においては、事業着手しており道路管理者と連携し順調に事業が進捗している。

資産（-10%～+10%） 4.8 5.3 4.8

5.6

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
・対応方針（原案）は妥当。
＜広島県の意見・反映内容＞
・異存ありません。
＜山口県の意見・反映内容＞
・異存なし。

・弥栄ダムを有効活用しつつ、基本方針規模の浸水被害を防止する。
（1/100確率相当（両国橋地点）洪水、及び1/100確率相当高潮が発生した場合）
浸水世帯数  2,054世帯　⇒  0世帯（当面想定している事業 ⇒1,909世帯）
浸水面積      248ha　　⇒  0ha　（当面想定している事業 ⇒181ha）
被 害 額       231億円　⇒  0億円（当面想定している事業 ⇒185億円）

残事業費（ 10% 10%） 4.6

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

対応方針
理由

・治水安全度向上の必要性、費用対効果、地元の協力体制等を鑑み、継続が妥当である。
・早期の治水安全度向上に向け、引き続き事業の推進を図り、早期に完成させることが必要。
・今後の詳細な設計段階において更なるコスト縮減を図るとともに、環境にも配慮して事業を進め、より一層の事業効果の発現に努める。

社会経済
情勢等の
変化

＜地域状況＞
・出荷額は減少傾向だが、岩国市、大竹市の経済を支える重要産業が集積
・主要地方道岩国大竹線関々バイパスが平成17年11月に供用し、交通量が増加（小瀬地区の未改良）
＜事業に関わる地域の土地利用、人口、資産等の変化＞
【主要自治体（大竹市）指標】
○人　口　　：0.95倍（28,836人／30,279人）　　  〈H22数値／H17数値〉
内高齢者率：1.16倍（29.1／25.1）　　　　　　  〈　　　 〃 　 　 〉
○世　帯　数：1.02倍（11,834世帯／11,594世帯）  〈　　　 〃  　　 〉
○事　業　所：0.97倍（1,501事業所／1,553事業所）〈H18数値／H13数値〉
○従　業　者：0.99倍（14,528人/14,639人）       〈　　　 〃  　　 〉

事業の進
捗状況

5.3

・両国橋については、道路管理者との協力体制が確立されており、早期の完成に向けて効率的で効果的な事業を継続する。
・高潮区間では全区間で計画高潮位の高さは確保しているものの、計画堤防高に対しては一連区間で堤防高が不足しているため、河口から段階的
に整備を行う。

対応方針 継続

事業の進
捗の見込
み

事業の効
果等

5.64.6
4.94.9 4.7残工期（+10%～-10%） 4.7
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山田　邦博
事業名
（箇所名）

佐波川直轄河川改修事業 担当課 水管理・国土保全局治水課 事業
主体

中国地方整備局
担当課長名

再評価実施後一定期間（3年間）が経過している事業

事業期間 平成25年度～平成74年度

約749

B:総便益
(億円)

6,206

目的・必要
性

6,206残事業の
投資効率

B:総便益
(億円)

C:総費用(億円) 313

391.019.8

全体事業（Ｂ／Ｃ）

実施箇所 山口県山口市、防府市

事業諸元 築堤、河床掘削、護岸

該当基準

総事業費
（億円）

約749 残事業費（億円）

B/C 19.8

＜解決すべき課題・背景＞
・佐波川は、山口県の中央部に位置し、下流部は人口と資産の集中する防府市街地北部を流れ、周防灘に注いでいる。
・下流部は佐波川の扇状地三角州と近世の干拓によって形成された防府平野が広がっており、一度佐波川が氾濫した場合、氾濫域は流域外の
防府市街地に広範囲に広がることから甚大な被害が発生する。大正7年7月や、戦後最大となる昭和26年7月洪水では、流域全体で3,000戸を越
える家屋浸水被害を受けており、下流から順次堤防整備を進めてきた。また、平成21年7月洪水では、支川剣川や奈美川等において、死者14名
を伴う土砂災害により甚大な被害が生じる他、1,000戸を越える家屋浸水が発生しており、住民の治水に対する関心は高いことから、計画的な河
川改修を進めていく必要がある。
（浸水実績）
・大正7年7月　　家屋損壊　　 91戸　　家屋浸水　3,451戸（流域全体）
・昭和26年7月　　家屋損壊　1,083戸　　家屋浸水　3,397戸（流域全体）
・昭和47年7月　　家屋浸水　　511戸（流域全体）
・平成21年7月　　家屋損壊　　 91戸　　家屋浸水　1,132戸（山口県徳地及び防府市全域の速報値）
（災害発生時の影響：浸水想定区域内）
○人　口：81,011
○世帯数：31,691
○重要な公共施設等：国土交通省山口河川国道事務所、山口県防府土木建築事務所、防府市役所、防府警察署、JR山陽新幹線、JR山陽本線
（防府駅）、山陽自動車道
○災害弱者関連施設等: 防府消化器病センター、三田尻病院、桑陽病院、緑町三祐病院、松本外科病院
○そ　　　の　　　他：海上保安分室、航空自衛隊防府北基地・南基地、防府市上下水道局、山口県企業局佐波川工業用水道事務所、佐波川漁
業協同組合

＜達成すべき目標＞
・戦後最大である昭和26年7月洪水相当が再び発生しても、浸水被害を発生させない。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

B-C

事業全体
の投資効
率性

基準年度

313 B/C 5,893

平成24年度
EIRR
（％）

C:総費用(億円)

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：1,435戸
年平均浸水軽減面積：413ha

感度分析 残事業（Ｂ／Ｃ）
～ ～
～ ～
～ ～ 21.7

・当面の段階的な整備（H25～H31）：B/C=79.8

20.8 18.8

事業の効
果等

・戦後最大である昭和26年7月洪水相当が再び発生しても、浸水被害を発生させない（新橋2,100m3/s）
浸水世帯数　 2,865世帯　⇒　0世帯（当面想定している事業　⇒　591世帯）
浸水面積　　 1,153ha　  ⇒　0ha  （当面想定している事業　⇒　485ha）
被害額　　 　869億円 　 ⇒　0億円（当面想定している事業　⇒　143億円）

18.8

全体事業（Ｂ／Ｃ）
22.018.0

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
・対応方針（原案）は妥当。
＜山口県の意見・反映内容＞
・異存なし。

22.0

対応方針
理由

・治水安全度向上の必要性、費用対効果、地元の協力体制等を鑑み、継続が妥当である。
・早期の治水安全度向上に向け、引き続き事業の推進を図り、早期に完成させることが必要。
・今後の詳細な設計段階において、更なるコスト縮減を図るとともに、環境にも配慮して事業を進め、より一層の事業効果の発現に努める。

社会経済
情勢等の
変化

＜地域状況＞
・流域の下流域である防府市の人口及び世帯数に大きな変化は見られない。
・平成21年7月には大規模な土砂災害や浸水被害により甚大な被害が生じたため、住民の治水に対する関心は高く、河川改修の要望も強い。
＜事業に関わる地域の人口、資産等の変化＞
【主要自治体（防府市）指標】
○人　　　口：0.99倍　(116,818人/117,724人)　　　<H17数値/H12数値>
　内高齢者率：1.13倍　(22.6％/20.1％)　　　　　　<H17数値/H12数値>
○世　帯　数：1.04倍　(44,798世帯/43,277世帯)　　<H17数値/H12数値>
○耕地面積　：0.95倍　(2,490ha/2,610ha)　　　　　<H17数値/H12数値>
○事　業　所：0.89倍　(5,036事業所/5,693事業所)　<H18数値/H13数値>

事業の進
捗状況

・奈美地区については、現在事業中であり、早期完成への要望は強い。

事業の進
捗の見込
み

・これまでのところ事業は順調に進捗、地域住民からは引き続いての河川改修事業を切望されており、関係機関並びに地域との協力体制も構築
されていることから、今後も円滑な事業進捗が見込まれる。

対応方針 継続

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

・新技術・新工法を活用するとともに、建設発生土の有効利用を図り、コスト縮減に努める。
・今後関係機関と協議しながら、洪水時に流下阻害となる堰について、統合の可能性を検討し、コスト縮減を図る。
・現在、河川整備計画の策定作業中であり、有識者及び地域住民からの意見を踏まえつつ、関係機関と協議・調整を図りながら、コスト縮減や事
業の効果・効率性等を考慮して、整備内容等を定める。

21.7 17.9

感度分析

感度分析
残事業費（+10%～-10%）
残工期（+10%～-10%）
資産（-10%～+10%） 17.9

20.8

残事業（Ｂ／Ｃ）
18.0
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～ ～
～ ～
～ ～

感度分析

感度分析

残事業（Ｂ／Ｃ） 全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 2.1 2.5 1.7 2.0
残工期（+10%～-10%） 2.1 2.3 1.8 1.9
資産（ 10%～+10%） 2 0 2 5 1 7 2 0

B/C 2.3

C:総費用(億円) 1,383 B/C 1.9 B-C 1,180

残事業の
投資効率

B:総便益
(億円)

2,563 C:総費用(億円) 1,138

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・吉野川の岩津下流区間や旧吉野川・今切川沿いに広がる三角州扇状地は、地盤高が吉野川、旧吉野川・今切川の計画規模の洪水時における
水位より低く、はん濫区域内には、県都徳島市などに人口、資産が集積しており、洪水時の水位が堤防高を越える場合や堤防が決壊すれば被害
が甚大な浸水被害の発生が危惧される。
・吉野川の池田から岩津地点間では、一部地区が無堤のまま残っており、平成16年10月の台風23号時には、無堤地区で甚大な浸水被害が発生し
ていることから、堤防の整備を促進し、無堤地区の解消を図ることが急務となっている。
・旧吉野川・今切川は、流域が小さく東流する河川であるため、洪水ピークと高潮ピークが同時に生起する可能性が高く、昭和36年9月の第二室戸
台風時には、旧吉野川・今切川下流部で大規模な浸水被害が発生した。また、平成16年10月の台風23号では、降雨量が大きかったため中・上流
部を中心に無堤地区で浸水被害が発生した。このため、早期に堤防の整備を促進し、洪水、高潮によるはん濫被害の防止を図ることが急がれる。
　主な洪水被害（吉野川流域）
　　　昭和49年9月（台風18号）：床上浸水362戸、床下浸水2,439戸
　　　昭和50年8月（台風6号）：床上浸水1,679戸、床下浸水10,139戸
　　　平成16年10月（台風23号）：床上浸水884戸、床下浸水2,432戸

＜達成すべき目標＞
・吉野川の国管理区間の無堤地区について、河道整備流量16,600m3/s（岩津地点）を安全に流下させるため堤防の整備を実施する。
・堤防整備を進めた場合にもなお、河川整備計画に定められた河道整備流量に対して流下能力が不足している箇所については、樹木伐採や河道
掘削により流下能力を確保し浸水被害を防止又は、軽減する。
・旧吉野川の国管理区間の無堤地区等について、河道整備流量1,000m3/s（大寺地点）を安全に流下させるため堤防の整備を実施する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：959戸
年平均浸水軽減面積：312ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成24年度
B:総便益
(億円)

2,563 EIRR
（％）

7.0

事業期間 平成21年度～平成50年度

総事業費
（億円）

約1,804 残事業費（億円） 約1,572

実施箇所 徳島県徳島市、鳴門市、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町、石井町、阿波市、吉野川市、美馬市、つるぎ町、三好市、東みよし町

該当基準 再評価実施後一定期間（3年間）が経過している事業

事業諸元
・堤防整備、輪中堤・宅地嵩上げ等、河道掘削等、浸透・浸食対策、内水対策、堤防の液状化対策、堤防嵩上げ、樋門の耐震・自動化等、水門新
設・改築

事業名
（箇所名）

吉野川直轄河川改修事業 担当課 水管理・国土保全局治水課 事業
主体

四国地方整備局
担当課長名 山田　邦博

～ ～

19

事業の進
捗状況

・平成17年11月河川整備基本方針策定、平成21年8月河川整備計画策定。
・芝生・太刀野箇所築堤完了、漏水対策は概ね完了。

対応方針
理由

事業の必要性、重要性は変わらないため。

・当面の段階的な整備（H25～H31）：B/C=1.2

事業の効
果等

・吉野川では、河川整備計画目標規模相当の洪水（平成16年10月洪水規模）が発生した場合、現況では、浸水面積1,931ha、浸水家屋数4,232戸等
の被害が想定されるが、事業の完成後には、浸水面積19ha、浸水家屋数0戸と大幅に軽減される。
・旧吉野川では、河川整備計画目標規模相当の洪水（昭和50年8月洪水規模）が発生した場合、現況では、浸水面積2,436ha、浸水家屋数8,780戸
等の被害が想定されるが、事業の完成後には、浸水面積266ha、浸水家屋数112戸と大幅に軽減される。

社会経済
情勢等の
変化

・吉野川は、地盤高が吉野川の計画高水位より低いことや、氾濫域の資産の増大から、破堤時の被害が甚大になることが想定される。
・一方で、無堤箇所が多く存在するため、早期の築堤が必要。
・また、浸透・侵食対策などの堤防の質的整備や、今後懸念される東南海・南海地震に対する耐震対策も必要。
・自治体等から事業の整備促進要望有り。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
・｢事業継続｣とする事業者の判断は｢妥当｣である。
＜徳島県の意見・反映内容＞
・吉野川直轄河川改修事業を継続するという｢対応方針（原案）｣案については、異議ありません。

事業の進
捗の見込
み

・吉野川の当面の対策として、事業中である加茂第一・脇町第一の築堤を完了。また資産の多い勝命箇所、加茂第二箇所の築堤に着手。
・旧吉野川・今切川の当面の対策として、事業中である大津箇所（新喜来上流地区）の築堤、松茂箇所（勝瑞地区）の嵩上げを完了。
・その他の無堤箇所における築堤事業等を実施するとともに、河道掘削等、浸透・侵食対策といった質的整備、地震・津波対策を実施。
・実施中の築堤は、特段の問題もなく順調に進捗している。自治体の整備促進要望があり市民の関心も高く、今後も計画的に事業を推進する。

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

・各事業の設計・実施段階で代替案の可能性検討を行うとともに、掘削土等の有効活用、新技術の採用等を適切に行うことによりコスト縮減に努め
る。

対応方針 継続

資産（-10%～+10%） 2.0 2.5 1.7 2.0
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26.9
残工期（+10%～-10%） 27 8 28 4 24 3 24 9

－

感度分析

残事業（Ｂ／Ｃ） 全体事業（Ｂ／Ｃ）
　　残事業費（+10%～-10%） 25.6 31.1 22.6

B/C 28.1 B-C残事業の
投資効率

B:総便益
(億円)

1,531 C:総費用(億円)

感度分析

24.6 B-C

1,47755 EIRR
（％）

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・土器川国管理区間下流部に広がる扇状地は、地盤高が土器川の計画高水位より低く、想定はん濫区域が流域界を越えて人口・資産が集中し
ている丸亀市や宇多津町の中心市街までおよぶ。そのため、堤防の決壊時に想定される被害は甚大である。
・しかし、資産集積地区の下流部は、中流部に比べて川幅が狭く洪水の流下断面が不足しているため、相対的に治水安全度が低くなっているとと
もに、下流部の堤防は、洪水を安全に流下させるために必要な堤防の高さや断面幅が大きく不足している箇所があり、治水安全度向上の治水対
策が必要である。
・また、国管理区間上流端の掘込河道区間は、川幅が著しく狭い上に河道内樹木の繁茂により、洪水の流下断面が不足し、過去に溢水はん濫を
繰り返しているため、治水安全度向上の治水対策が必要である。
・過去の災害実績
　昭和50年8月洪水（台風6号）　　　：＜県下＞浸水戸数2,476戸、浸水面積不明
　平成2年9月洪水（台風19号）　　　：＜流域＞浸水戸数239戸、浸水面積42.8ha
　平成16年10月洪水（台風23号） 　：＜流域＞浸水戸数217戸、浸水面積28.8ha
・災害発生時の影響（想定氾濫区域内）
　　重要な公共施設等：市役所、国道11号、国道32号、JR予讃線、変電所　等
　　災害時要援護者施設：病院、老人ホーム　等

＜達成すべき目標＞
　河川整備基本方針で定めた目標に向けて、上下流の治水安全度のバランスを確保しつつ段階的かつ着実に整備を進め、洪水による被害に対
する安全性の向上を図ることを目的とする。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害等災害の防止・減災を推進する

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：424戸
年平均浸水軽減面積：38ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成24年度
B:総便益
(億円)

1,531 EIRR
（％）

75.11,469C:総費用(億円) 62 B/C

事業諸元 引堤（橋梁架替、堤防拡幅含む）、河道掘削、樹木伐開　等

事業期間 平成21年度～平成52年度

総事業費
（億円）

約98億円 残事業費（億円） 約91億円

実施箇所 香川県丸亀市、まんのう町

該当基準 再評価実施後一定期間（3年間）が経過している事業

事業名
（箇所名）

土器川直轄河川改修事業 担当課 水管理・国土保全局治水課 事業
主体

四国地方整備局
担当課長名 山田　邦博

～ ～

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
・「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。
＜香川県の意見・反映内容＞
・本整備計画に関する意見は特にありません。
・整備にあたっては、希少種の確認、水産動植物の生息環境の保全に努めてください。また、関係法令を厳守するとともに、必要に応じて担当部
局へ事前に協議を行い双方了解の上実施してください。

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

・各事業の設計・実施段階で、掘削土や現場発生品等の有効活用、二次製品の利用、新技術の採用等を適切に行うことによりコスト縮減に努め
る。

対応方針 継続

対応方針
理由

事業の必要性、重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確保されているため。

社会経済
情勢等の
変化

・河川整備計画策定に向けた第三者による意見聴取会において、治水対策の早期着手が求められている。

事業の進
捗状況

・昭和43年の一級水系指定以降の工事実施基本計画、平成19年策定の河川整備基本方針の計画に基づき、河川改修を推進してきている。

事業の進
捗の見込
み

・下流部の資産集積地区にあって、相対的に治水安全度が低い下流部の治水安全度向上のための局所洗掘対策及び堤防拡幅を当面（平成30
年度を目途）の対策として実施。
＜地域の協力体制＞
・地元沿川自治体による｢土器川改修期成同盟会（S43～）｣から土器川の改修の促進の要望があり、これまでも、香川県、沿川の関係市町と協議
して事業を進めている。
・また、土器川水系河川整備計画の策定に向けた第三者による意見聴取会において、本整備計画の肯定的な意見とともに早期の治水対策着手
が求められている。

事業の効
果等

・戦後最大流量を記録した平成16年10月の台風23号と同規模の洪水を流下させることができるとともに、上下流の治水安全度のバランスが確保
されることにより、基準地点祓川橋より下流において1,250m3/sの洪水を安全に流下させることができる。

　　残工期（+10% 10%） 27.8 28.4 24.3 24.9
　　資産（-10%～+10%） 25.4 30.8 22.2 27.0

・当面の段階的な整備（H24～H30）：B/C=50.6

感度分析
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～ ～

感度分析

感度分析

残事業（Ｂ／Ｃ） 全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 2.3 2.8 2.1 2.2
残工期（+10%～-10%） 2.5 2.5 2.1 2.1

B/C 2.5

C:総費用(億円) 392 B/C 2.1 B-C 450

残事業の
投資効率

B:総便益
(億円)

455 C:総費用(億円) 179

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・肱川では現在でも治水安全度は著しく低く、惣瀬地区、小長浜・加世地区等、多くの無堤地区が残る。また、大洲盆地の矢落川左岸（本川合流点付
近）及び下流の築堤済箇所には、上下流の治水バランスに配慮し、堤防の一定区間を暫定堤として、平成7年洪水規模（治水安全度1/15）以上の洪
水の発生時には流水の一部が堤内へ越流する構造としており、この遊水機能により、下流への流量増による被害の増加を防いでいる状況にある。
・このため、近年、市街化が進むとともに、多くの企業が進出して流域及び南予地方の拠点となっている東大洲地区は、依然、水害発生のリスクが高
い状態にあり、早期に治水対策を進める必要がある。
・しかし、上流地区の堤防の整備を先行した場合、当該地区の浸水被害は軽減されるが、遊水量の減少により下流では河川の流量が増え、越水・氾
濫による浸水被害が増大するため、先行して下流の整備を行い流下能力を増加させる必要がある。
・一方で、大洲盆地下流の河道は山脚が迫り河岸沿いの狭隘な平地に人家が連担している状況から河道拡幅による河川改修は地域社会や河川環
境に大きな負担が生じる。
・従って、肱川では、大洲盆地下流部の改修方式について工夫しつつ、上下流の河川整備の進め具合を調整しながら進める必要がある。
　主な洪水被害
　　昭和18年7月（低気圧）：住家全壊111戸、住家半壊194戸、住家浸水7,477戸
　　平成16年8月（台風16号）：住宅床上浸水297戸、住宅床下浸水277戸
　　平成17年9月（台風14号）：住宅床上浸水145戸、住宅床下浸水167戸
　　平成23年9月（台風15号）：住宅床上浸水69戸、住宅床下浸水79戸

＜達成すべき目標＞
・肱川水系では、惣瀬地区、小長浜・加世地区等、多くの無堤地区があり、中小洪水でも浸水被害が頻発している。そこで、河道整備流量を安全に
流下させるため、それ以下の流量により浸水が発生する地区においては築堤や高さの不足する堤防の嵩上げを実施する。
・また、堤防整備に加え、狭隘地区を対象に、宅地等の消失を最小限にとどめ地域住民の生活環境を保全するため、築堤に代わって宅地嵩上げを
実施する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：水害等災害による被害の軽減
・施策目標：水害・土砂災害の防止・減災を推進する

便益の主
な根拠

年平均浸水軽減戸数：155戸
年平均浸水軽減面積：40ha

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成24年度
B:総便益
(億円)

842 EIRR
（％）

10.3

事業期間 平成16年度～平成39年度

総事業費
（億円）

約405 残事業費（億円） 約226

事業名
（箇所名）

肱川直轄河川改修事業 担当課 水管理・国土保全局治水課 事業
主体

四国地方整備局
担当課長名 山田　邦博

実施箇所 愛媛県大洲市

該当基準 再評価実施後一定期間（3年間）が経過している事業

事業諸元 築堤、宅地嵩上げ、橋梁改築

～ ～

事業の進
捗状況

・平成15年10月河川整備基本方針策定、平成16年5月河川整備計画策定
・堤防整備率：71％（H24.3時点）

対応方針
理由

事業の必要性、重要性は変わらないため。

事業の効
果等

河川整備計画目標規模相当の洪水（昭和20 年9 月洪水：5,000m3/s）が発生した場合、現況では東大洲地区を中心として浸水被害が想定される
が、河川整備計画に計上されている事業（鹿野川ダム改造、山鳥坂ダム建設を含む）の完成後には肱川の破堤氾濫による浸水被害は解消される。

社会経済
情勢等の
変化

・氾濫域内には、南予地方の中心である東大洲地区があり人口・資産が集中。
（「八幡浜・大洲地方拠点都市地域」に指定：平成5年）
・大洲市では、世帯数、宅地面積が増加する一方で、人口、水田・畑面積が減少傾向。
・東大洲地区の治水安全度向上のための下流対策を先行して実施。
・地方公共団体及び地域住民からの要望であり、地域の協力により円滑に事業が進捗。

感度分析

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
・「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である。
＜愛媛県の意見・反映内容＞
・「対応方針（原案）」案については異議ありません。
・肱川直轄河川改修等事業は、肱川流域の安全・安心を確保するため、地元の強い要望のもと進められている重要な事業であることから、河川法に
基づき策定された肱川水系河川整備計画に沿って、事業の着実な推進をお願いします。

事業の進
捗の見込
み

・土地利用一体型水防災事業（上老松地区）の実施（H26完成予定）
・肱川下流地区（長浜地区、沖浦・小浦地区、惣瀬地区等）の築堤事業等の実施
・地域住民からも早期対策実施の要望を受けており、着実に進捗する見込み。

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

・各事業の設計・実施段階で代替案の可能性検討を行うとともに、掘削土等の有効活用、新技術の採用等を適切に行うことによりコスト縮減に努め
る。

対応方針 継続

残工期（+10% 10%） 2.5 2.5 2.1 2.1
資産（-10%～+10%） 2.3 2.8 1.9 2.4

・当面の段階的な整備（H25～H30）：B/C=4.3
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事業の効
果等

【札内川自然再生】
・流路の一部掘削や既設ダムの活用など、自然の撹乱リズムを復活させる取り組みにより、流路変動や河床撹乱により礫河原が再生し、礫河原
依存種が世代交代していくことができる河川環境が回復すると期待される。
【千代田地区環境整備】
・当該整備実施区間では、遊歩道、四阿、芝生、花壇、魚道観察室等が整備され、散策・休憩や自然観察、イベント利用など年間約1.7万人に利
用されている。また、地域住民のみならず、十勝管内外からの広域的な施設利用が見られる。

感度分析

残事業（Ｂ／Ｃ） 全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 8.5 10.3 5.5 6.1
残工期（+10%～-10%） 9.3 9.3 5.7 5.8
資産（-10%～+10%） 8.4 10.2 5.3 6.3

EIRR
（％）

14

残事業の
投資効率

B:総便益
(億円)

73 C:総費用(億円) 8 B/C 9.3

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
【札内川自然再生】
・近年、札内川は、河道内の樹林化が進んでおり、かつて河道内に広く見られた礫河原が急速に減少しているのみならず、自生地の一部が北海
道指定の天然記念物で氷河期の遺存種であるケショウヤナギの更新地環境の衰退が懸念されている。また、河道内の樹林化や礫河原の減少に
より水辺利用できる場所が制限され、「川狩り」に象徴される河川利用文化の衰退のおそれがある。
【千代田地区環境整備】
・十勝エコロジーパーク整備区域に位置している当地区は、十勝圏中央部の広大な自然体験が出来る十勝の拠点として、地域住民のみならず、
近隣の市町村（帯広市、幕別町、音更町、池田町等）を訪れる観光客が利用できる河川空間の整備が要望されていた。

＜達成すべき目標＞
【札内川自然再生】
・流路の一部掘削や既設ダムの活用など、自然の撹乱リズムを復活させる取り組みにより、流路変動や河床撹乱により礫河原が再生し、礫河原
依存種が世代交代していくことができる河川環境が回復すると期待される。
【千代田地区環境整備】
・遊歩道、四阿、芝生、花壇、魚道観察室等の整備により、散策・休憩や自然観察、イベント利用などの水辺利用の増加が見込まれ、地域住民の
みならず、十勝管内外からの広域的な施設利用が期待される。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：良好な生活環境、自然環境の形成バリアフリー社会の実現。
・施策目標：良好な水環境・水辺空間の形成・水と緑のネットワークの形成、適正な汚水処理の確保、下水道資源の循環を推進する。

便益の主
な根拠

＜内訳＞
・自然環境の保全・再生・創出の効果による便益
・河川利用推進の効果による便益
＜主な根拠＞
（自然再生事業）
【札内川自然再生事業】
支払い意思額：252円/世帯/月
受益世帯数：132,063世帯
（利用推進事業）
【千代田地区環境整備事業】
利用者数の増加数：17,130人/年

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成24年度

B:総便益
(億円)

84 C:総費用(億円) 15 B/C 5.8 B-C 69

事業期間 平成14年～平成35年

総事業費
（億円）

約14 残事業費（億円） 約9.5

実施箇所 帯広市、幕別町、中札内村、音更町、池田町等

該当基準 社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業

事業諸元

【札内川自然再生】
河道整正、樹木伐採、モニタリング
 【千代田地区環境整備】
（国）階段工、管理用道路等　（町）植生工、遊歩道、四阿、ベンチ等
（十勝エコロジーパーク財団）魚道観察室整備

事業名
（箇所名）

十勝川総合水系環境整備事業

担当課
水管理・国土保全局河川環境
課 事業

主体
北海道開発局

担当課長名 金尾　健司
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事業の進
捗状況

（平成24年度末）
【千代田地区環境整備】
・進捗率100%（整備完了）

対応方針
理由

・本事業の必要性・重要性に変化はなく、費用対効果等の投資効果も確保されているため、事業を継続する。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
・当委員会に提出された再評価原案準備書の対応方針については、北海道開発局案を妥当と判断する。
＜北海道の意見・反映内容＞
・札内川自然再生事業は、多様な生物の生息・生育環境の再生を目的とした礫河原再生の取り組みを行うものであり、北海道の川づくり基本計
画の主旨の沿っていることから、事業の継続については、異議はない。
・なお、事業の実施にあたっては、コストの縮減を図るとともに、効率的・効果的な事業の進捗に努めること。

事業の進
捗の見込
み

【札内川自然再生】
・札内川自然再生は、平成23年度に設置された『札内川技術検討会』で検討して策定した「札内川自然再生（礫河原再生）計画書」を踏まえ、地域
の方々、関係行政機関等と連携・協働を図りながら、段階的・順応的な整備を進めていくこととしており、順調に事業を進捗できる見込みである。

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

＜コスト縮減＞
【札内川自然再生】
・事業の実施に伴い発生する伐開物について、自治体と連携しながら有効活用に向けた取り組みを実施するなど、コスト縮減について検討する。
＜代替案立案＞
【札内川自然再生】
・本事業はかつて有していた良好な河川環境を再生する取り組みであり、その必要性に変化はない。
・札内川自然再生の計画は、計画立案段階から河川環境に関する学識経験者からなる「札内川技術検討会」において議論を重ねており、現計画
が最適である。

対応方針 継続

社会経済
情勢等の
変化

＜関連事業との整合＞
【札内川自然再生】
・札内川の自然再生にあたっては、次の点を重視して取り組む。
・地域住民と関係機関が一体となって取り組み、地域の発展に寄与する川づくりに努める。
・札内川や礫河原再生の取り組みに関する情報を地域住民と幅広く共有し、河川 利用に関する安全教育等の充実を図る。
・住民参加による河川清掃、河川愛護活動等を支援する。
・教育関係者や市民団体、地域住民とも連携しつつ、憩いの場・環境学習の場としても利用しやすい水辺の整備・保全を行うとともに、川づくりに
携わる人材育成に努める。
【千代田地区環境整備】
・幕別町では、都市計画マスタープランにおいて「広域公園・都市緑地については、十勝エコロジーパークや十勝川河川緑地等の大規模な広がり
をもつ公園・緑地において、自然と共生した都市形成を目指すため、水と緑のネットワークの形成や拠点となる緑地空間として維持・保全に努めま
す」とされている。また、池田町では、第3次総合計画において、＜公園・緑化＞に関する基本目標として「緑豊かで潤いのある公園や広場の整備
とともに、花と緑のまちづくりを進めます」とされている。
＜河川等の利用状況＞
【札内川自然再生】
・札内川の年間の河川利用者数は近年増加しており、平成21年の札内川の河川利用者数は61万人超である。このうち水辺利用者数は1㎞あたり
約380人であり、十勝川水系内で最も多い状況である。
【千代田地区環境整備】
・散策・休憩場所としての人々の憩いの場、ワシ・タカ等の観察や釣り等の自然と親しむ余暇活動の場として利用されている。さらに、地域の観光
名所（千代田堰堤：土木学会選奨土木遺産）やサケ等の遡上状況の観察及びイベント利用として、町内外から人々が訪れている。
＜地域開発の状況＞
【札内川自然再生】
・札内川沿川地域である帯広市、幕別町、中札内村は、平成24年3月末現在における人口が合わせて約20万人である。
【千代田地区環境整備】
・幕別町・池田町は帯広市近隣のベッドタウンとして市街化が進み、平成６年以降人口が増加しているが、近年はやや減少している。年間の観光
入込客数は、整備完了後80～90万人程度となっている。都市公園面積については、平成14年以降横ばい状況となっていたが、本箇所の整備が
平成19年に完了したことにより、平成20年に増加した。
＜地域の協力体制＞
【札内川自然再生】
・十勝川治水促進期成会などの流域市町村を主体とした地元期成会から、信頼感のある安全で安心できる国土の形成に資する事業促進のほ
か、個性あふれる活力ある地域社会の形成に資する事業の促進として、札内川のケショウヤナギ更新地の保全、治水の杜づくり、子どもの水辺
等の取り組みへの支援など、自然再生や環境保全、水辺整備について要望されている。
治水の杜づくりの植樹や水辺の楽校での自然観察会等の取り組みは、これまでも地域住民や学校等と連携・協働により進められている。
【千代田地区環境整備】
・千代田新水路の水路式魚道周辺に植生を育み、昆虫などの生態環境を確保することを目的として、地域住民等による植栽会が実施された。ま
た、地域の民間会社などが主体となり、観光名所である千代田堰堤周辺の美化を目的として、ゴミ拾いなどの清掃活動が行われている。
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位置図 オホーツク海

日本海

太平洋

十勝川流域

千代田地区環境整備
（平成14～19年度）
・階段工

札内川自然再生

階段工
・管理用道路設置 等

札内川かわまちづくり(仮称)

（平成25～35年度）
・河道整正
・樹木伐採 等

（期間未定）
・高水敷整正
・管理用道路設置 等

流域界

基準地点

ダム

指定区間外区間

国立公園

国定公園

市街地

農地等

凡例

0

指定区間外区間
(大臣管理区間)

2条7号区間

農地等

山林等

河川、湖沼

砂防区域
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～ ～
～ ～
～ ～

13.5
11.6 5.0

4.6 4.5

事業の効
果等

＜利用推進＞
・岩木川は、古くから河川空間を活用した祭事等が盛んであり、水辺整備により、様々なイベント等が開催されるようになる等、地域の活性化、観光
振興に寄与するとともに、子どもたちの総合学習（環境学習）の場として活用され、河川愛護意識の啓発が図られる。

＜自然再生＞
・岩木川では、サクラマスやアユ、重要種のヤリタナゴ等、多様な魚類が確認されているが、河口部から11kmに位置する芦野堰の魚道は遡上しにく
い環境になっていたことから、魚道改良により「河川の連続性の改善」を図った。
・また、弘前市上水道取水堰魚道周辺を改良することにより、魚の遡上・降下できる区間を取水堰上流まで延伸され、かつてのような魚がすみやすい
岩木川の再生が図られる。さらに、瀬と淵の復元・保全をすることにより、魚類にとってすみやすい川の再生を図る。

C:総費用(億円) 2.5 B/C33

全体事業（Ｂ／Ｃ）残事業（Ｂ／Ｃ）

残事業の
投資効率

11.9
12.4

4.6

4.114.2

事業期間

約29 残事業費（億円）
総事業費
（億円）

目的・必要
性

B/C 4.6

残事業費（+10%～-10%）
残工期（+10%～-10%）
資産（-10%～+10%）

B:総便益
(億円)

12.9

14.2感度分析 4.5

便益の主
な根拠

（利用推進）　年間利用増加数 ：85千人
（自然再生）　支払い意志額 ：225円/世帯/月　　 受益世帯数 ：180,781世帯

事業全体
の投資効
率性

13.2

平成5年度～平成28年度

＜解決すべき課題・背景＞
・岩木川では、古くから河川空間を活用した祭事等として、「大川原火流し(黒石市)」、「奥津軽虫と火まつ(五所川原市)」、「冬の凧揚げ(五所川原
市)」、「灯籠流し(藤崎町)」など、四季の彩りと地域性を織り交ぜた行事が行われている。
・さらに、河川をフィールドとした歴史や文化・環境等の学習会や河川空間でのスポーツ、レクリエーションが盛んである。
・また、河川の持つ美しい自然や景観、開放的なオープンスペース、清冽な流れなどは、河川が持つ固有の資源であり、これらの活用が求められて
いる。
・岩木川は、サクラマスやアユ、重要種のヤリタナゴ等、多様な魚類が確認されており、かつては魚類が海と川、川と水路を自由に往来していた。
・その後、治水や利水を目的とした河川横断工作物や樋門の設置、あるいは既存の魚道の機能低下などにより、川の連続性が失われてきている。

＜達成すべき目標＞
　良好な河川環境を保全・復元並びに創出することを目的に、河川の自然環境の再生、河川利用の推進等を図るものである。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現
・施策目標：良好な水環境・水辺空間の形成・水と緑のネットワークの形成、適正な汚水処理の確保、下水道資源の循環を推進する

基準年度
B:総便益
(億円)

206 B-C 161 EIRR（％）45

約2.4

C:総費用(億円)

平成24年度

実施箇所 青森県五所川原市～青森県弘前市

事業諸元 水辺整備9地区、自然再生1地区

該当基準 再評価実施後一定期間（３年間）が経過している事業

金尾　健司
事業名
（箇所名）

岩木川総合水系環境整備事業 担当課 水管理・国土保全局河川環境 事業
主体

東北地方整備局
担当課長名

対応方針
理由

・本事業は、「岩木川河川整備計画」、「岩木川河川環境管理基本計画」の基本理念に基づき、河川空間の適正な保全と利用を図るため、計画的、
段階的に整備を実施している。
・これまでに整備した水辺整備の事業箇所では、イベントや環境学習・自然体験学習などで活用されているとともに、地域住民によって河川清掃が行
われるなど河川愛護の意識等が高まってきており、事業の効果が認められる。
・現在整備中の自然再生については、魚介類がすみやすい岩木川の再生に対する地域の期待及び早期実現に向けた要望を踏まえ、学識者や関係
団体等と連携して協議やモニタリング等を段階的に実施しているところである。

以上のことから、事業は継続するものとする。

社会経済
情勢等の
変化

＜河川利用の動向等＞
・岩木川全体の河川利用者数は、水辺整備事業に着手した平成6年以降は、事業箇所周辺では増加傾向にある。
・水辺整備により、それまで全く立ち入れなかった水辺に人が近寄れるようになったほか、新たにイベントが実施されたり、既往のイベント会場の一部
として利用されたりするようになった。

＜地域の協力体制＞
・ボランティアによる河川パトロールを行い、水難事故防止の呼びかけ・危険箇所及び危険行為の発見などの河川管理上の安全対策活動を行い安
全な地域づくりを目的とするものと、不法投棄の監視・清掃活動を行い、美しい河川の環境を保つ活動を行っている。
・地元漁協の協力や助言を得て、自然再生事業を進めている。
・茜の夕陽水辺の楽校協議会（弘前市）と連携して、岩木地区（茜の夕陽水辺の楽校）の整備や維持管理を行なっている。
・鶴田町と連携してボランティアによる河川清掃（クリーン作戦）が実施されている。

事業の進
捗状況

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

・環境整備事業における河道整正で用いる玉石や砂礫は、河道掘削（ワンド造成）で発生した材料を用いることで、コスト縮減を図った。
・弘前市上水道取水堰の既設魚道周辺における遡上環境の改善においては、構造物の改築等に代わり、できるだけ現地の河床材料や既設の護床
ブロックを有効利用することによる遡上ルートの復元・保全を検討し、コスト縮減を図る。

・全体計画の10地区のうち、平成24年度までに9地区が完成し、進捗状況は全体の92%（事業費で算出）となっている。

対応方針 継続

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
岩木川河川整備委員会で審議の結果、対応方針（原案）通り、「事業の継続は妥当と判断する」とされた。
＜青森県の意見・反映内容＞
「事業の継続に異存はありません。なお、事業の執行にあたっては、引き続き、一層のコスト縮減に努めていただきますようお願いします。」

事業の進
捗の見込
み

・「自然再生」は、平成18年度より事業に着手しているが、学識者や関係団体等で組織した検討委員会を設置し、助言をいただきながら、魚道改良や
モニタリング調査等を進め、平成28年度に完了する予定である。
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岩木川総合水系環境整備事業

①市浦地区

②稲垣・藻川地区

③五所川原地区
④柏地区

⑦白子地区

⑤鶴田地区
(水辺の楽校)

概 略 位 置 図

浅瀬石川ダム

岩

木

川

日

本

海

津軽ダム

岩木山

十三湖

⑥鶴田地区

⑧弘前地区
(水辺プラザ)

⑨岩木地区
(水辺の楽校)

⑩岩木川自然再生

①市浦地区

②稲垣・藻川地区

③五所川原地区
④柏地区

⑦白子地区

⑤鶴田地区
(水辺の楽校)

概 略 位 置 図

浅瀬石川ダム

岩

木

川

日

本

海

津軽ダム

岩木山

十三湖

⑥鶴田地区

⑧弘前地区
(水辺プラザ)

⑨岩木地区
(水辺の楽校)

⑩岩木川自然再生

岩

木

川

日

本

海
太

平

洋

陸　奥　湾

津　軽　海　峡

青森県位置図

         凡例
 整備済（黒）
 整備中[残事業]（赤）
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～ ～
～ ～
～ ～

金尾　健司
事業名
（箇所名）

北上川総合水系環境整備事業 担当課 水管理・国土保全局河川環境 事業
主体

東北地方整備局
担当課長名

実施箇所 岩手県盛岡市～宮城県石巻市

事業諸元 利用推進21地区（岩手県12地区、宮城県9地区）、自然再生2地区（岩手県1地区、宮城県1地区）

該当基準 再評価実施後一定期間（３年間）が経過している事業

EIRR（％）124C:総費用(億円) 11.3

平成24年度基準年度
B:総便益
(億円)

315 B-C 192

残事業の
投資効率

事業期間

約82 残事業費（億円）
総事業費
（億円）

目的・必要
性

平成4年度～平成29年度

＜解決すべき課題・背景＞
・北上川周辺は、安部一族や奥州藤原氏、南部氏や伊達氏などが支配し、北上川の舟運は沿川地域の発展を支えるなど、北上川はいずれの時代も
重要な役割を果たしており、現在でも歴史的な遺物が数多く残されている。
・このような背景から、河川にまつわる地域の歴史・文化等の特色を活かした交流拠点の整備を進め、それを有機的に結び付けるネットワークを構築
する「北上川歴史回廊」構想がとりまとめられている。
・また、河川の美しい自然や景観、開放的なオープンスペース、清冽な流れなどは、河川が有している固有の資源であり、地域からは観光資源として
の有効活用が求められている。
・さらに、生活水準の向上等に伴って、より質の高い快適な環境づくりに対する要請が高まっており、不法投棄等のない、美しい河川とするためにも、
河川空間を適正に整備していくことが求められている。
・北上川上流部（和賀川合流点）では、レキ河原が陸地化した場所に外来種である「ハリエンジュ」が繁茂し、著しく樹林化が進行したため、河道内の
澪筋が固定化されている。そのため、河川環境の多様性が失われ、在来種の生息範囲が減少するなどの影響が出ている。
・また、北上川では多くの種類の魚類の生息が確認されているが、北上川下流部（鴇波水門、脇谷水門）における河床の低下によるさまざまな弊害
によって、遡上が困難な環境となっている。

＜達成すべき目標＞
　良好な河川環境を保全・復元並びに創出することを目的に、河川の自然環境の保全、河川利用の推進等を図るものである。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現
・施策目標：良好な水環境・水辺空間の形成・水と緑のネットワークの形成、適正な汚水処理の確保、下水道資源の循環を推進する

約15

B/C 2.5

15 B/C

便益の主
な根拠

（利用推進）　年間利用増加数 ： 1,213千人
（自然再生）　支払い意志額 ： [上流]260円/世帯/月、[下流]227円/世帯/月　　 受益世帯数 ： [上流]57,474世帯、[下流]51,368世帯

事業全体
の投資効
率性

事業の効
果等

＜利用推進＞
・北上川周辺は、河川にまつわる歴史・文化等を有した地域が多く、水辺整備により、それらを活かした交流拠点として利用され、地域の活性化、観
光振興に寄与するとともに、子どもたちの総合学習（環境学習）の場として活用され、河川愛護意識の啓発が図られる。

＜自然再生＞
・外来種の伐採、土砂掘削により、レキ河原を再生し、流水の自然作用で維持することで、乾性植物である外来種「ハリエンジュ」の進入を抑制する。
また、在来植生の生育環境を復元し、かつての河川環境の再生が図られる。
・魚道整備により、現在は約30kmの魚類の遡上可能範囲が岩手県上流部の約200kmまで拡大し、河川本来の生態系の営みの回復が図られる。

2.5 2.6

C:総費用(億円)

6.1

85

全体事業（Ｂ／Ｃ）

2.8

B:総便益
(億円)

5.6

5.6
2.6

2.3

残事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%）
残工期（+10%～-10%）
資産（-10%～+10%）

5.1 6.1感度分析 2.5
5.4
5.0

＜河川利用の動向等＞

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
北上川水系河川整備学識者懇談会で審議の結果、対応方針（原案）通り、「事業の継続は妥当と判断する」とされた。
＜岩手県の意見・反映内容＞
「事業の継続に異議ありません。地域の活性化や良好な河川環境の保全・復元のため、早期完成に努められますようお願いします。なお、事業実施
にあたっては、一層のコスト縮減など効率的な事業の推進、及び、地域との協働による事業の推進に努められますようお願いします。」
＜宮城県の意見・反映内容＞
「継続実施に異議はありません。」

事業の進
捗の見込
み

・「盛岡地区かわまちづくり」は平成21年度に事業着手しており、盛岡市の関連する施策や事業と調整を図りながら、平成23年度には地域の代表者
等からなるワークショップを開催するなど、かわまちづくりに向けた検討を行い、平成29年度に整備完了を予定している。
・「北上川上流部自然再生」は平成19年度に事業着手しており、学識経験者や地域の代表者より組織された「北上川上流河道内管理検討会」におい
て意見交換し、段階施工、モニタリングを実施しながら、検証を行っており、平成26年度に整備完了を予定している。
・「北上川下流部自然再生」は平成19年度に事業着手しており、整備済みの鴇波魚道の施工にあたっては地元学識者・漁協の意見をいただくととも
に、今後のモニタリングにあたっても協力いただくなど、地元と一体となって取り組み、平成27年度に整備完了を予定している。

対応方針 継続

対応方針
理由

・本事業は、河川環境管理基本計画の基本理念等を踏まえ、河川空間の適正な保全と利用を図るため計画的に整備を実施してきており、これまで
整備した地区では利用者が増加し、河川清掃活動など地域との協力体制も構築されるなど、事業の効果が認められる。
・自然再生事業では、レキ河原の再生によりレキ河原に依存する生物の増加が確認され、魚道改良ではこれまで遡上の確認出来なかった魚種が確
認されるなど、事業の効果が認められる。
・また、地元自治体等からは、地域活性化の核になるとともに、より良い河川環境を創出する本事業の促進に対して要望活動が行われるなど、さらな
る事業の推進が望まれている。

以上のことから、事業は継続するものとする。

社会経済
情勢等の
変化

＜河川利用の動向等＞
・水辺プラザ等の整備により当該施設の利用者が増加し、事業の進捗に伴って着実に利用者数が増加している。

＜地域の協力体制＞
・北上川流域連携交流会や地元住民、自然保護団体等が計画づくりに積極的に参画している。
・関係自治体等が沿川における関連事業(例：盛岡地区かわまちづくり事業)を実施するにあたり、河川における環境整備事業と積極的に連携を図っ
ている。
・整備を契機として、住民団体（「川をきれいにする会」等）による清掃活動など、河川環境改善に向けた活動が行われている。
・実際の川を舞台に、川と地域の多様性を勉強し、地域づくりや安全に川について教育できる人材を育成する目的で「北上川リバーマスタースクー
ル」が開校されており、この受講生が地域住民に対して、川に関する啓発活動を実施している。（主催：北上川流域連携交流会）
・環境整備事業で行うモニタリング調査等において、ＮＰＯ団体（「わが流域環境ネット」等）と連携している。

事業の進
捗状況

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

・環境事業で発生する伐採木について、伐採した樹木の枝や売払い出来ない細い幹を市民に提供することで、地域内での有効利用の他、処理費用
のコスト縮減を図っている。
・環境整備事業で用いる土砂については、購入土ではなく、河道掘削により発生する土砂を流用することで、コスト縮減を図っている。

・全体計画の23地区のうち、平成24年度までに20地区が完成し、進捗状況は全体の約77%（事業費で算出）となっている。
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凡  例 

整備済：（黒） 

整備中：（赤） 

①盛岡地区（利用推進） 

（整備期間：H4～H14） 

②紫波地区（利用推進） 

（整備期間：H15～H16） 

③石鳥谷地区（利用推進） 

（整備期間：H11～H12） 

④花巻地区（利用推進） 

（整備期間：H11） 

⑥北上地区（利用推進） 

（整備期間：H10～H11） 

⑧江刺地区（利用推進） 

（整備期間：H17） 

⑨平泉地区（利用推進） 

（整備期間：H17～H18） ⑪川崎地区（利用推進） 

（整備期間：H8～H10） 

⑦水沢地区（利用推進） 

（整備期間：H8～H10） 

⑤東和地区（利用推進） 

（整備期間：H14） 

⑫盛岡地区（利用推進） 

（整備期間：H21～H29） 

⑭北上連邦（利用推進） 

（整備期間：H10～H15） 

⑮豊里地区（利用推進） 

（整備期間：H16～H17） 

⑰和渕地区（利用推進）

（整備期間：H8～H10） 

事業区間 

⑳古川地区（利用推進） 

（整備期間：H11～H13） 

  小牛田地区（利用推進） 

（整備期間：H8～H10） 

  鴇波地区（利用推進） 

（整備期間：H18～H21） 

⑩一関地区（利用推進） 

（整備期間：H19～H20） 

⑲中瀬地区（利用推進） 

（整備期間：H11～H13） 

⑱水押地区（利用推進） 

（整備期間：H7） 

⑯月浜地区（利用推進） 

（整備期間：H13～H15） 

  北上川下流部（自然再生） 

（整備期間：H19～H27） 

位置図

⑬北上川上流部（自然再生） 

（整備期間：H19～H26） 

 21 

 22 

 23 

北上川総合水系環境整備事業
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～ ～
～ ～
～ ～

金尾　健司
事業名
（箇所名）

阿武隈川総合水系環境整備事業 担当課 水管理・国土保全局河川環境 事業
主体

東北地方整備局
担当課長名

実施箇所 福島県須賀川市～宮城県岩沼市・亘理町

事業諸元
【福島荒川地区（水辺整備）】　管理用通路、避難誘導看板、側帯、堰堤横断施設、高水敷整正
【本宮地区（水辺整備）】　管理用通路、高水敷整正、管理用通路、避難誘導看板

該当基準 再評価実施後一定期間（３年間）が経過している事業

EIRR
（％）

4.9C:総費用(億円) 27.5

平成24年度基準年度
B:総便益
(億円)

43 B-C 39

残事業の
投資効率

事業期間

約4.4 残事業費（億円）
総事業費
（億円）

目的・必要
性

平成19年度～平成31年度

＜解決すべき課題・背景＞
・阿武隈川がつくり出した変化に富む自然や景観は、古くから地域の人々に親しまれ、その流れは流域内の社会・経済・文化の形成に欠くことが
できない重要な役割を担ってきた。その豊かな自然環境、歴史、文化、風土を資源として、今日では、流域内の人・団体が多様な活動を展開して
いる。
・また、河川の美しい自然や景観、開放的なオープンスペース、清冽な流れなどは、河川が有している固有の資源であり、さらには、古くからの
治水対策としての砂防堰堤や霞堤など歴史的価値の高い施設があり、その一部は選奨土木遺産に認定されるなど、地域からは観光資源として
の有効活用が求められている。

＜達成すべき目標＞
　阿武隈川を軸とした人・自然・社会との調和と活力ある地域の創造を目的に、河川の自然環境の保全、河川利用の推進等を図るものである。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現
・施策目標：良好な水環境・水辺空間の形成・水と緑のネットワークの形成、適正な汚水処理の確保、下水道資源の循環を推進する

約0.87

B/C 8.8

0.81 B/C

便益の主
な根拠

年間利用増加数：115千人

事業全体
の投資効
率性

事業の効
果等

＜福島荒川地区＞
・荒川（福島市）には歴史的価値の高い河川構造物や、レクリエーション施設が多く、水辺整備により、これらの観光資源の回遊性を高め、河川
空間を活かした地域の活性化、観光振興に寄与するとともに、河川利用の促進により、河川愛護意識の啓発が図られる。

＜本宮地区＞
・中心市街地が阿武隈川と隣接しており、水辺整備により、水辺へのアクセスを容易にし、河川空間利用者数の増加や利便性の向上を図るとと
もに、河川空間を活かした地域の活性化、観光振興が図られる。

8.8 8.8

C:総費用(億円)

3.4

2.5

全体事業（Ｂ／Ｃ）

9.7

B:総便益
(億円)

3.1

3.2
8.9

7.9

残事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%）
残工期（+10%～-10%）
資産（-10%～+10%）

2.8 3.4感度分析 8.7
3.0
2.8

＜福島荒川地区＞
・観光圏整備実施計画の認定を受け、地域の観光振興に対する機運が高まってきており、重要な観光資源となる荒川において、魅力的な水辺

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
阿武隈川水系河川整備委員会で審議の結果、対応方針（原案）通り、「事業の継続は妥当と判断する」とされた。
＜福島県の意見・反映内容＞
「国の対応方針（案）については、異議ありません。引き続き、早期の事業効果の発現を図るとともに、更なるコスト縮減など、総事業費の抑制に
努めてください。」

事業の進
捗の見込
み

・福島荒川地区（かわまちづくり）は平成24年度に整備が完了し、本宮地区（かわまちづくり）は、平成31年度には事業が完了する予定である。

事業の実施にあたっては、地域住民や自治体との協働により、事業を促進することによって、流域の連携交流、地域活性化を図っていく。
また、これまでと同様に、整備実施の前には協議会等を開催し、地元住民や関係者等、各分野の方々と調整しながら、円滑な事業実施が見込
まれる。

対応方針 継続

対応方針
理由

・本事業は、河川環境管理基本計画の基本理念等を踏まえ、河川空間の適正な保全と利用を図るため計画的に整備を実施しており、地域との
協力体制も構築されている。
・また、地元自治体等からは、地域活性化の核になるとともに、より良い河川環境を創出する本事業の促進に対して要望活動が行われるなど、
さらなる事業の推進が望まれている。

以上のことから、事業は継続するものとする。

社会経済
情勢等の
変化

観光圏整備実施計画の認定を受け、地域の観光振興に対する機運が高まってきており、重要な観光資源となる荒川において、魅力的な水辺
空間整備の推進が求められている。
・地元住民、商工会議所、市民団体、行政等で構成する「ふくしま荒川物語実行委員会」を住民主導で設置し、計画づくりに積極的に参画してい
る。平成20年に設置された「ふくしま荒川ミュージアム推進会議」を中心として、地域で一体となった体制で取り組んでいる。
・河川愛護団体や住民等による「荒川クリーンアップ作戦」（平成21年 約1,200人参加）などの自主的な清掃活動や、「阿武隈川塾」のような子ど
もたちに川が果たす役割を理解してもらう取り組みなどが積極的に行われている。

＜本宮地区＞
・治水対策や「街なか再生事業」が進むに従って、川とまちが一体となった、賑わいのある、魅力的なまちづくりに寄与する水辺空間整備の推進
が求められている。
・堤防整備を契機とし、まちづくり懇談会などの地域住民と行政との意見交換の場を組織しており、築堤整備だけではなく整備後の利用や維持
管理等についても意見交換を行っている。
・本宮市では平成21年4月より「阿武隈川左岸堤対策室」を開設し、地域住民との対話窓口のほか、関係機関との連絡・調整などを行っている。

事業の進
捗状況

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

・事業により発生した伐採木の一般配布などにより、コスト縮減を図っている。

・進捗状況は全体の約80％（事業費で算出）となっている。
・事業の実施にあたっては、関係自治体等の関連する施策や事業と調整を図りながら実施する必要があるとともに、整備後の維持管理等も含
めて地域住民や関係機関との役割分担、利活用方策等について協議しながら進めている。
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阿武隈川総合水系環境整備事業

①福島荒川地区 
（事業期間: H19～H24） 

②本宮地区 
（事業期間: H22～H31） 

福島市

郡山市

須賀川市

岩沼市 

凡  例 

事業中：（赤） 
位置図 

 位置図 

福島市

郡山市

阿武隈川

福島市

郡山市

阿武隈川
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～ ～
～ ～

事業名
（箇所名）

那珂川総合水系環境整備事業 担当課 水管理・国土保全局　河川環境課 事業
主体

関東地方整備局
担当課長名 金尾　健司

総事業費
（億円）

約16 残事業費（億円） 約3.7

事業期間 平成13年度～平成27年度

実施箇所 茨城県水戸市、城里町

該当基準 再評価実施後一定期間（３年間）が経過している事業

事業諸元
【水戸地区水辺整備】：管理用通路、護岸、魚道、緩傾斜堤防
【かつら地区水辺整備事業】：管理用通路、緩傾斜護岸

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・近年の那珂川の年間利用者数は増加傾向であり、今後も活発に利用されていくと考えられる。
・しかしながら、河川敷や水辺を安全に利用しにくい場所も多く、誰もが安全・安心に利用できる水辺の整備が必要となっている。
＜達成すべき目標＞
・水戸地区では河川空間に安全に近づきやすくし、水辺により親しめる場となるように管理用通路、護岸等を整備し、地域の活性化に寄与する。
・かつら地区では管理用通路、緩傾斜護岸の整備により、水際を安全に利用しやすくする。
＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標:良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現。
・施策目標:良好な水環境・水辺空間の形成・水と緑のネットワークの形成、適正な汚水処理の確保、下水道資源の循環を推進する。

便益の主
な根拠

【主な根拠】
（水辺整備事業）
1.水戸地区
支払い意志額：374円/世帯/月
受益世帯数：48,037世帯
2.かつら地区
支払い意志額：328円/世帯/月
受益世帯数：2,940世帯

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成２４年度
B:総便益
(億円)

57 38 EIRR
（％）

14.9

残事業の
投資効率

B:総便益
(億円)

10 C:総費用(億円) 3.8 2.8

3.0 B-C

便益（ 10% +10%） 2 5 3 1 2 7 3 3

C:総費用(億円) 19 B/C

B/C

2.9
全体事業（Ｂ／Ｃ）

残事業費（+10%～-10%） 2.7 2.9
2.8 3.0 3.0

3.1
残工期（+10%～-10%） 2.8

感度分析

残事業（Ｂ／Ｃ）

～ ～便益（-10%～+10%） 2.5 3.1 2.7 3.3

事業の進
捗状況

那珂川総合水系環境整備事業
【全体】：進捗率77％
【水戸地区水辺整備】：進捗率83％
【かつら地区水辺整備】：進捗率0％

事業の効
果等

誰もが安心して水辺や自然とふれあう事ができるとともに那珂川の持つ水と緑豊かな河川環境への親しみがさらに生まれ、河川空間がより身近
なものとなる。

社会経済
情勢等の
変化

本事業を推進することにより、那珂川の持つ水と緑豊かな河川環境への親しみがさらに生まれ、河川空間がより身近なものとなることで、地元自
治体や住民からの期待は高まると考えられ、本事業の必要性は変わりなく、事業投資効果も見込まれる。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
特になし。
＜都道府県の意見・反映内容＞
県都水戸のシンボル的な河川でもある那珂川（支川桜川を含む）は、沿川住民の憩いの場や地域交流の拠点として、誰もが安全・安心に利用で
きる水辺の整備が必要であると考える。更なるコスト縮減を図るとともに、地元の意見に配慮しながら、事業を進めていただきたい。

事業の進
捗の見込
み

今後の実施の目処、進捗の見通しについては特に大きな支障はない。また、地元からも河川整備の促進要望を受けている。今後も事業実施にあ
たっては、社会情勢等の変化に留意しつつ、自治体と施工区分等の確認を行うとともに、地元との調整を十分に行い実施する。

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

新技術の採用や、新たなコスト縮減の可能性を探りつつ、総コストの縮減を図る。また、各施設の効率的・効果的な運用方法を検討し、資材の再
利用、耐久性の高い素材の活用、維持管理しやすい構造を採用するなど維持管理におけるコスト縮減を図る。

対応方針 継続

対応方針
理由

・那珂川は、都市空間における貴重な水辺環境であり、沿川住環境および生物の生息・生育環境の向上に重要な役割を担っている。また、沿川
の散策や高水敷利用等、多様な水辺利用を楽しめる空間でもある。沿川自治体からも河川環境整備の促進要望も高いことから、引き続き事業の
促進を図る必要がある。
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那珂川総合水系環境整備事業位置図

那珂川総合水系環境整備事業
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～ ～
～ ～
～ ～

事業名
（箇所名）

利根川総合水系環境整備事業(利根川・江戸川) 担当課 水管理・国土保全局　河川環境課 事業
主体

関東地方整備局
担当課長名 金尾　健司

総事業費
（億円）

約120 残事業費（億円） 約41

事業期間 平成７年度～平成３７年度

実施箇所 東京都、埼玉県、千葉県、茨城県

該当基準 再評価実施後一定期間（３年間）が経過している事業

事業諸元
水環境（４地区）：底泥浚渫、ポンプ整備、高水敷掘削等
自然再生（５地区）：高水敷掘削、外来種駆除、消波施設設置、魚道整備等
水辺整備（９地区）：坂路・階段整備、管理用通路整備、園路整備等

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
　利根川および江戸川は、流域住民にとって、水道水等の貴重な水源であるとともに、自然環境が残り、多様な水辺利用を楽しめる貴重な空間
であり、利根川および江戸川の水質改善、自然環境の保全・再生、誰もが安心して水辺や自然とふれあう事のできる施設整備の必要性はます
ます高まっている。

＜達成すべき目標＞
　本事業を推進することにより、利根川及び江戸川の持つ水と緑豊かな河川環境への親しみがさらに生まれ、河川空間がより身近なものとなる
ことで、地元自治体や住民からの期待は高まると考えられる。各事業の目標は以下の通り。
　（水環境）環境基準値を超過している利根運河や、江戸川の支川である坂川の水質を改善する。
　(自然再生）利根川、江戸川において減少しているヨシ原や干潟の再生し、魚道を設置し魚介類の移動環境を改善する。
　（水辺整備）都市部の貴重なオープンスペースとして、河川敷や水辺へのアクセスの向上を目的に、誰もが利用しやすい水辺を整備する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現
・施策目標：良好な水環境・水辺空間の形成・水と緑のネットワークの形成、適正な汚水処理の確保、下水道資源の循環を推進する

便益の主
な根拠

・CVMアンケート調査により得られた支払意志額（ＷＴＰ）および受益範囲の世帯数
【水環境事業】　 　・江戸川・坂川：465円/世帯/月、366,305世帯　・利根運河：406円/世帯/月、28,125世帯
【自然再生事業】　・利根川下流：384円/世帯/月、43,186世帯　　 ・江戸川・利根運河：468円/世帯/月、497,456世帯
【水辺整備事業】　・利根川下流：400円/世帯/月、12,581世帯　 　・江戸川・利根運河：373円/世帯/月、400,050世帯

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成２４年度
B:総便益
(億円)

1,426 1,269 EIRR
（％）

32.92%

残事業の
投資効率

B:総便益
(億円)

299 C:総費用(億円) 38 7.9

9.1 B-C

便益（-10%～+10%） 7.2 8.7 8.3 9.8

C:総費用(億円) 157 B/C

B/C

8.9
全体事業（Ｂ／Ｃ）

残事業費（+10%～-10%） 7.3 8.7
7.9 9.1 9.0

9.3

事業の効
等

（水環境）環境基準値を超過している利根運河や、江戸川の支川である坂川の水質改善が期待できる。
(自然再生）利根川、江戸川において減少しているヨシ原や干潟の再生し、魚道を設置し魚介類の移動環境の改善が期待できる。
（水辺整備）誰もが安心・安全に河川敷や水辺へのアクセスでき、利用しやすい水辺空間の創出が期待できる。

残工期（+10%～-10%） 8.0
感度分析

残事業（Ｂ／Ｃ）

事業の進
捗状況

利根川総合水系環境整備事業（利根川・江戸川環境整備）
【全体】：進捗率66％
【水環境】：4地区　87％
【自然再生】：5地区　13％
【水辺整備】：9地区　81％

果等

社会経済
情勢等の
変化

利根川および江戸川は、流域住民にとって、水道水等の貴重な水源であるとともに、自然環境が残り、多様な水辺利用を楽しめる貴重な空間で
あり、利根川および江戸川の水質改善、自然環境の保全・再生、誰もが安心して水辺や自然とふれあう事のできる施設整備の必要性はますま
す高まっている。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
 特になし
＜都道府県の意見・反映内容＞
（東京都）都市化が著しい首都圏において、江戸川下流部は、多様な水辺利用が楽しめ、豊かな自然が存在する貴重な空間である。良好な河
川環境の保全・再生に向けて、地元との調整やコスト縮減を十分行いながら、河川環境整備事業を継続されるようお願いする。
（埼玉県）利根川・江戸川において沿線住民や大規模自転車道を利用する人などが安心して水辺を利用できるようにする水辺整備事業は「川の
国埼玉」を目指す本県にとって重要な施策であると考えている。利根川総合水系環境整備事業については、引き続きコスト縮減に十分留意し、
着実に事業を進めていただきたい。
（千葉県）利根川・江戸川は、貴重な自然環境と、県民の生活に潤いをもたらす水環境を有しています。　今後も、沿川住民の水辺空間利用がよ
り一層、促進されるよう環境整備事業の継続を要望します。
(茨城県）利根川・江戸川は首都圏に広がる貴重な水辺空間であり、利根川下流部のヨシ原や干潟については、乾燥化による面積の減少や外
来種の進入が著しく、その保全・再生が必要であることから、本事業の継続を要望する。更なるコスト縮減を図るとともに、地元の意見に配慮し
ながら、事業を進めていただきたい。

事業の進
捗の見込
み

今後の実施の目処、進捗の見通しについて特に大きな支障はない。また地元からも河川整備の促進要望を受けており、今後も事業実施にあ
たっては、社会情勢等の変化に留意しつつ、自治体と施工区分等の確認を行うとともに、地元との調整を十分に行い実施する。

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

新技術の採用や新たなコスト縮減の可能性を探りつつ、総コストの縮減を図る。また、各施設の効率的・効果的な運用方法を検討し、耐久性の
高い素材の活用、維持管理しやすい構造を採用するなど維持管理におけるコストの縮減を図る。

対応方針 継続

対応方針
理由

利根川や江戸川は、水道水等の貴重な水源であると共に、流域のなかで貴重な自然環境が残り、多様な水辺利用が楽しめる貴重な空間であ
り、沿川自治体からも河川環境整備の促進要望も高いことから、引き続き水環境の改善、自然環境の保全及び河川利用の促進を図る必要があ
ります。
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～ ～
～ ～
～ ～

事業名
（箇所名）

利根川総合水系環境整備事業（鬼怒川環境整備） 担当課 水管理・国土保全局　河川環境課 事業
主体

関東地方整備局
担当課長名 金尾　健司

総事業費
（億円）

約27 残事業費（億円） 約0.83

事業期間 平成13年度～平成26年度

実施箇所 茨城県、栃木県

該当基準 再評価実施後一定期間（３年間）が経過している事業

事業諸元
【鬼怒川遡上環境改善】：魚道整備
【鬼怒川礫河原再生】：礫河原再生

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・鬼怒川には、河床低下等により頭首工や床止工の施設箇所に大きな段差が生じ、アユ等の魚類が自由に行き来できない状況であった。
・鬼怒川では、洪水の減少により砂州の固定化や外来植物の侵入が増加し、もともとあった礫河原が失われ、礫河原を好む貴重な生物が急激に
減少していた。

＜達成すべき目標＞
魚類の遡上・降下環境の改善および礫河原の固有生物の生息・生育環境を再生する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現
・施策目標：良好な水環境・水辺空間の形成・水と緑のネットワークの形成、適正な汚水処理の確保、下水道資源の循環を推進する

便益の主
な根拠

・CVMアンケート調査により得られた支払意志額（ＷＴＰ）および受益範囲の世帯数
　WTP：330円/世帯/月、受益世帯数：173,004世帯

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成２４年度
B:総便益
(億円)

140 107 EIRR
（％）

12.7

残事業の
投資効率

B:総便益
(億円)

3.2 C:総費用(億円) 0.79 4.0

4.3 B-C

便益（-10%～+10%） 3.5 4.5 3.9 4.7

C:総費用(億円) 33 B/C

B/C

4.3
全体事業（Ｂ／Ｃ）

残事業費（+10%～-10%） 3.7 4.5
4.0 4.3 4.3

4.3

事業の効
果等

魚類の遡上・降下環境の改善および礫河原の固有生物の生息・生育環境の再生が期待できる。

残工期（+10%～-10%） 4.0
感度分析

残事業（Ｂ／Ｃ）

　

事業の進
捗状況

利根川総合水系環境整備事業（鬼怒川環境整備)
【自然再生】：５地区　進捗率97％

社会経済
情勢等の
変化

本来の鬼怒川の自然環境を再生・保全することは、後世へ鬼怒川独自の自然環境を引き継ぐ上で重要な事業である。また、アンケート回答者の
意見からも鬼怒川の自然環境の再生を望む多くの意見があった。本事業を推進することにより、鬼怒川らしい河川環境が向上し、地元自治体や
住民からの期待がさらに高まると考えられ、本事業の必要性は変わりなく事業投資効果が見込まれる。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
 特になし
＜都道府県の意見・反映内容＞
（茨城県）
・魚道の整備は、鬼怒川の自然環境の再生・保全に寄与することから、本事業の継続を要望する。
・更なるコスト縮減を図るとともに、地元の意見に配慮しながら、事業を進めていただきたい。
（栃木県）
・本県中央部から南部を流れる鬼怒川は、県都宇都宮市をはじめ沿川市街地にとって貴重な水辺空間である。
・地元住民と連携し、多様な動植物を保全し、本来の鬼怒川の自然環境を再生・保全していく取り組みは重要であることから、本事業の継続を要
望する。

後も 縮減 も が 事 進

事業の進
捗の見込
み

今後の実施の目処、進捗の見通しについては特に大きな支障はない。また、地元からも河川整備の促進要望を受けている。今後の事業にあたっ
ては、社会情勢等の変化に留意しつつ、地元との調整を十分に行い実施する方針である。

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

新技術の採用や、新たなコスト縮減の可能性を探りつつ、耐久性の高い素材の活用、維持管理しやすい構造を採用するなど、総コストの縮減を
図る。

対応方針 継続

対応方針
理由

鬼怒川独自の自然環境の再生に取り組んでおり、魚類のスムーズな遡上や、礫河原保全活動の輪も広がり、効果が確認されていることから、引
き続き事業を継続していくことが妥当と考えられる。
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～ ～
～ ～
～ ～

事業名
（箇所名）

利根川総合水系環境整備事業（小貝川環境整備） 担当課 水管理・国土保全局　河川環境課 事業
主体

関東地方整備局
担当課長名 金尾　健司

総事業費
（億円）

約8.0 残事業費（億円） 約3.4

事業期間 平成18年度～平成25年度

実施箇所 茨城県取手市、筑西市

該当基準 再評価実施後一定期間（３年間）が経過している事業

事業諸元
【小貝・鬼怒・利根水辺整備】：管理用通路、基盤整備
【母子島水辺空間整備】：管理用通路、緩傾斜堤防、緩傾斜坂路、基盤整備

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
サイクリングや散策の利用者が多い堤防上および河川敷や水辺へのアクセスが確保されていない状況であった。

＜達成すべき目標＞
・サイクリングや散策の利用者が多い堤防上および河川敷や水辺へのアクセスの向上や安全な利用を図る。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現
・施策目標：良好な水環境・水辺空間の形成・水と緑のネットワークの形成、適正な汚水処理の確保、下水道資源の循環を推進する

便益の主
な根拠

・CVMアンケート調査により得られた支払意志額（ＷＴＰ）および受益範囲の世帯数
　WTP：335円/世帯/月、受益世帯数：64,775世帯

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成２４年度
B:総便益
(億円)

56 48 EIRR
（％）

24.4

残事業の
投資効率

B:総便益
(億円)

21 C:総費用(億円) 3.2 6.5

6.6 B-C

便益（-10%～+10%） 5.9 7.1 5.9 7.2

C:総費用(億円) 8.5 B/C

B/C

6.3
全体事業（Ｂ／Ｃ）

残事業費（+10%～-10%） 5.9 7.2
6.5 6.6 6.6

6.8

事業の効
果等

利用者が多い堤防上および河川敷や水辺へのアクセスの向上や安全な利用が期待できる。

残工期（+10%～-10%） 6.5
感度分析

残事業（Ｂ／Ｃ）

事業の進
捗状況

利根川総合水系環境整備事業（小貝川環境整備)
【水辺整備】：２地区　進捗率約５８％

社会経済
情勢等の
変化

小貝川下流部は、つくばエクスプレスの開業に伴って近年人口が増加している。小貝川は、近隣地区における貴重な水と緑のオープンスペース
であり、誰もが安心して水辺や自然とふれあう事の出来る施設整備や、まちづくりに資する拠点整備等の必要性はますます高まっている。本事業
を推進することにより、利便性が向上し、地元自治体や住民からの期待がさらに高まると考えられ、本事業の必要性は変わりなく事業投資効果が
見込まれる。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
 特になし
＜都道府県の意見・反映内容＞・・・地整等対応（直轄事業等のみ）
（茨城県）
・小貝川はサイクリングや散策の場などに利用されており、基盤整備や管理用通路などの水辺整備は、利用者の利便性の向上等に寄与すること
から、本事業の継続を要望する。
・更なるコスト縮減を図るとともに、地元の意見に配慮しながら、事業を進めていただきたい。

事業の進
捗の見込
み

今後の実施の目処、進捗の見通しについては特に大きな支障はなく、地元からも河川整備の促進要望を受けている。今後も事業実施にあたって
は、社会情勢等の変化に留意しつつ、自治体と施工区分等の確認を行うとともに、地元との調整を十分に行い実施する方針である。

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

新技術の採用や、新たなコスト縮減の可能性を探りつつ、耐久性の高い素材の活用、維持管理しやすい構造を採用するなど、総コストの縮減を
図る。

対応方針 継続

対応方針
理由

河川利用者からは、利便性の向上等の要望が高い事から引き続き河川整備を図る必要があることより、事業を継続していくことが妥当であると考
えられる。
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～ ～
～ ～
～ ～

事業名
（箇所名）

利根川総合水系環境整備事業（霞ヶ浦環境整備） 担当課 水管理・国土保全局　河川環境課 事業
主体

関東地方整備局
担当課長名 金尾　健司

総事業費
（億円）

約1,493 残事業費（億円） 約190

事業期間 昭和50年度～平成30年度

実施箇所 茨城県土浦市、かすみがうら市、石岡市、小美玉市、行方市、潮来市、鉾田市、鹿嶋市、神栖市、稲敷市、阿見町、美浦村、香取市

該当基準 再評価実施後一定期間（３年間）が経過している事業

事業諸元
【霞ヶ浦水環境】：浚渫、自然浄化施設、浄化対策に関する調査研究
【霞ヶ浦田村・沖宿・戸崎地区自然再生】：湿地再生、緩傾斜堤防、消波工

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
（水環境）
・霞ヶ浦は昭和40年代前半までは湖水浴場として賑わっていましたが、後半には閉鎖となりました。
・富栄養化が最も進行していた昭和40年代後半から昭和50年代には、毎年夏になると大量のアオコが発生して湖面を覆っていました。
・昭和54年には酸欠により養殖コイの大量死が発生していました。
・水質が悪くなると飲み水の浄化処理が増えたり湖に生息する生物への影響が懸念されます。
（自然再生）
・堤防整備前と比べて多様な動植物が生育・生息できる植生帯等の自然環境が減少しました。
・湖内と堤内地の連続性の低下などにより住民と湖との繋がりが希薄になってきました。

＜達成すべき目標＞
（水環境）
・リン・窒素の底泥から湖水への溶出を削減し、水質改善を図ります。
（自然再生）
・自然再生推進法に基づき、市民、専門家、行政が一体となって、かつての霞ヶ浦で普通に見られた動植物が生育・生息する水辺空間や良好な湖岸
景観を保全・再生します。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現
・施策目標：良好な水環境・水辺空間の形成・水と緑のネットワークの形成、適正な汚水処理の確保、下水道資源の循環を推進する

便益の主
な根拠

CVMアンケート調査により得られた支払意志額および受益世帯数
（水環境整備事業）
支払い意志額：458円/世帯/月
受益世帯数：2,185,949世帯
（自然再生事業）
支払い意志額：340円/世帯/月
受益世帯数：67,566世帯

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成２４年度
B:総便益
(億円)

4,087 1,765 EIRR（％） 7.9

残事業の
投資効率

B:総便益
(億円)

332 C:総費用(億円) 169 2.0

1.8 B-C

便益（-10%～+10%） 1.8 2.2 1.6 1.9

C:総費用(億円) 2,322 B/C

B/C

1.7
全体事業（Ｂ／Ｃ）

残事業費（+10%～-10%） 1.8 2.2
2.0 1.8 1.8

1.8

事業の効

（水環境）
・流域対策と連携して浚渫による底泥からの栄養塩類の溶出抑制をすることで、霞ヶ浦の水質改善が見込まれる。
（自然再生）

残工期（+10%～-10%） 2.0
感度分析

残事業（Ｂ／Ｃ）

事業の進
捗状況

利根川総合水系環境整備事業（霞ヶ浦環境整備)
【水環境】：進捗率85％
【自然再生】：進捗率63％

事業の効
果等

（自然再生）
・本事業の完了後には、多様な動植物の生育・生息の場が確保されることが見込まれる。

社会経済
情勢等の
変化

（水環境）
　・湖沼水質保全計画に基づき県及び流域自治体と共に水質改善に取り組んでおり、水環境の改善、多様な動植物が生息・生育可能な自然環境の
再生などの環境整備の必要性は高い。
　・西浦における浚渫は完了したが、浚渫土処理地地権者との協定に基づき事業を進めており、現在でも地元土地改良と協力して農地整備を鋭意進
めている。
　　また、北浦においては、水質ワーストランキングで平成21年度 第1位、平成22年度 第4位になっており、以前にも増して水質改善の要望は高まっ
てきている。
　（自然再生）
　・かつて霞ヶ浦で普通に見られた動植物が生育・生息する湖岸の植生帯の再生・保全の要望は依然として高い。

本事業 完 後 は 多様な動植物 生育 生息 場が確保される とから そ 必要性は高く 事業投資効果が見込まれる

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
　特になし
＜都道府県の意見・反映内容＞
茨城県：　霞ヶ浦は、本県はもとより首都圏における重要な水源であるとともに、水郷筑波国定公園の一部として良好な景観を構成するなど、かけが
えのない貴重な資産である。
　これまで流域・湖内対策が進められ、湖水の水質については、一定の改善傾向が見られるものの十分でないことや、かつての霞ヶ浦で普通に見ら
れた動植物が生育・生息する水辺空間や良好な景観が減少していることから、本事業の継続を要望する。
　コスト縮減の徹底を強く求めるとともに、地元の意見に配慮しながら、事業を進めていただきたい。
千葉県：　霞ヶ浦の水質の改善は、下流部の水環境の改善に資することから、今後も水質の改善を踏まえた環境整備事業の継続を要望します。

事業の進
捗の見込
み

（水環境）
　・今後の実施の目処、進捗の見通しについては特に大きな支障はない。
　　また、地元と調整を図りつつ整備を進めており十分見通しはたっている。
　・浄化対策に関する調査研究を行う北浦では、以前から水質改善に関する要望があげられてきている。
　（自然再生）
　・今後も引き続き、田村・沖宿・戸崎地区自然再生協議会において自然再生の実施内容について協議し、整備と環境管理を行うこととしており、順
応的管理の必要から工期は２年延伸を予定しているが、今後の事業の進捗の見通しについては特に大きな支障はない。

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

（水環境）
　・水環境事業における浚渫については、農地用の覆土や嵩上げ不足土を購入土から近傍建設発生土を受入れることでコスト縮減を図る。
　（自然再生）
　・ 植生帯の再生に用いる土については、霞ヶ浦からの発生土を利用するなどしてコスト縮減を図る。

対応方針 継続

対応方針
理由

沿岸自治体や市民団体からも水環境整備の促進要望が高いことから、引き続き流域と一体となって更なる水環境の改善、湖岸環境の保全・再生、
多様な動植物の生育・生息の場の確保を図る必要がある。
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～ ～
～ ～
～ ～

再評価実施後一定期間（３年間）が経過している事業

平成18年度～平成27年度

担当課 水管理・国土保全局河川環境 事業
主体金尾　健司

茨城県神栖市

B/C

事業名
（箇所名）

利根川総合水系環境整備事業
（常陸川水門）

事業期間

実施箇所

16 残事業費（億円） 4.0
総事業費
（億円）

担当課長名

事業諸元 魚道の設置

該当基準

関東地方整備局

・CVMアンケートによる支払意思額（WTP）253円
・受益範囲の世帯数70,703世帯

事業全体
の投資効
率性

基準年度

11.4EIRR
（％）

事業の効
果等

目的・必要
性

平成２４年度

＜解決すべき課題・背景＞
・常陸川水門により、年間概ね275日間水門を閉じた運用をせざる得ない状況であった。
・それにより魚類などの遡上・降下に影響を及ぼす事となり市民団体や漁協関係者から魚道設置の要望が多くなった。

＜達成すべき目標＞
・霞ヶ浦、北浦、利根川の広域な水域の連続性を確保し、霞ヶ浦・北浦の多様な生物の生息の場を確保する。
　

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：良好な生活環境、自然環境形成、バリアフリー社会実現
・施策目標：良好な水環境・水辺空間の形成・水と緑のネットワークの形成、適正な汚水処理の確保、下水道資源の循環を推進する。

便益の主
な根拠

B/C 2.7

B:総便益
(億円)

C:総費用(億円) 4.0 2.6

B-C 10

・魚道対象魚種９種類の内、７種類の遡上が確認され、その他の魚種も確認されている。

B:総便益
(億円)

48 C:総費用(億円) 18

2.7 2.7
2.4 3.0

2.8

資産（-10%～+10%）

2.4 2.8
2.6

残事業費（+10%～-10%）
残工期（+10%～-10%）

残事業の
投資効率

感度分析 2.6

2.3
2.6
2.8

残事業（Ｂ／Ｃ） 全体事業（Ｂ／Ｃ）

11

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞・・・・利根川総合水系環境整備事業（常陸川水門）については、事業の影響等を定量的に把握するために
は、モニタリングを的確に実施することが必要である旨を対応方針に明記すること。
＜都道府県の意見・反映内容＞・・・常陸川水門の魚道整備は、霞ヶ浦・北浦及び利根川の多様な生物の生息、生息の場を確保するなど、河川
環境の改善を図るために必要な事業であることから、本事業の継続を要望する。更なるコスト縮減を図るとともに、地元の意見に配慮しながら、事
業を進めていただきたい。

対応方針
理由

・霞ヶ浦・北浦及び利根川の広域な水域の連続性を確保することは、霞ヶ浦・北浦の多様な生物の成育・生息の場が確保されることであることか
ら、引き続き事業を推進していくことが妥当である。

社会経済
情勢等の
変化

常陸川水門は洪水被害の軽減、塩害の防止、水利用の役割のための運用を行っており社会経済情勢の急激な変化等は特になし。

事業の進
捗状況

・本体工は概成しており、手動操作により魚道の試験運用を行っている。
・今後は、遠隔操作を伴う自動制御のための設備等の整備と、魚道の遡状況についてモニタリングを行い、遡上効果の確認を行うと共に必要に
応じて改変を行うこととしている。

事業の進
捗の見込
み

・地元からは常陸川水門の下流に生息する魚類などの遡上について期待されているところであり、今後の事業の進捗の見通しについては特に大
きな支障はない。

対応方針 継続

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

・魚道水路の河床は、小型ブロックによる構造としていることから、モニタリングを通じて魚類の遡上がより容易になるように魚道内の水深や流速
を変える必要が生じた場合でも、大規模な改造を行わずに対応が可能である。
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総合水系環境整備事業位置図総合水系環境整備事業位置図

利根川総合水系環境整備（常陸川水門）
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事業名
（箇所名）

荒川総合水系環境整備事業 担当課 水管理・国土保全局　河川環境課 事業
主体

関東地方整備局
担当課長名 金尾　健司

総事業費
（億円）

約429 残事業費（億円） 約228

事業期間 平成10年度～平成33年度

実施箇所 埼玉県北本市他、東京都足立区他

該当基準 再評価実施後一定期間（３年間）が経過している事業

事業諸元 自然再生（３地区）：河床掘削、魚道整備、環境護岸、消波施設
水辺整備（２地区）：高水敷整正、親水護岸、管理用通路

目的・必要
性

〈解決すべき課題・背景〉
【自然再生】
・旧流路等の湿地の減少や河畔林の壮齢化により、かつて湿地環境で確認されていた鳥類のタマシギや河岸の低湿原野に生育するサクラソウな
どが確認されなくなるなど、動植物の種や個体数が減少しており、多様な生物が生息できる環境が損なわれつつある。
・船舶が作り出す航走波により河岸が侵食され、ヨシ原の面積が減少している。
・横断工作物による落差によって、魚類の遡上・降下が阻害されている。
【水辺整備】
・荒川の年間利用者は、2,440万人で都市部の貴重なオープンスペースとして、スポーツや散策としての利用者が多く、また、高水敷の約８割が広
域避難場所に指定されている。
〈達成すべき目標〉
【自然再生】
・荒川太郎右衛門地区における高水敷の湿地保全対策、荒川下流地区における水際のヨシ原保全対策など、自然環境の保全・再生を目的に環境
整備事業を実施する。
・明戸地区においては、魚類の遡上・降下環境の改善を目的に、魚道の整備を実施する。
【水辺整備】
・河川敷や水際へのアクセスの向上を目的に、誰もが安全・安心に利用できる水辺の整備を実施する。
〈政策体系上の位置付け〉
・政策目標:良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現。
・施策目標:良好な水環境・水辺空間の形成・水と緑のネットワークの形成、適正な汚水処理の確保、下水道資源の循環を推進する。

便益の主
な根拠

【主な根拠】
CVMアンケート調査により得られた支払意志額（ＷＴＰ）および受益範囲の世帯数
（自然再生）
・太郎右衛門地区　　　支払意思額 346円/世帯/月、受益世帯数 111,489世帯
・荒川下流地区　　　　支払意思額 339円/世帯/月、受益世帯数 1,353,059世帯
・明戸地区 支払意思額 263円/世帯/月、受益世帯数 17,196世帯
（水辺整備）
・高尾地区　　　　　　支払意思額 227円/世帯/月、受益世帯数 30,163世帯
・荒川下流地区　　　　支払意思額 437円/世帯/月、受益世帯数 909,741世帯

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成２４年度
B:総便益
(億円)

2,379 1,915 EIRR
（％）

21.1

残事業の
投資効率

B:総便益
(億円)

1,253 C:総費用(億円) 191 6.6

5.1 B-CC:総費用(億円) 464 B/C

B/C

～ ～
～ ～
～ ～

投資効率 (億円)

便益（-10%～+10%） 5.9 7.2 4.6 5.6

4.9
全体事業（Ｂ／Ｃ）

残事業費（+10%～-10%）

事業の進
捗状況

荒川総合水系環境整備事業
【全体】：進捗率47％
【自然再生】：3地区　45％
【水辺整備】：2地区　48％

6.0 7.3
6.8 5.0 5.2

5.3

事業の効
果等

　荒川の下流は都市化が進展している中で多様な利用と水際の自然が存在する貴重な空間で、中上流は湿地環境等が残される等の多様な河川
である。広い河川敷はスポーツ広場等の利用もあり、荒川の自然環境の保全・再生を図るとともに、誰もが安心して水辺や自然とふれあう事の出
来る施設整備の必要性はますます高まっている。

社会経済
情勢等の
変化

　本事業を推進することにより、防災機能の向上はもとより荒川の持つ魅力や緑豊かな河川環境への親しみがさらにうまれ、河川空間がより身近
なものとして、地元自治体や住民からの期待は高まると考えられ、本事業の必要性は変わりない事業投資効果が見込まれる。

残工期（+10%～-10%） 6.3
感度分析

残事業（Ｂ／Ｃ）

その他

〈第三者委員会の意見・反映内容〉
特になし。
〈埼玉県の意見・反映内容〉
荒川における湿地などの自然の再生や親水性を向上させる水辺の整備は「川の国埼玉」を目指す本県にとって重要な施策であると考えている。
荒川総合水系環境整備事業については、引き続きコスト縮減に十分留意し、着実に事業を進めていただきたい。
〈東京都の意見・反映内容〉
都市化が著しい首都圏において、荒川の下流は、多様な水辺利用が楽しめ、水際の自然が存在する貴重な空間である。
良好な河川環境を保全・再生に向けて、地元との調整やコスト縮減を十分行いながら、河川環境整備事業を継続されるようお願いする。

事業の進
捗の見込
み

　今後の実施の目処、進捗の見通しについては特に大きな支障はない。また、地元からも河川整備の促進要望を受けている。今後も事業実施にあ
たっては、社会情勢等の変化に留意しつつ、自治体と施工区分等の確認を行うとともに、地元との調整を十分に行い実施する。

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

　新技術の採用や、新たなコスト縮減の可能性を探りつつ、耐久性の高い素材の活用、維持管理しやすい構造を採用するなど、総コストの縮減を
図る。

対応方針 継続

対応方針
理由

　荒川の水辺空間は、都市化の進んだ流域に唯一残された貴重なオープンスペースとして需要が高く、沿川住民から河川の安全性や利用者の利
便性の向上等への要望が高いことから、引き続き自然の保全・再生及び河川利用の調和を図る必要があることから継続が妥当である。
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～ ～
～ ～
～ ～

事業名
（箇所名）

多摩川総合水系環境整備事業 担当課 水管理・国土保全局河川環境課 事業
主体

関東地方整備局
担当課長名 金尾健司

総事業費
（億円）

約76 残事業費（億円） 約39

事業期間 平成13年度～平成42年度

実施箇所 東京都世田谷区、神奈川県川崎市他

該当基準 再評価実施後一定期間（３年間）が経過している事業

事業諸元
【多摩川自然再生】：１９地区　高水敷掘削、魚道整備
【多摩川水辺整備】：１５５箇所ほか　側帯盛土、坂路、水辺の楽校基盤整備、管理用通路

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・多摩川は、山梨県甲州市の笠取山に発し、東京都と神奈川県の都県境を流れ、東京湾に注ぐ。中下流部は、首都圏における社会、経済、文
化等の基盤をなすとともに、都市地域における貴重な自然空間、オープンスペースとして散策、イベントやスポーツ等で多くの人(年間利用者数
約1,900万人（平成21年度調査））に利用されている。

＜達成すべき目標＞
・多摩川本来の自然環境を保全・再生するため、近年自然環境の大きく変化している生態系保持空間において礫河原や干潟等の保全・再生を
行う。
・魚類等の遡上がしにくい堰等の河川を横断する施設で魚道の新設及び改築、改善を行う。
・河川空間に安全に移動しやすくし、水辺により親しめる場となるように、通路、坂路等の整備を行う。
・多摩川の自然環境や水辺を利用した自然体験、環境学習の支援を行うため、水辺の楽校の基盤整備を行う。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現
・施策目標：良好な水環境・水辺空間の形成・水と緑のネットワークの形成、適正な汚水処理の確保、下水道資源の循環を推進する

便益の主
な根拠

CVMアンケート調査により得られた支払意志額および受益世帯数
（自然再生）
・支払い意志額：574円／世帯／月
・受益世帯数：895,794世帯
（水辺整備）
・支払意志額：431円／世帯／月
・受益世帯数：1,023,721世帯

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成２４年度
B:総便益
(億円)

2,519 2,424 EIRR
（％）

185

残事業の
投資効率

B:総便益
(億円)

722 C:総費用(億円) 43 16.8

26.5 B-C

便益（-10%～+10%） 15.1 18.5 23.8 29.1

C:総費用(億円) 95 B/C

B/C

25.7
全体事業（Ｂ／Ｃ）

残事業費（+10%～-10%） 15.8 17.9
16.8 26.3 26.6

27.2
残工期（+10%～-10%） 16.8

感度分析

残事業（Ｂ／Ｃ）

便益（ 10% 10%） 15.1 18.5 23.8 29.1

事業の進
捗状況

多摩川総合水系環境整備事業
【全体】：48％
【多摩川自然再生】：１９地区　進捗率86％
【多摩川水辺整備】：１５５箇所ほか　進捗率29％

事業の効
果等

・多摩川本来の自然環境への回復
・水辺利用者の利便性・安全性の向上
・環境教育・自然体験活動の場の創出
・河川利用者の増加

社会経済
情勢等の
変化

・多摩川は、都市部における貴重なオープンスペースであり,誰もが安心して水辺や豊かな自然とふれあうことの出来る施設整備や,環境学習等
に活用できるふれあいの場の創出および散策やまちづくりに資する拠点整備等の必要性は高い状況である。
・多摩川の持つ魅力や緑豊かな河川環境への親しみがさらにうまれ、河川空間がより身近なものとして、地元自治体や住民からの期待が高ま
ると考えられる。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞・・・特になし
＜東京都の意見・反映内容＞・・・都市化が著しい首都圏において、多摩川は多様な水辺利用が楽しめ、豊かな自然が存在する貴重な空間で
ある。良好な河川環境の保全・再生に向けて、地元との調整やコスト縮減を十分行いながら、河川環境整備事業を継続されるようお願いする。
＜神奈川県の意見・反映内容＞・・・多摩川は市街地における貴重な水辺空間であり、環境整備の重要性が非常に高いことから、事業を継続
し積極的に推進されたい。また、今後も引き続き、本県及び関係市町村と十分な調整をしていただくとともに、コスト縮減の徹底など、より効率
的な事業推進に努められるようお願いしたい。

事業の進
捗の見込
み

・今後の実施の目途、進捗の見通しについては、特に大きな支障はない。また、地元からも河川整備の促進要望を受けている。
・今後も事業実施にあたっては、社会情勢等の変化に留意しつつ、自治体と施工区分等の確認を行うとともに、地元との調整を十分に行い実
施する。

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

・新技術の採用や新たなコスト縮減の可能性を探りつつ、総コストの縮減を図る。また、各施設の効率的・効果的な運用方法を検討し、耐久性
の高い素材の活用、維持管理しやすい構造を採用するなど維持管理におけるコスト縮減を図る。

対応方針 継続

対応方針
理由

・多摩川の水辺空間は、都市化の進んだ流域に唯一残された貴重なオープンスペースであることから、利用の促進と、河川環境や景観との調
和を図る必要がある。
・河川整備計画は、平成１３年３月に学識経験者、地域住民で構成される流域委員会を開催し、県知事等から意見聴取を行い策定した。策定
後においても、定期的に流域委員会を開催し、計画そのものや進め方、方向性等について確認しており、事業の推進に特段の問題はなく、本
事業は継続が妥当と考える。
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～ ～
～ ～
～ ～

事業名
（箇所名）

相模川総合水系環境整備事業 担当課 水管理・国土保全局河川環境課 事業
主体

関東地方整備局
担当課長名 金尾健司

総事業費
（億円）

約11 残事業費（億円） 約8.6

事業期間 平成20年度～平成29年度

実施箇所 神奈川県平塚市、茅ヶ崎市、寒川町

該当基準 事業採択後長期間（５年間）が経過した時点で継続中の事業

事業諸元 【水辺整備】：管理用通路、階段、坂路、側帯盛土、親水護岸

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・相模川下流部の直轄区間は、市街地を流れ、グラウンドや水辺の楽校等が整備され、多くの人に利用されている。（年間利用者数約107万人(平
成21年度調査））。
・しかし、連続性をもった通路の整備や、水際へのアクセス路が少ないことから、親水性や河川環境学習利用にも配慮した河川環境の整備等が
望まれている。

＜達成すべき目標＞
・水辺空間の整備として、自治体等と連携し、地域の交流拠点として一体的な河利用空間の形成を図る。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現
・施策目標：良好な水環境・水辺空間の形成・水と緑のネットワークの形成、適正な汚水処理の確保、下水道資源の循環を推進する

便益の主
な根拠

・CVMアンケート調査により得られた支払意志額（ＷＴＰ）：334円／世帯／月
・受益範囲の世帯数　83,628世帯（3km圏内）

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成２４年度

67 6.7B:総便益
(億円)

EIRR
（％）

31

残事業の
投資効率

B:総便益
(億円)

51 C:総費用(億円) 7.7 6.7

B-C 57

6.0 7.4 6.0 7.4

C:総費用(億円) 10 B/C

B/C

感度分析

残事業（Ｂ／Ｃ） 全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 6.1 7.4

便益（-10%～+10%）

6.2 7.2
残工期（+10%～-10%） 6.7 6.7 6.7 6.7

事業の効
果等

・水辺利用者への利便性、安全性の向上
・河川利用者の増加

果等

事業の進
捗状況

相模川総合水系環境整備事業
【水辺整備（「かわまちづくり」登録箇所１４箇所）】：進捗率約46％

社会経済
情勢等の
変化

・都市域における貴重な水辺空間であり、沿川の散策や高水敷利用等、多様な水辺利用に用いられていることから、誰もが安心して水辺や自然
とふれあることの出来る施設整備の必要性はますます高まっている。
・相模川の持つ水と緑豊かな河川環境への親しみが高まり、地元自治体や住民と河川空間がより身近なものとなると期待される。

対応方針
理由

・相模川は、都市における貴重な水辺空間であり、多様な水辺利用を楽しめる空間である。沿川自治体から河川環境整備の促進要望も高く、地
域の交流拠点としての相模川の環境づくりに向けて一体的な河川利用空間の形成を行うため、自治体と調整を図りながら、引き続き事業を進め
ていく必要があり、本事業は継続が妥当と考える。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞・・・特になし
＜神奈川県の意見・反映内容＞・・・相模川直轄管理区間は、平塚市、茅ヶ崎市、寒川町といった市街化が著しい地域であり、市街地における非
常に貴重な水辺空間であることから、本県において環境整備の重要性が非常に高い河川である。
　今後も引き続き、本県及び関係市町村と十分な調整をしていただくとともに、コスト縮減の徹底など、より効率的な事業推進に努められるようお
願いしたい。

事業の進
捗の見込
み

・事業範囲は地元自治体からも河川環境整備の促進の要望を受けており、地元自治体と調整を図りながら整備を進める。
・今後も事業実施にあたっては、社会情勢等の変化に留意しつつ、自治体と施工区分や維持管理等の確認を行うとともに、地元との調整を十分
に行い実施する。

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

・新技術の採用や新たなコスト縮減の可能性を探りつつ、総コストの縮減を図る。また、各施設の効率的・効果的な運用方法を検討し、資材の再
利用、耐久性の高い素材の活用等を採用するなど維持管理におけるコスト縮減を図る。

対応方針 継続
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～ ～
～ ～
～ ～

事業名
（箇所名）

富士川総合水系環境整備事業 担当課 水管理・国土保全局河川環境課 事業
主体

関東地方整備局
担当課長名 金尾　健司

総事業費
（億円）

約48 残事業費（億円） 約33

事業期間 平成15年度～平成48年度

実施箇所 山梨県山梨市、笛吹市、韮崎市、甲斐市、南アルプス市、富士川町、身延町、南部町、静岡県富士宮市、富士市

該当基準 再評価実施後一定期間（３年間）が経過している事業

事業諸元 【富士川水辺整備】：１６地区　高水敷整正、管理用通路、護岸、ワンド、水路等

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・富士川は、歴史・文化・生活において、密接な結びつきがあり、様々な利用がされている。
・しかし、散策やスポーツ等に、高水敷や堤防が利用されているが、水際の利用が極めて少ない。
・また、河川の利用者数は、安定しているものの横ばい傾向である。
・樹木（主に外来種）の繁茂や、洗掘による河岸段差により、安全に水辺に近づけない。

＜達成すべき目標＞
・富士川流域の住民と富士川との結びつきを復活させるとともに地域活性化につなげるため、水辺へのアクセスを改善し、安全に富士川で親しめ
るような環境整備を実施する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現
・施策目標：良好な水環境・水辺空間の形成・水と緑のネットワークの形成、適正な汚水処理の確保、下水道資源の循環を推進する

便益の主
な根拠

CVMアンケート調査により得られた支払iい意志額（ＷＴＰ）および受益世帯数
支払意思額：373円/月/世帯
受益世帯数：239,454世帯

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成24年度
B:総便益
(億円)

178 139 EIRR
（％）

22.4%

残事業の
投資効率

B:総便益
(億円)

95 C:総費用(億円) 20 4.6

4.6 B-C

便益（-10%～+10%） 4.2 5.1 4.1 5.1

C:総費用(億円) 39 B/C

B/C

4.4
全体事業（Ｂ／Ｃ）

残事業費（+10%～-10%） 4.2 5.1
4.8 4.5 4.7

4.8

・沿川一体にとって貴重な水辺空間である富士川で誰もが安心して水辺や自然とふれあうことの出来るようになる。
・富士川の持つ水と緑豊かな河川環境への親しみが更に生まれ 河川空間がより身近なものとなる

残工期（+10%～-10%） 4.5
感度分析

残事業（Ｂ／Ｃ）

事業の進
捗状況

富士川総合水系環境整備事業
【水辺整備】：16地区　進捗率30％

事業の効
果等

・富士川の持つ水と緑豊かな河川環境への親しみが更に生まれ、河川空間がより身近なものとなる。

社会経済
情勢等の
変化

事業の進捗に伴い、事業の認知度や現地利用者数が増加傾向となっている。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
特になし
＜都道府県の意見・反映内容＞
（山梨県）
　富士川総合水系環境整備事業は、信玄堤、富士川舟運など地域の様々な歴史や文化と関わりの深い貴重なオープンスペースとして、富士川と
地域住民の結びつきを強め、地域の活性化を図るために必要な事業である。
（静岡県）
　本県における富士川は、中流の山間地、下流の市街化した富士平野を流れ、河川空間は良好な自然環境を有し、多種多様な生物の生息・生
育空間となっているとともに、地域の身近なオープンスペースとして重要な役割を担っている。 本事業は、この富士川流域の住民と富士川との結
びつきを復活させるとともに地域活性化につなげるため、水辺へのアクセスを改善し、安全に富士川で親しめるような環境を整備する重要な事業
である。

事業の進
捗の見込
み

・今後の実施の目処、進捗の見通しについて特に大きな支障はない。また、地元からも河川整備の促進要望を受けている。
・今後も事業実施にあたっては、社会情勢等の変化に留意しつつ、自治体と施工区分や維持管理等の確認を行うとともに、地元との調整を十分
に行い実施していく。

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

・新技術の採用や新たなコスト縮減の可能性を探りつつ、総コストの縮減を図る。また、各施設の効率的，効果的な運用方法を検討し、資材の再
利用、耐久性の高い素材の活用、維持管理しやすい構造を採用するなど維持管理におけるコスト縮減を図る。

対応方針 継続

対応方針
理由

・富士川は、歴史・文化の伝承、地域の活性化等に寄与する重要な空間であり、　散策やスポーツ利用等、多様な水辺利用を楽しめる空間として
親しまれている。
・沿川自治体からも河川環境整備の促進要望が高いことから、引き続き事業の促進を図る必要がある。
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金尾　健司
事業名
（箇所名）

阿賀野川総合水系環境整備事業 担当課 水管理・国土保全局河川環境 事業
主体

北陸地方整備局
担当課長名

事業期間

実施箇所 福島県会津若松市、会津美里町、湯川村、会津坂下町、喜多方市　新潟県新潟市、阿賀野市、五泉市、阿賀町

事業諸元

【阿賀川自然再生】河道整正等
【阿賀野川自然再生】河道整正、魚道整備
【佐野目地区水辺整備】高水敷整正、親水護岸、多目的広場、人の駅（防災ステーション）道の駅等
【横越地区水辺整備】緩傾斜堤防、親水護岸、サイクリングロード、公園整備等

該当基準 再評価実施後一定期間（３年間）が経過している事業

平成20年度～平成30年度

総事業費
（億円）

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・阿賀野川水系の河川環境は、低水路と高水敷の比高差の拡大からみお筋の固定化が進行し、多様な瀬や淵、ワンド等の湿地が減少し、砂礫
河原が減少するという事象が起きている。このような背景から、砂礫河原に依存しているカワラハハコ、アユやウケクチウグイ等の生息環境も劣
化しており、これらの復元を率先して行うことにより、生物多様性を保全することが必要である。
・水辺空間については、地域住民の交流の場、地域の歴史・文化・観光資源を活かし良好な水辺空間とを繋ぐリバーツーリズム、地域活性化につ
ながるまちづくりと一体となった整備等が強く要望されており、地方自治体においても「かわまちづくり計画」を策定し、積極的なまちづくりに取り組
んでいる。

＜達成すべき目標＞
【阿賀川自然再生】
・阿賀川らしさである石の河原（礫河原）を、自然の営力を利用しながら再生する。あわせて、瀬や淵を再生し、阿賀川を象徴するアユや貴重種の
カジカ、ウケクチウグイ等の生息環境を再生する。
【阿賀野川自然再生】
・阿賀野川らしいワンドや砂礫河原からなる水際の湿地などの河川環境について、自然の営力を利用しながら再生し、また、魚類の遡上のための
魚道を整備することで、貴重種のウケクチウグイ等の生息環境、カワラハハコ、サケ等の生息・生育環境を再生する。
【佐野目地区水辺整備】
・平成２１年に認定された「佐野目地区かわまちづくり」計画を支援する事業であり、近年のリバーツーリズム向上と合わせ、阿賀川の良好な河川
空間を利用し、水辺の魅力を引き出すことで、市民との交流及び地域活性化の拠点とし、多目的なレクリエーション、カヌー等、阿賀川に相応しい
親しむ場所として、魅力ある水辺空間の創出を図る。
【横越地区水辺整備】
・平成２１年に認定された「新潟市かわまちづくり」計画を支援する事業であり、雄大な阿賀野川を背景にした市民の安らぎの場となる親水空間の
創出と利用者のニーズに対応した水辺の形成に向け、緩傾斜盛土及び親水施設等の整備を実施する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現
・施策目標：良好な水環境・水辺空間の形成・水と緑のネットワークの形成、適正な汚水処理の確保、下水道資源の循環を推進する

便益の主
な根拠

【阿賀川自然再生】支払い意思額：349円/月/世帯、受益世帯数：82,422世帯
【阿賀野川自然再生】支払い意思額：330円/月/世帯、受益世帯数：86,425世帯
【佐野目地区水辺整備】支払い意思額：438円/月/世帯、受益世帯数：60,583世帯
【横越地区水辺整備】支払 意思額 円/月/世帯 受益世帯数 世帯

約75 残事業費（億円） 約41

～ ～
～ ～
～ ～

平成24年度事業全体
の投資効
率性

EIRR
（％）

C:総費用(億円)

基準年度

13.5

残事業の
投資効率

事業の効
果等

【自然再生】
　①阿賀川・阿賀野川らしい河川環境の創出、②治水効果の向上と維持管理の軽減、③地域住民・ＮＰＯとの連携強化
【水辺整備】
　①観光交流人口の拡大、水辺空間と水面利用の促進による地域活性化、②防災拠点との一体となった活用、③河川愛護や水難事故防止の啓
発

B:総便益
(億円)

257 C:総費用(億円)

【横越地区水辺整備】支払い意思額：491円/月/世帯、受益世帯数：52,834世帯

B-C 181

4.5

3.476 B/C

3.2

B:総便益
(億円)

5.0

残事業（Ｂ／Ｃ） 全体事業（Ｂ／Ｃ）

38 B/C190

社会経済
情勢等の
変化

・阿賀川では、昭和30年代まで全沿川の集落自治区住民による堤防除草が行われ、現在も住民が直接住居地域の堤防の除草作業を担ってい
る。また、除草に合わせて、地域住民による堤防点検を行ったり、平常時から堤防の変状等を発見した際に報告してもらうシステムを構築してい
る。
市民団体としては、「湯川を美しくする会」「阿賀川・川の達人の会」「オキナグサを守る会」等があり、河川美化、自然環境保全に対する意識も高
い。
このように、地域住民・市民団体の河川管理意識は強く、自然再生・水辺整備事業への期待も高い。

・阿賀野川では、大和水辺の楽校で赤坂小学校が地域住民の協力のもと、サケを人工ふ化・飼育し、阿賀野川へ戻すなど魚類再生の取り組みが
続けられている。松浜水辺の楽校では小学校と地元まちづくり協議会等が協力して応援団を結成し、水遊びや自然観察などの活動を支援してい
る。五泉トゲソの会は、減少しつつあるトミヨ（トゲソ）の生息環境の保全活動、小学生への自然体験や環境学習の支援を行っている。このように
阿賀野川では河川環境の保全・再生に対する機運が高まっている。

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

・平成21年度から平成23年度の整備では、現場の発生土や現地採取の礫を使用した他、新技術などを活用しコスト縮減を図った。
・また、流下能力向上のための維持管理費節減の視点では、本事業によって自然営力による撹乱頻度を高めたことにより再樹林化が抑制でき、
樹木伐採費の軽減が期待できる。

事業の進
捗の見込
み

・阿賀川自然再生事業では、これまでの取り組みに対し良好な河川環境が形成されていると有識者から評価を頂いている。
・阿賀野川自然再生事業では、「阿賀野川自然再生検討会」を設立し、具体的な検討を始めているところであり、関係者から事業促進に対する積
極的な意見を頂いているところである。
・佐野目地区水辺整備事業では残る自治体整備に関しては、予定通りの供用を目指し、事業の実施が図られている。
・今後の事業の実施箇所は、事業進捗に伴う支障となる課題等がなく、着実な進捗が見込まれる。

対応方針 継続

事業の進
捗状況

【水系全体】進捗率：約45%
【阿賀川自然再生】進捗率：約68%
【阿賀野川自然再生】進捗率：約0%
【佐野目地区水辺整備】進捗率：約45%
【横越地区水辺整備】進捗率：約100%

感度分析
3.4

3.1 3.7

残事業費（+10%～-10%）
残工期（+10%～-10%）
便益（-10%～+10%）

3.6
3.45.0

4.5

5.5
5.0
5.5
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その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
・北陸地方整備局の再評価及び対応方針（原案）は妥当。ＣＶＭアンケートが関心の高い方に偏った回答とならないよう、質問項目設
定時に工夫が必要。
＜都道府県の意見・反映内容＞
（福島県）国の対応方針(案）については、異議ありません。なお、平成23年新潟福島豪雨等、近年の浸水被害の発生を踏まえ、早期
の事業効果の発現を図るとともに、更なるコスト縮減など、総事業費の抑制に努めて下さい。
（新潟県）地域住民の安全・安心の確保や沿線地域の振興のため、事業を継続する必要がある。ただし、昨年7月末に発生した、新
潟・福島豪雨を踏まえて、事業の優先順位を見直す必要があると考えている。また、今後は国土軸の構築が重要であることから、国は
都市間ネットワークの形成も考慮して優先順位を判断すべきである。

対応方針
理由

【自然再生】
・阿賀野川水系では、人為的インパクトによる河床の低下等により、瀬や湿地、砂礫河原が消失し、固有種の生物の生息・生育環境が減少してい
る。このことから、阿賀野川水系本来の自然環境である、瀬や淵、ワンド等の湿地、砂礫河原を取り戻すべく、自然再生事業を引き続き進めるも
のである。
【水辺整備】
・阿賀野川水系の水辺空間では、地域住民の交流の場、地域の歴史・文化・観光資源を活かし良好な水辺空間を繋ぐリバーツーリズム、地域活
性化につながるまちづくりと一体となった整備等が強く要望されており、水辺整備事業を引き続き進めるものである。

・自然再生事業及び水辺整備事業に対しては、地元自治体等からの期待が大きい事業であり、引き続き、地域住民や、地元自治体の取り組みと
連携して相乗効果を高める必要がある。
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39.2 ㎞ 

大臣管理区間延長 

阿賀野川 34.6 ㎞ 

早出川   4.6 ㎞ 

大臣管理区間延長 

阿賀川 31.6 ㎞ 

日橋川  6.6km 

湯川   2.2km 

大川ダム 11.55 ㎞ 

51.95

横越地区水辺整備事業 

阿賀野川自然再生事業 

阿賀川自然再生事業 

佐野目地区水辺整備事業 

概要図 
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～ ～
～ ～
～ ～

全体事業（Ｂ／Ｃ）
3.1

- -

4.0

3.7 4.5
-

0.83

残事業（Ｂ／Ｃ）

B/C
残事業の
投資効率

感度分析 3.1

3.6
-

2.8

B:総便益
(億円)

3.4 C:総費用(億円)

残事業費（+10%～-10%）
残工期（+10%～-10%）

4.4

便益の主
な根拠

【黒部川自然再生】支払い意思額：534円/世帯/月、受益世帯数：23,286世帯
【宇奈月ダム水環境改善】支払い意思額：432円/世帯/月、受益世帯数：23,286世帯

事業全体
の投資効
率性

基準年度

36 EIRR
（％）

14.1B/C 3.1B:総便益
(億円)

B-C53 C:総費用(億円) 17

平成24年度

便益（-10%～+10%）

事業の効

【黒部川自然再生】
・河床低下等による本川と支川の段差を解消するために整備したやすらぎ水路において、出水時には平常時より多くの魚類が生息するなど、避
難場所としての機能が確認されおり、多様な魚類の生息環境の保全や再生が期待できる。

3.4

総事業費
（億円）

目的・必要
性

約12億円 残事業費（億円）

該当基準 再評価実施後一定期間（３年間）が経過している事業

＜解決すべき課題・背景＞
【黒部川自然再生】
・黒部川は急流であるため、本川部には流れの緩やかな水域は少なく、用水の吐き口となる支流が、魚類の生息場や産卵場として機能している
が、近年の河床低下の進行等により、本川と支流との間に段差が生じ、洪水時に魚類が支流への退避ができなくなるといった影響が懸念されて
いる。
【宇奈月ダム水環境改善】
・黒部川の水は、発電や農業用水として古くから活用されている。その一方で河川に瀬切れが生じ、伏没による減水区間が発生するなど河川環
境への影響が懸念されている。

＜達成すべき目標＞
【黒部川自然再生】
・本川と支流の間に遡上及び降下環境の連続性を確保する必要がある。
【宇奈月ダム水環境改善】
・現在未使用となっている宇奈月ダム上水道用水の容量を活用して試験放流を実施することにより、正常流量を下回る日数を大幅に減少させ、
魚類等の生息環境の改善を行う。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現
・施策目標：良好な水環境・水辺空間の形成、水と緑のネットワークの形成、適正な汚水処理の確保、下水道資源の循環を推進する

約0.90億円

【黒部川自然再生】やすらぎ水路整備
【宇奈月ダム水環境改善】試験放流、モニタリング調査

平成7年度～平成27年度

事業名
（箇所名）

黒部川総合水系環境整備事業

事業期間

実施箇所 富山県黒部市、入善町

事業諸元

担当課 水管理・国土保全局河川環境課 事業
主体

北陸地方整備局
金尾　健司担当課長名

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

【黒部川自然再生】
・やすらぎ水路の整備では、掘削による発生土を他工事への流用土として有効活用や、やすらぎ水路下流部の護岸を練石張から巨石積とするこ
とにより、コスト縮減を図った。
【宇奈月ダム水環境改善】
・宇奈月ダム水環境改善では、試験放流に伴うモニタリング調査について、他事業で実施する調査との連携やＣＣＴＶ画像を活用した解析などに
より、コスト縮減を図る。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
北陸地方整備局の再評価及び対応方針（原案）は妥当。CVMアンケートが関心の高い方に偏った回答とならないよう、質問項目設定時に工夫が
必要。
＜都道府県の意見・反映内容＞
事業継続に同意する。なお、今後ともコスト縮減に努め、早期の事業効果発現に格段の配慮を願いたい。

事業の効
果等

難場所としての機能が確認されおり、多様な魚類の生息環境の保全や再生が期待できる。
【宇奈月ダム水環境改善】
・試験放流の実施により愛本地点において、正常流量を下回る日数が大幅に減少する結果となり、事業効果が現れている。

対応方針
理由

【黒部川自然再生】
・やすらぎ水路整備箇所では、モニタリング調査により洪水時に、平常時より多くの魚類等が生息し、退避場所としての機能が確認されたことか
ら、今後もサクラマスの生息環境を含めたモニタリング調査を行い、評価・改善等を引き続き進める必要がある。
【宇奈月ダム水環境改善】
・宇奈月ダム下流では、魚類の生息環境に必要な流量を満たしていないことや度々瀬切れが発生することなどの状況にあることから、引き続き、
水環境の改善のため、宇奈月ダムによる試験放流を行い検討する必要があり、引き続き事業を実施する必要がある。

社会経済
情勢等の
変化

・黒部川では、平成23年にサクラマス漁が解禁となり、平成24年には昨年の339匹を大きく上回る527匹の実績（同年3～5月の漁期）があった。ま
た、富山県の名産「ますの寿司」の原料として黒部川産のサクラマスを利用した販売も検討されており、黒部川のサクラマスの生息環境の向上も
期待されている。

事業の進
捗状況

【水系全体】進捗率：約93%
【黒部川自然再生】進捗率：100%
【宇奈月ダム水環境改善】進捗率：約76%

事業の進
捗の見込
み

【黒部川自然再生】
・事業に対する課題等がなく、今後も洪水時等にモニタリング調査を行い、必要に応じて対策を実施し、今後も予定どおり事業が進捗できると考え
ている。
【宇奈月ダム水環境改善】
・事業進捗に対する課題等がなく、今後も予定どおり進捗できると考えている。

対応方針 継続
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事業名
（箇所名）

神通川総合水系環境整備事業

事業期間

実施箇所 富山県富山市

事業諸元 【神通川自然再生】淵の形成、多自然流路の造成

該当基準

北陸地方整備局
担当課長名

再評価実施後一定期間（３年間）が経過している事業

平成18年度～平成28年度

担当課 水管理・国土保全局河川環境 事業
主体

支払い意志額：430円/月/世帯、受益世帯数：157,389世帯

事業全体
の投資効
率性

基準年度

約18億円 残事業費（億円） 約11億円
総事業費
（億円）

目的・必要
性

15.8EIRR
（％）

金尾　健司

平成24年度

＜解決すべき課題・背景＞
・ 神通川の河川環境は1960年代に比べてみお筋の固定化や直線化が進行し、深い淵が減少、川の流速が連続的に早くなるなど良好な瀬が消失
するという事象が起きている。このような背景から、サクラマス等が生息する低水温が流れ込む深い淵、サクラマスの産卵場、幼魚等が生息する良
好な瀬などの復元を率先して行うことが重要であり、神通川の生物多様性を保全することが必要である。

＜達成すべき目標＞
・サクラマスなど多様な動植物が生息・生育・繁殖する基盤となる神通川の瀬・淵等の自然再生を図る

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現
・施策目標：良好な水環境・水辺空間の形成、水と緑のネットワークの形成、適正な汚水処理の確保、下水道資源の循環を推進する

便益の主
な根拠

B/C 8.4

B:総便益
(億円)

149 C:総費用(億円) 10 15

B-C 131

事業の効
果等

・モニタリング調査では、施工箇所においてサクラマス幼魚（ヤマメ）、アユ、ウグイ、カワムツ、ヌマチチブ、ヨシノボリ類を確認し、H17年度水辺の国
勢調査の時点に比べ、多様な魚類が生息しやすい環境となっていることを確認した。

B:総便益
(億円)

149 C:総費用(億円) 18

8.1 8.3
7.5 9.2

残事業費（+10%～-10%）
残工期（+10%～-10%）

B/C残事業の
投資効率

感度分析 7.9
残事業（Ｂ／Ｃ） 全体事業（Ｂ／Ｃ）

8.9

便益（-10%～+10%）

13.7 16.6
14.6
13.5

14.9
16.5

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
北陸地方整備局の再評価及び対応方針（原案）は妥当。評価手法は全国一律ではなく、地域の実情に応じた手法を今後検討していくべき。
＜都道府県の意見・反映内容＞
事業継続に同意する。なお、今後とも、コスト縮減に努め、早期に効果が発現されるよう整備促進に格段の配慮を願いたい。

対応方針
理由

・神通川では人為的インパクトにより河道の直線化、河床低下等により淵や緩やかな流れが消失し、多種多様な魚類の生息環境が減少している。
このことから、神通川本来の自然環境である大きな淵、緩やかな流れを取り戻すべく、神通川自然再生事業を引き続き進めるものである。
・ 自然再生事業に対する地元自治体等からの期待が大きい事業であり、引き続き富山県農林水産総合技術センター水産研究所、内水面漁協等
が行うサクラマスの保護・増殖の取り組みと連携して相乗効果を高める必要がある。

社会経済
情勢等の
変化

・富山県や富山県農林水産総合技術センター水産研究所、富山漁業共同組合をはじめとする内水面漁協等の関係機関の連携のもと水系全体とし
て、サクラマスの復活に対する協働意識が高まっている。
・富山県農林水産総合技術センター水産研究所からのサクラマス幼魚の提供により、サクラマス越冬場所に富山ます寿し協同組合、NPO神通川を
楽しむ会により、サクラマス幼魚を放流する。また、神通川自然再生事業を説明する学習会を実施している。
・住居人口や大きな社会情勢の変化等もなく、事業実施に伴う環境への重大な影響も見られないと判断される。

事業の進
捗状況

進捗率：40.5％

事業の進
捗の見込
み

・神通川自然再生のこれまでの取り組みに対し、良好な河川環境が形成されていると有識者から評価を頂いている。
・関係者から自然再生事業である淵や流れの形成に関する前向きな意見や産卵床の維持など継続的な協力体制もあり、事業の確実な執行と機
能維持も図られている。
・今後の事業の実地箇所は、事業進捗に伴う支障となる課題等がなく、着実な進捗が見込まれる。

対応方針 継続

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

・平成21年から平成23年の淵の形成では、現場で発生したブロック等を活用するなどコスト縮減を図った。
・今後はコスト縮減につながる代替案の可能性の視点にたって事業を進めていく。
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～ ～
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便益の主
な根拠

【水辺整備】

【天竜川総合水系環境整備事業】

事業全体
の投資効
率性

4.5

残事業の
投資効率

感度分析
残工期（+10%～-10%）

4.6

B:総便益
(億円)

全体事業（Ｂ／Ｃ）

事業の効
果等

（西鹿島水辺整備）
支払意志額：207円/世帯・月　　受益世帯数：95,876世帯

支払意志額：234円/世帯・月　　受益世帯数：46,706世帯
支払意志額：170円/世帯・月　　受益世帯数：25,585世帯

（河輪水辺整

（天竜川自然再生）

受益世帯数（-10%～+10%）
2.5
2.4

（西鹿島水辺整備）　H24年度末事業費ベースで約86％である。
【自然再生】

（西鹿島）
・堤防斜面が急だったため、傾斜を緩やかにした。これにより、花火大会などのイベントの場として活発に利用されるようになった。
・今後、浜松市が河川敷にグラウンド等を整備する予定であり、さらなる利活用が期待される。

3.8

（河輪）
・堤防の階段の整備や樹木伐採により水辺へのアクセスが向上し、また、せせらぎ・ワンドの整備により水辺環境学習の場としても利用できるようになっ
た。（水辺の楽校に登録されている）
・河川敷の樹木伐採による副次的な効果として、不法投棄が減少した。
・今後、浜松市により散策路、駐車場等が整備予定であり、さらなる利活用が期待される。

2.5

基準年度

3.9

90 C:総費用(億円)

残事業（Ｂ／Ｃ）

4.2

4.2

【自然再生】

【水辺整備】

（天竜川）
・礫河原が再生され、河原植物の群落が拡大・維持される。
・自然観察や環境教育の場として、地域住民によって利活用される。
・地域住民と協働し、外来植物駆除等の維持管理が継続され、河原植物の保全などの事業が行われるようになる。

（天竜川）　H24年度末事業費ベースで約41％である。

＜解決すべき課題・背景＞
○平成21年7月30日に策定した「天竜川水系河川整備計画」に基づき、河川環境の整備と保全、川と人とのふれあいの増進を目指す。
・多様な動植物が生息・生育・繁殖する良好な自然環境の保全を図りつつ、失われるなどした河川環境の再生に努めるとともに、天竜川流域の豊かな
自然環境を背景とした、良好な景観の維持・形成に努める。
・関係機関と連携し、生活の基盤や歴史、文化、風土等を形成してきた天竜川流域の恵みを活かしながら、水辺に「にぎわい」を創り出し地域交流・連
携を進める。

社会経済
情勢等の
変化

・流域内人口は約72万人であり、近年は横ばいである。
・天竜川の堤防、高水敷利用者数は横ばいであり、年間約150万人の人々に利用されている。

事業の進
捗状況

（河輪水辺整備）　H24年度末事業費ベースで約88％である。

【自然再生】
・礫河原を再生することにより、河原固有な生物の生息・生育環境を再生を図る。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現

【水辺整備】
（河輪）
・河輪地区では、自治体・学校などによる河川清掃、水質調査、生物調査などの活動が行われており、地元住民の河川に対する関心が強い。
・当該地区では、堤防には階段が整備されておらず、河川敷も樹木が生い茂り、水辺へ安全に近づきにくい状況であった。
・河川管理の効率化、河川の安全な利活用を確保するため、堤防の階段、河川敷の樹木伐採等の整備を行った。また、子どもたちの環境学習の場とし
ても利用できるようにせせらぎ・ワンドの整備を行った。
（西鹿島）
・西鹿島地区は120年余の伝統ある「鹿島の花火」会場として、地域住民の憩いの場となっている。
・当該地区では、堤防には階段が整備されておらず、河川敷も草が生い茂り、水辺へ安全に近づきにくい状況であった。
・河川管理の効率化、河川の安全な利活用を確保するため、緩傾斜堤防、階段、低水護岸、多目的広場等の整備を行う。

＜達成すべき目標＞
【水辺整備】
・緩傾斜堤防や階段の整備、高水敷整備、樹木伐採などを実施することにより、親水やレクリエーションの場、地域活動の場、地域振興の場などとして
安全に利活用できる水辺空間の形成を図る。

【自然再生】
（天竜川）
・天竜川は元々礫河原主体の環境基盤であり、日本でも天竜川上流域のみに分布している希少種であるツツザキヤマジノギクや、カワラニガナ等の河
原固有の植物が生育するほか、イカルチドリ等の営巣に利用されている。
・洪水調節施設の整備による流況の安定化等により、樹林化が進行し、天竜川らしい砂礫河原の自然環境や景観が消失しつつある。
・外来植物の侵入が著しい。
・イカルチドリ等の繁殖の場や在来のツツザキヤマジノギク等、河原植物の生育・繁殖場等の環境が失われてきている。
・自然の営力で維持することのできる、礫河原での固有な生物の生息・生育環境を再生するため、①樹木の伐採、②砂州の切り下げ、③外来種の駆除
を実施する。
・地域住民と協働して、外来植物駆除等を継続し、河原固有種を保全する。

2.6

目的・
必要性

4.2
2.82.3

B/C

残事業費（+10%～-10%）

・施策目標：良好な水環境・水辺空間の形成・水と緑のネットワークの形成、適正な汚水処理の確保、下水道資源の循環を推進する

B:総便益
(億円)

1354 C:総費用(億円)

平成24年度

37 B/C B-C 53 EIRR
（％）

10.12.4

事業名
（箇所名）

天竜川総合水系環境整備事業
担当課長名 金尾　健司
担当課 水管理・国土保全局河川環 事業

主体
中部地方整備局

実施箇所

該当基準

【河輪水辺整備】　階段・坂路整備、ワンド整備、樹木伐採・除根、河岸整正、水路整備、散策路（市）、駐車場（市）、広場（市）
【西鹿島水辺整備】　緩傾斜堤防、低水護岸、高水敷公園（市）
【天竜川自然再生】　河道掘削、樹木伐開

再評価実施後一定期間(3年間)が経過している事業

事業諸元

静岡県浜松市
長野県飯田市、飯島町、伊那市、駒ヶ根市、高森町、中川村、松川町、宮田村

事業期間 平成17年度～平成29年度

総事業費
（億円）

約32 約13残事業費（億円）
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事業の進
捗の見込
み

地域と連携した取り組みにより、関係者と合意形成を図りながら進めていることから、事業の実施にあたっての支障はない。
・地域住民との意見交換会による意見聴取の実施。
・各種検討会による市民、行政、学識経験者が協働した対策の実施。（学識経験者の指導による外来植物の駆除体験など）
・地域と一体となった環境保全活動の実施。（地域住民参加による樹木伐採、自然観察会など）

対応方針
理由

投資効果等の事業の必要性、事業の進捗の見込み等から継続が妥当である。

対応方針

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

継続

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
　特になし。

＜長野県の意見・反映内容＞
　本事業に関する国の対応方針（原案）については、異存ありません。
　なお、当該事業の実施にあたっては、引き続きコスト縮減に努め、効果が早期に発現されるよう、事業の着実な推進をお願いします。

その他

自然再生事業のコスト縮減の可能性
①工事内で伐採する樹木の処分において、薪ストーブ等で再利用可能な幹を地元の方々に配布し処分費の低減を図る。
②事業予定区間において、ＮＰＯ法人や地元住民のボランティア協力を得て河川木を伐採し、伐採の必要な樹木量を減少させる。
事業実施した平成１７年度以降の累計では、
①の取り組みで工事費で約２３百万円相当のコスト縮減が図れた。
②の取り組みでも、工事費用に換算すれば約１百万円／年の作業を実施してもらっている。
今後の事業箇所においても同様な取り組みが可能である。
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B-C
(億円)

58

支払い意志額：296円/世帯・月　　受益世帯数：130,549世帯（豊川自然再生）

基準年度 平成24年度

41 B/C99 C:総費用(億円)

便益の主
な根拠

【自然再生】

【豊川総合水系環境整備事業】

事業全体
の投資効
率性

2.7

残事業の
投資効率

感度分析
工期（-10%～+10%）

2.7

事業の効
果等

EIRR
（％）

11.5B:総便益
(億円)

全体事業（Ｂ／Ｃ）
2.3

2.4

残事業（Ｂ／Ｃ）
2.6

・干潟、ヨシ原の再生箇所では生物が増加傾向にあり、下流域における多様な生態系の保全、再生が期待される。
・干潟等の水質浄化機能により、河川水質の改善への効果が期待されるとともに、伊勢湾・三河湾の環境浄化に寄与することが期待される。
・アサリやシジミ、エビ類、カレイ類（稚魚）などが生息・成長する場となり、漁業生産の向上に寄与することが期待される。

受益世帯数（-10%～+10%） 2.2
2.5 2.4

2.3
2.5

＜解決すべき課題・背景＞
●豊川下流域は、もともと低湿地で、干潟やヨシ原が広がり、アサリ等底生生物及びオオヨシキリなどの生物が生息する豊かな生態系が形成されていた。
しかし、宅地化、市街化の進行や河道整備により、かつて見られた干潟やヨシ原の環境が減少し、アサリ等底生生物やオオヨシキリなどの生物がすめる環
境が少なくなったことから、干潟やヨシ原の再生・創出を行い、多様な生態系の保全・再生を図る。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現

＜達成すべき目標＞
【自然再生】
　干潟、ヨシ原を再生することにより、多様な生物が生息・生育できる環境の再生を図る。

【自然再生】
・豊川下流域は、もともと低湿地で、干潟やヨシ原が広がり、アサリ等底生生物及びオオヨシキリなどの生物が生息する豊かな生態系が形成されていた。
・宅地化、市街化の進行や河道整備により、かつて見られた干潟やヨシ原の環境が減少し、アサリ等底生生物やオオヨシキリなどの生物がすめる環境が
少なくなった。
・豊川下流域の多様な生態系の保全・再生を図るため、干潟・ヨシ原の再生を行う。

目的・
必要性

2.5
2.72.2

B/C

事業費（+10%～-10%）

・施策目標：良好な水環境・水辺空間の形成・水と緑のネットワークの形成、適正な汚水処理の確保、下水道資源の循環を推進する

2.4B:総便益
(億円)

2663 C:総費用(億円)

事業名
（箇所名）

豊川総合水系環境整備事業
担当課長名 金尾　健司
担当課 水管理・国土保全局河川環境課 事業

主体
中部地方整備局

実施箇所

該当基準

【豊川自然再生】　ヨシ原再生、干潟再生

再評価実施後一定期間(3年間)が経過している事業

事業諸元

愛知県豊橋市、豊川市

事業期間 平成13年度～平成30年度

総事業費
（億円）

約39 約28残事業費（億円）

・ヨシ原・干潟の再生事業は、「豊川流域圏自然再生検討会」「豊川河口干潟利用促進協議会」等で学識経験者、ＮＰＯ団体等からの意見を踏まえて進め
るとともに、「三河湾流域圏再生行動計画」「伊勢湾再生行動計画」にも、三河湾へ流入する汚濁負荷量を削減する施策事業の１つとして位置付けられて
いることから、事業を進めるに際し支障はないと考える。

・水遊びや潮干狩りなど、川の自然とふれあう利用の増加が期待される。

【自然再生】

対応方針
理由

投資効果等の事業の必要性、事業の進捗の見込み等から継続が妥当である。

社会経済
情勢等の
変化

・豊川下流部に位置する豊橋市、豊川市では、近年、森林原野面積が減少し、宅地面積が増加している。
・豊川や豊川放水路での赤潮発生件数は減少傾向にある。
・川と海のクリーン大作戦への参加者は増加傾向にあり､地域住民の河川環境に対する関心の高まりが伺える｡

事業の進
捗状況

対応方針

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

（豊川自然再生）　H24年度末事業費ベースで約28％である。

継続

事業の進
捗の見込
み

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
　特になし。

＜愛知県の意見・反映内容＞
○「対応方針（原案）」案に対して異議ありません。
　なお、事業効果を確認しながら順応的な管理を行っていただくようお願いするとともに、一層のコスト縮減など、より効率的な事業推進にも努められるよう
お願いしたい。

その他

・ヨシ原の基盤造成及び干潟再生の養浜材料として、河道掘削による建設発生土にて対応することにより、　前回再評価以降で、約300万円のコスト縮減を
図っている。
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便益の主
な根拠

5.8

支払い意志額：212円/月・世帯　　受益世帯数：83,883世帯（大門水辺整備）

基準年度 平成24年度
B:総便益
(億円)

B-C(億
円)

60

【矢作川総合水系環境整備事業】

・施策目標：良好な水環境・水辺空間の形成・水と緑のネットワークの形成、適正な汚水処理の確保、下水道資源の循環を推進する

B:総便益

3.326 EIRR
（％）

（河口部自然再生） 支払い意志額：277円/月・世帯　　受益世帯数：54,901世帯

86 C:総費用(億円)

事業全体
の投資効
率性
残事業の

B/C

事業名
（箇所名）

矢作川総合水系環境整備事業
担当課長名 金尾　健司
担当課 水管理・国土保全局河川環境課 事業

主体
中部地方整備局

実施箇所

該当基準 再評価実施後一定期間(3年間)が経過している事業

事業諸元

愛知県西尾市、碧南市、岡崎市

【大門水辺整備】　坂路整備、高水敷整備、階段整備、親水護岸整備、公園整備（市）
【河口部自然再生】　ヨシ原再生、干潟再生

事業期間 平成15年度～平成32年度

総事業費
（億円）

約26 約15残事業費（億円）

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現

＜達成すべき目標＞
【水辺整備】
　親水護岸整備、高水敷整備などを実施することにより、親水やレクリエーションの場、地域振興の場などとして安全に利活用できる水辺空間の形成を図る。
【自然再生】
　干潟、ヨシ原を再生することにより、多様な生物が生息・生育できる環境の再生を図る。

【自然再生】
（矢作川河口部）
・砂利採取や護岸の整備などが昭和40～50年代を中心に行われた結果、河床が低下し、かつて見られた干潟やヨシ原が少なくなり、シギ・チドリ類をはじめと
した生物が生息できる環境が少なくなった。
・かつて見られた多様な生物が見られる環境を回復するには、干潟・ヨシ原を回復することが必要。
・矢作川河口部の多様な生態系の保全・再生を図るため、干潟・ヨシ原の再生を行う。

＜解決すべき課題・背景＞
●矢作川は、砂州が卓越する河川の中で、白い砂州、樹林、河口部の干潟、ヨシ原が広がっており、生物の生息場、人と川とのふれあいの場となっていた。し
かし、砂利採取による河床低下や護岸整備などによりこのような環境が減少したことから、河口部において干潟やヨシ原といった良好な河川環境の再生を図
る。また、中流部において人と川とがふれあえる場の創出を図ることを目的とする。

目的・
必要性

【水辺整備】
（大門）
・大門地区は、周辺に学校・住宅地を控えており、親水の必要性が高いエリアである。地域住民にも非常に親しみのあるふれあいの場になっており、良好な河
川景観を提供している。
・階段等がなく、水辺へ安全に近づくことができない。
・河川の持つ豊かな水辺環境の保全に努め整備を行う。また、高水敷での多様なレクリエーション活動、憩い交流の場としての整備を行う。

～ ～
～ ～
～ ～

【自然再生】

（大門）
・整備されたオープンスペースで、様々なスポーツやレクリエーション、散策等に利用されることが期待される。
・水辺に安全に近づけることで、子どもから大人まで、川とのふれあいの場となることが期待される。
・自然の水際となり、良好な水辺景観が形成されるようになる。
・環境学習などの場として利用できるようになる。
・堤内地の堤下公園、大門公園と一体となった利用ができるようになる。

【自然再生】

（矢作川河口部）
・多様な生物の生息・生育場が広がることにより生息する生物種が増加傾向を示し、多様な生態系が再生される。
・干潟では、アサリなどの生物による水質改善が期待される。
・野鳥観察などの自然とのふれあいや環境学習の場、潮干狩りの場など、さまざまな利用が行われることが期待される。

【水辺整備】

2.9

【水辺整備】

残事業（Ｂ／Ｃ）

2.4 3.2
3.1

全体事業（Ｂ／Ｃ）
2.3

3.3
受益世帯数（-10%～+10%） 2.4

残事業費（+10%～-10%）

B:総便益
(億円)

1335 C:総費用(億円)

3.5

2.7

事業の効
果等

2.6
3.73.0

B/C残事業の
投資効率

感度分析
残工期（-10%～+10%）

2.9

対応方針
理由

投資効果等の事業の必要性、事業の進捗の見込み等から継続が妥当である。

社会経済
情勢等の
変化

・沿川市町村人口は約120万人であり、増加傾向である。
・矢作川の高水敷の利用者数は増加傾向にあり、河川空間に対する利用ニーズが拡大している。

事業の進
捗状況

対応方針

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

（大門）　H24年度末事業費ベースで約81％である。

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
　特になし。
＜愛知県の意見・反映内容＞
○「対応方針（原案）」案に対して異議ありません。
　なお、事業効果を確認しながら順応的な管理を行っていただくようお願いするとともに、一層のコスト縮減など、より効率的な事業推進にも努められるようお願
いしたい。
　また、既得水利の合理化・転用についても、指定区間や三河湾を含めた矢作川全体の河川環境の総合的な改善のために調査等を行って頂くようお願いした
い。

その他

・干潟再生の養浜材料として、河道掘削による建設発生土にて対応することにより、前回評価以降、約２千万円のコスト縮減を図っている。

継続

事業の進
捗の見込
み

・河口部自然再生事業は、「矢作川自然再生計画勉強会」で学識者、有識者からの意見を踏まえて進めるとともに、地域住民との協働によるヨシ植えを実施し
ており、地域と連携して進めている。また、「三河湾流域圏再生行動計画」にも三河湾の水質改善への施策事業の一つとして位置づけられている。
・大門水辺整備事業は、岡崎市によるワークショップにより市民の意見を取り入れながら事業を進めている。
・これより、事業の実施にあたっての支障はないと考える。

（矢作川河口部）　H24年度末事業費ベースで約21％である。
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B:総便益
(億円)

34 B-C
（億円）

17

（宮川勢田川水辺整
（昼田地区水辺整備）

支払い意志額：221円/世帯・月　　受益世帯数：56,838世帯
支払い意志額：177円/世帯・月　　受益世帯数：33,988世帯

便益の主
な根拠

【宮川総合水系環境整備事業】

基準年度 平成24年度
EIRR
（％）

9.2C:総費用(億円) 2.017 B/C

事業全体
の投資効
率性

＜解決すべき課題・背景＞
・宮川・勢田川は古くから伊勢神宮との関わりが深く、渡し跡などの歴史文化資源が残されているが、高水敷に不連続な区間が存在するなどにより、連続
的・広域的な活用が妨げられていた。
・宮川・勢田川に残されている自然環境や歴史文化資源を活用し、連続的に利用できる河川空間を整備することにより、伊勢神宮をはじめとした周辺の歴
史文化資源との連携を図り、地域の魅力の向上と活力ある都市空間の形成に寄与することを目的とする。

＜達成すべき目標＞
【水辺整備】
　親水護岸整備、高水敷整備などを実施することにより、親水やレクリエーションの場、地域振興の場などとして安全に利活用できる水辺空間の形成を図
る。

【水辺整備】
（宮川勢田川地区）
・宮川や勢田川には、伊勢神宮と関わる渡し跡や舟運、また古い街並みなど、さまざまな歴史的な資源が点在している。
・平成25年の式年遷宮に向けて、伊勢市では、歴史ある街並みの散策や既存の観光スポットを活用し、市街地整備と一体となった水辺整備により、川が
都市の賑わいの中心となるような魅力ある水辺の創出を行うこととしている。
・高水敷には樹木が繁茂し、連続した利用ができない。また、水辺に近づけず、安全な利用が妨げられている。
・勢田川の護岸は、一部未整備な区間が存在し、連続した利用が妨げられている。
・宮川、勢田川において、広い高水敷の整備や既存施設を活用し、散策などによる連続的な利用ができる水辺空間整備といった、基盤の整備を実施す
る。

（昼田地区）
・隣接する川端地区では、伊勢地区かわまちづくりにより整備が行われており、連続した利用による利用拡大が見込まれる。
・玉城町により、広い高水敷の活用が望まれている。
・河川空間管理計画では、自然利用ゾーンとして位置付けられており、自然とのふれあいの場としての利用が求められている。
・樹木が繁茂し、高水敷を利用できない。また、階段などがなく、水辺に近づけないため、安全な利用が妨げられている。
・宮川の自然を活かした利用空間の整備を図る。
・水辺に安全に近づけるよう、親水護岸の整備を行う。

目的・
必要性

・施策目標：良好な水環境・水辺空間の形成・水と緑のネットワークの形成、適正な汚水処理の確保、下水道資源の循環を推進する

＜政策体系上の位置付け＞

・政策目標：良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現

事業名
（箇所名）

宮川総合水系環境整備事業
担当課長名 金尾　健司
担当課 水管理・国土保全局河川環境 事業

主体
中部地方整備局

実施箇所

該当基準

【宮川勢田川水辺整備】　管理用通路整備、低水護岸整備、高水敷整正、緩傾斜堤防整備、護岸整備
【昼田地区水辺整備】　管理用通路整備、低水護岸整備、高水敷整正、多目的広場整備（町）

再評価実施後一定期間(3年間)が経過している事業

事業諸元

三重県伊勢市、玉城町

事業期間 平成19年度～平成27年度

総事業費
（億円）

約15 約3.7残事業費（億円）

～ ～
～ ～
～ ～

(億円)

【水辺整備】

（億円）
残事業の
投資効率

感度分析
残工期（+10%～-10%）

3.9

（％）

事業の効
果等

B:総便益
(億円)

残事業（Ｂ／Ｃ）
1.9

全体事業（Ｂ／Ｃ）
3.4

3.7

率性

4.1

（宮川勢田川）
・宮川、勢田川で水辺を安全・快適に利用できるようになり、水と親しみやすくなることが期待される。
・伊勢神宮などの周辺観光地と連続した利用ができるようになり、さらなる利用の活性化が期待される。
・安全で利用しやすくなることから、環境教育などの場としての利用の拡大が期待される。

（昼田地区）
・宮川の高水敷を安全・快適に利用できるようになり、スポーツやレクリエーション、地域住民の憩いの場となることが期待される。
・安全に川に近づけるようになることから、宮川の自然環境にふれあえる場となり、自然を活かした環境教育や自然観察の場としての利用の拡大が期待さ
れる。
・隣接する利用拠点と連続した利用ができるようになり、さらなる利用の活性化が期待される。

受益世帯数（-10%～+10%）

【水辺整備】

3.2

（宮川勢田川）

（昼田地区）
・H24年度末事業費ベースで約0％である。

対応方針
理由

投資効果等の事業の必要性、事業の進捗の見込み等から継続が妥当である。

社会経済
情勢等の
変化

・宮川下流部の人口は、近年ほぼ横這いであるが、世帯数は増加している。
・伊勢神宮の入込客は、平成16年以降増加傾向であり、平成25年の式年遷宮に向けて、さらなる観光客の増加が期待される。
・宮川流域ルネッサンスの取り組みである、流域案内人による生物観察や清掃活動、デイキャンプなどの行事やその参加者数は年々増加しており、宮川
を訪れる人は増加している。

事業の進
捗状況

対応方針

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

・H24年度末事業費ベースで約75％である。

継続

事業の進
捗の見込
み

・宮川勢田川水辺整備事業では、伊勢市との調整のもと、計画が進められている。また、地域と一体となった環境保全活動（勢田川の浄化活動など）を実
施している。このようなことから、今後事業を進めるにあたって大きな支障はないと考える。
・昼田地区水辺整備事業では、平成25年度から事業に着手する予定であり、玉城町においても事業計画が進められている。

2.0

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
　特になし。

＜三重県の意見・反映内容＞
・本事業は、宮川水系が有する魅力ある歴史文化や豊かな自然環境を安全に利活用できる水辺空間形成のために必要な事業です。今後も引き続き、本
県と十分な調整をしていただき、効率的な事業執行によるコスト縮減と早期完成に向けた事業の確実な推進をお願いします。

その他

・御薗地区の樹木伐開により発生する樹木は、一般への無料配布により処分費の削減を図るものとし、約100万円のコスト縮減が見込まれる。

2.21.8

B/C

残事業費（+10%～-10%）

3.814 C:総費用(億円)
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便益の主
な根拠

【自然再生】　　支払い意志額 ＝ 256円/世帯/月、受益世帯数 ＝ 29,655世帯
【水辺整備】　　年間利用者数の増加 ＝ 448,338人

目的・必要
性

事業全体 基準年度

再評価実施後一定期間（３年間）が経過している事業

事業期間 平成18年度～平成29年度

約3.2

実施箇所 岡山県岡山市、和気町

事業諸元

【自然再生】
・瀬戸(せと)箇所［H18～H26（予定）］　産卵場整備、堤外水路整備
【水辺整備】
・西大寺(さいだいじ)箇所(上流)［計画］　坂路、河川管理用通路
・田原(たわら)箇所［計画］　護岸、高水敷整正、階段

該当基準

総事業費
（億円）

約7.2 残事業費（億円）

平成２４年度

＜解決すべき課題・背景＞
・吉井川水系は、岡山県東部に位置し、その源を岡山県苫田郡鏡野町の三国山（標高1,252m）に発し、奥津渓を抜けた後、津山盆地を東流し、津山
市で香々美川、加茂川等の支川を合わせた後、吉備高原の谷底平野を南流、赤磐市で吉野川、和気郡和気町で金剛川等の支川を合わせ岡山平野
を流下し、岡山市西大寺で児島湾の東端に注ぐ、幹川流路延長133km、流域面積2,110km2の一級河川である。流域内の下流部では早くから文化が
開け、奈良時代から平安時代にかけ旺盛な開拓が展開され、また、津山と岡山を結ぶ高瀬舟の利用とあいまって地方有数の河港として繁栄する等、
吉井川は地域の文化、経済の発展を支えてきた。吉井川の河川敷には、数多くのスポーツ施設や公園が整備されており、多くの市民にスポーツや散
策に利用されている。
【自然再生】
《瀬戸箇所》
・国の天然記念物である「アユモドキ」は、かつて岡山県内に広く生息していたが、近年著しく減少している。減少の要因として、隠れ家の減少、工作物
による移動の妨げ、外来種による捕食など、アユモドキの生息環境の悪化が考えられる。
【水辺整備】
《西大寺箇所(上流)》
・西大寺箇所(上流)では、堤防天端は交通量が多くなっており、河川管理用通路がなく、坂路も少ないため、安全に水辺を利用することができない状
況である。
《田原箇所》
・田原箇所は、雑草や雑木が繁茂し河川敷に下りる階段や通路もないため安全に水辺を利用することができない状況である。
＜達成すべき目標＞
【自然再生】
《瀬戸箇所》
・産卵場や移動経路の整備によって、アユモドキの生息・繁殖環境の改善を図る。
【水辺整備】
《西大寺箇所(上流)》
・河川巡視など河川管理機能の向上と水辺利用者が安全に水辺空間を利用できるようにする。
《田原箇所》
・河川巡視など河川管理機能の向上と水辺利用者が安全に水辺空間を利用できるようにする。
＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現。
・施策目標：良好な水環境・水辺空間の形成・水と緑のネットワークの形成、適正な汚水処理の確保、下水道資源の循環を推進する。

金尾　健司
事業名
（箇所名）

吉井川総合水系環境整備事業 担当課 水管理・国土保全局河川環境 事業
主体

中国地方整備局
担当課長名

～ ～
～ ～
～ ～

対応方針
理由

・事業の必要性、重要性は変わらないと考えられるため、事業継続が妥当である。
・今後の事業実施にあたっては、地域との協力体制を確立するとともに、新技術･新工法等を活用し、コスト縮減に引き続き取り組み、効率的かつ効果
的な事業の執行に努める。

社会経済
情勢等の
変化

・吉井川流域の人口は岡山市において増加傾向が見られるが、その他の市町については緩やかな減少傾向が続いている。
・整備箇所は地域イベント等が行われ、多くの住民に利用されているとともに、地域が主体となった「吉井川一斉清掃」が行われているなど、住民の吉
井川に対する関心は高いものとなっている。

事業の進
捗状況

【自然再生】
《瀬戸箇所》
・事業の進捗率は88％である。
【水辺整備】
《西大寺箇所(上流)》《田原箇所》
・計画段階であり事業の進捗率は0%である。

事業の進
捗の見込
み

《瀬戸箇所》
・瀬戸箇所においては「吉井川瀬戸地区自然再生協議会」の中で、専門家、地域住民の意見を取り入れながら事業を実施しており特に問題はない。
《西大寺箇所（上流）》《田原箇所》
・地域の河川利用に資する水辺環境整備の要望は強く、地域計画や地域からの意見を取り入れながら、協力体制を確立し事業を実施していく予定で
あり、特に問題はない。

対応方針

・瀬戸箇所においては、「吉井川瀬戸地区自然再生協議会」の中での専門家、地域住民の意見を取り入れながら、事業を実施している。
・西大寺箇所（上流）、田原箇所の整備にあたっては、伐採木の無料配付を行い、コスト縮減に努める。
・事業の進捗状況、費用対効果を鑑み、継続実施が妥当であり、現状での代替案を検討する必要はないと考えている。

8.9
感度分析 残事業費（+10%～-10%）

B/CB:総便益
(億円)

C:総費用(億円) 3.146

7.9

8.4

資産（+10%～-10%） 16.4
8.7残工期（+10%～-10%） 14.8

残事業（Ｂ／Ｃ）

残事業の
投資効率

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
・対応方針（原案）は妥当。
＜都道府県の意見・反映内容＞
・妥当である。

16.4

継続

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

13.4

事業の効
果等

【自然再生】
《瀬戸箇所》
・アユモドキの生息・繁殖環境の改善を行うことにより、種の保全を図る。
【水辺整備】
《西大寺箇所(上流)》
・坂路や河川管理用通路の整備を行うことにより、河川管理機能の向上、散策等の日常利用の他、安全に水辺の利用ができるようになる。
《田原箇所》
・高水敷整正、護岸や階段の整備を行うことにより、河川管理機能の向上と、安全な水辺の利用が可能となる。

15.0

全体事業（Ｂ／Ｃ）
9.1

9.6

事業全体
の投資効
率性

基準年度

7.5B:総便益
(億円)

65 EIRR（％）C:総費用(億円) 8.8 58

13.7

平成２４年度

B/C 26.6B-C

14.9
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吉井川総合水系環境整備事業：位置図

区分 № 河川名 事業名 市町 事業年
度

事業内容 事業費
(百万円)

再
評

吉井川 瀬戸箇所 岡山市 H18～
26
（予定）

・産卵場整備、
堤外水路整備

445

1

③田原箇所
せ と

価 （予定）
0

吉井川 西大寺
箇所
(上流)

岡山市 計画 ・坂路、河川管理用通路 160

0
2

1

①瀬戸箇所

⑧熊山箇所さいだいじ

た わ ら吉井川 田原箇所 和気町 計画 ・護岸、高水敷整正、
階段

111

0

フ
ォ

吉井川 新地箇所 岡山市 H13～
14

・水制工、護岸、階段、
坂路、高水敷整正

142

3

4

⑦瀬戸箇所
(下流)

た わ ら

し ん ち

ロ
ー
ア
ッ
プ

0

吉井川 西大寺
箇所
(下流)

岡山市 H18 ・河川管理用通路、坂路、
階段、高水敷整正

80

0

5
⑥豆田箇所

②西大寺箇所
（上流）

さいだいじ

吉井川 豆田箇所 瀬戸内市 H13～
15

・護岸、階段、坂路、
河川管理用通路、
高水敷整正

200

・トイレ、遊具 18

吉井川 瀬戸箇所 岡山市 H12～ ・護岸 高水敷整正 290

6

⑤西大寺箇所
(下流)

凡 例

ま め だ

せ と
吉井川 瀬戸箇所

(下流)

岡山市 H12
14

・護岸、高水敷整正 290

・東屋、トイレ 164

吉井川 熊山箇所 赤磐市 H16～
17

・階段、坂路、
河川管理用通路、
高水敷整正

110

7

8

④新地箇所
緑：計画（②、③）

黒：完成（④～⑧）

【再評価】

【フォローアップ】

赤：整備中（①）
くまやま

0

赤字：整備中 緑字：計画 黒字：整備済 上段：国土交通省整備
下段：地元自治体整備

黒：完成（④ ⑧）
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～ ～

実施箇所 岡山県岡山市

事業諸元
【水辺整備】
・古京（下流）（ふるぎょうかりゅう）箇所［計画］　(国)護岸、階段、坂路　(自)遊歩道
・牧石(まきいし)箇所［計画］　護岸、河床掘削、高水敷整正、河川管理用通路、階段

該当基準 社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業

金尾　健司
事業名
（箇所名）

旭川総合水系環境整備事業 担当課 水管理・国土保全局河川環境 事業
主体

中国地方整備局
担当課長名

平成２４年度

総事業費
（億円）

約6.1

＜解決すべき課題・背景＞
・旭川は、岡山県の中央部に位置し、その源を岡山県真庭市蒜山の朝鍋鷲ヶ山（標高1,081ｍ）に発し、途中、新庄川、目木川、備中川等の支川
をあわせて南流し、岡山市御津において宇甘川を合流し、岡山市三野において百間川を分派した後、岡山市の中心部を貫流して児島湾に注ぐ、
流域面積1,810km2、幹川流路延長142kmの一級河川である。
旭川の下流部には岡山県の県庁所在地である岡山市が位置し、日本三名園の一つである後楽園があるなど、岡山県の観光拠点として賑わって
いる。また、旭川、百間川の高水敷には、数多くのスポーツ施設や公園が整備されており、多くの市民にスポーツや散策に利用されている。
【水辺整備】
《古京(下流)箇所》
・古京(下流)箇所は、整備された坂路や階段が少なく、水辺に近づきにくい場所があるほか、桜の根が張り出し強風時には倒木の可能性がある。
《牧石箇所》
・牧石箇所は、雑草や雑木が繁茂し河川敷に下りる階段や通路もないため安全に水辺を利用することができない状況である。
＜達成すべき目標＞
【水辺整備】
《古京(下流)箇所》
・河川巡視など河川管理機能の向上と水辺利用者が安全に水辺空間を利用できるようにする。
《牧石箇所》
・河川巡視など河川管理機能の向上と水辺利用者が安全に水辺空間を利用できるようにする。
＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現。
・施策目標：良好な水環境・水辺空間の形成・水と緑のネットワークの形成、適正な汚水処理の確保、下水道資源の循環を推進する。

約6.1 残事業費（億円）

便益の主
な根拠

事業全体
の投資効
率性

基準年度
B:総便益
(億円)

【水辺整備】
支払い意志額 ＝ 227円/世帯/月、受益世帯数 ＝ 241,242世帯
年間利用者数の増加 ＝ 1,069,026人

目的・必要
性

事業期間 平成25年度～平成29年度

全体事業（Ｂ／Ｃ）
23 3

94.26.3 B/C

6.3

25.3

B/C

B-C 154 EIRR
（％）

25.3

C:総費用(億円)

B:総便益
(億円)

C:総費用(億円)160残事業の
投資効率

160

感度 析

残事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 27 7～ ～

～ ～
～ ～

23.3

・計画段階であり事業の進捗率は0%である。

27.8

事業の効
果等

対応方針
理由

・事業の必要性、重要性は変わらないと考えられるため、事業継続が妥当である。
・今後の事業実施にあたっては、地域との協力体制を確立するとともに、新技術･新工法等を活用し、コスト縮減に引き続き取り組み、効率的かつ
効果的な事業の執行に努める。

事業の進
捗の見込
み

社会経済
情勢等の
変化

・旭川流域の人口は岡山市において増加傾向が見られるが、その他の市町については緩やかな減少傾向が続いている。
・整備箇所は地域イベント等が行われ、多くの住民に利用されているとともに、地域が主体となった「旭川一斉清掃」が行われているなど、住民の
旭川に対する関心は高いものとなっている。

22.8
【水辺整備】
《古京(下流)箇所》
・桜並木の存続や周辺の景観に配慮して護岸、階段、坂路等の整備を行うことにより、水辺に近づきやすくし、倒木を防ぐことで、安全に水辺の利
用ができるようになる。
《牧石箇所》
・護岸の整備や高水敷整正を行うことにより、河川管理機能の向上、散策等の日常利用の他、安全に水辺の利用ができるようになる。

感度分析

資産（+10%～-10%）
残工期（+10%～-10%）

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
・対応方針（原案）は妥当。
＜都道府県の意見・反映内容＞
・妥当である。

残事業費（+10%～-10%）

・地域の河川利用に資する水辺整備に対する要望は強く、地域計画や地域からの意見を取り入れながら、協力体制を確立し事業を実施すること
としており、特に問題はない。

対応方針 継続

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

・整備後の除草作業や清掃などについて地元と協力体制を確立することで、管理コスト縮減を図る。
・牧石箇所の整備にあたっては、伐採木の無料配布を行い、コスト縮減を図る。
・事業の進捗状況、費用対効果を鑑み、継続実施が妥当であり、現状での代替案を検討する必要がないと考えている。

27.7

事業の進
捗状況
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旭川総合水系環境整備事業：位置図

区分 No. 河川名 事業名 市 事業年度 事業内容
事業費

(百万円)

(国)護岸、階段、坂路 269ふるぎょうかりゅう

再評価

旭川 【水辺整備】古京(下流)箇所 岡山市 計画
(国)護岸、階段、坂路 269

(自)遊歩道 145

旭川 【水辺整備】牧石箇所 岡山市 計画
護岸、河床掘削、高水敷整正、河
川管理用通路、階段

200

ふるぎょうかりゅう

1

2

まきいし

②牧石箇所

①古京(下流)箇所

岡山市

百間川 凡 例
旭 川

百間川 凡 例

【再評価】

緑：計画
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～ ～
～ ～
～ ～2.0 2.5

事業の効
果等

・泉が避難場所や再生産の場として機能する｡
・霞堤が持つネットワーク機能が再生する｡
・ヨシ原が生育し野鳥の休息場等として機能する｡
・環境学習の場の提供となる｡

2.5 3.0
2.7 2.8 2.3

残事業（Ｂ／Ｃ） 全体事業（Ｂ／Ｃ）

B/C

感度分析
残工期（+10%～-10%）

19

2.42.2残事業費（+10%～-10%） 2.6 2.9

年便益（-10%～+10%）
2.2

B:総便益
(億円)

C:総費用(億円) 2.7

C:総費用(億円)

残事業の
投資効率

B:総便益
(億円)

53

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成２４年度

110 6148 B/C B-C EIRR
（％）

82.3

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
重信川では、河川環境を巡るさまざまな問題が顕在化し、良好な自然環境が減少している｡
・瀬切れ：気象、水利用形態等の変化による瀬切れ区間・期間の拡大｡
・水質の悪化：生活排水等の影響による水質の悪化｡
・植生の減少：川沿いの市街化の進展や河川堤防の築造等による河畔林等の減少、外来種拡大｡
・失われつつある泉：泉の消滅や現存する泉の環境の悪化｡
・干潟の環境悪化：干潟のヨシ原、河畔林の減少｡
・霞堤開口部の環境悪化：川と堤防を結ぶ霞堤開口部の環境悪化による良好な生物の生息環境の減少｡

＜達成すべき目標＞
・現在も残る河口部や泉などの自然を保全し、より良好な自然環境へと再生するとともに、霞堤開口部の湿地再生、河川内湧水の再生、
沿川の泉等との連携や緑化の推進を図ることにより「水と緑のネットワーク」を形成し、多様な生物の生息・生育・繁殖環境の拡大を図る。
また、整備した箇所において、地元小中学生等の環境学習の場として活用を図る。

＜政策体系上の位置付け＞・・・本省対応
・政策目標：良好な生活環境、自然環境形成、バリアフリー社会実現
・施策目標：良好な水環境・水辺空間の形成・水と緑のネットワークの形成、適正な汚水処理の確保、下水道資源の循環を推進する。

便益の主
な根拠

ＣＶＭ
支払い意志額：月額346円、受益世帯数：149,290世帯

事業期間 平成13年度～平成29年度

総事業費
（億円）

約41 残事業費（億円） 約20

再評価実施後一定期間（３年間）が経過している事業

事業諸元 【重信川自然再生】泉・霞堤の再生、水辺植生の保全・再生、河口干潟の保全再生

実施箇所 愛媛県松山市、東温市

該当基準

事業名
（箇所名）

重信川総合水系環境整備事業 担当課 水管理・国土保全局河川環境 事業
主体

四国地方整備局
金尾 健司担当課長名

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
・「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である｡
＜都道府県の意見・反映内容＞
・重信川総合水系環境整備事業は、重信川の良好な河川環境の保全、再生のため必要な事業であり、事業の着実な促進をお願いします｡

・地域住民等による河川清掃や地域の意見を取り入れて、地域住民、NPO等団体、大学、行政が連携して事業を進め、
地域が一体となって維持管理を行うことにより、更なるコスト縮減を図る。
・現在の計画は地域の意見を反映したものであり、他の代替案の可能性は考えられない。

対応方針
理由

・投資効果等の事業の必要性、事業の進捗の見込み等から継続が妥当である。

・新たな整備箇所についても、学識・ＮＰＯ・地域住民・行政によるワークショップ等を開催して、コスト縮減を図りながら計画づくり、
施工、モニタリング、維持管理を実施していく予定である。
・事業実施箇所については、引き続き学識・ＮＰＯ・地域住民・行政が連携してモニタリング調査を実施していく予定である。

・松山中央公園の開園、松山自動車道４車線化により、重信川周辺に多くの人が訪れるため、重信川の自然環境保全・再生が望まれている。
・東温市が実施する里山的自然環境を保全する事業と連携し、地域の活性化、自然環境の保全が期待されている。
・重信川クリーン大作戦、自然観察会など地域が連携し、維持管理する活動が行われている。

事業の進
捗状況

対応方針 継続

事業の進
捗の見込
み

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

・河口ヨシ原、河畔林の再生　　：平成20年度着手、平成23年度（Ⅰ期）完成
・松原泉の再生　　　　　　　　　　：平成16年度着手、平成18年度完成
・広瀬霞の再生　　　　　　　　　　：平成18年度着手、平成19年度完成
・開発霞の再生　　　　　　　　　　：平成24年度実施中
・進捗率：約５１％

社会経済
情勢等の
変化
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整備前
 

位 置 図

重信川総合水系環境整備事業重信川総合水系環境整備事業

 

香川県

松山市

東温市

石手川

愛媛県 高知県 

徳島県

香川県 

 

松前町
重信川

砥部町 
伊予市

直轄区間項 目 内 容 直轄区間

重信川流域

項 目 内 容

流路延長 重信川36km（うち直轄管理区間17.2km）
石手川28km（うち直轄管理区間3.3km）

流域の土地利用状況 山林等（約70％）、田畑等（約20％）、宅地等（約10％）

流域関係市町 松山市、伊予市、東温市、松前町、砥部町

想定氾濫危険区域内人口 約330,000人

年平均降雨量 約1,300mm

流域の主な産業 化学工業、製造業、農業 - 101-



～ ～
～ ～
～ ～

金尾 健司
事業名
（箇所名）

仁淀川総合水系環境整備事業 担当課 水管理・国土保全局河川環境 事業
主体

四国地方整備局
担当課長名

実施箇所 高知県いの町

事業諸元 【相生川水環境整備】　水質浄化施設整備

該当基準 再評価実施後一定期間（３年間）が経過している事業

事業期間

約9.5億円 残事業費（億円）
総事業費
（億円）

平成13年度～平成26年度

約0.51億円

ーC:総費用(億円)

平成２４年度

B/C 1.8 13億円 EIRR
（％）

事業の効
果等

・仁淀川の白濁感の解消
・仁淀川の透明感の改善
・仁淀川の良好な景観の維持

残事業費（+10%～-10%）
残工期（+10%～-10%）
資産（-10%～+10%）

1.6
1.8

1.81.9

基準年度
B:総便益
(億円)

29億円 B-C16億円

感度分析 1.8

＜解決すべき課題・背景＞
・仁淀川の支川相生川の水質は劣悪（白濁化）で、合流点より下流では、白濁水が流下し、汚濁物が堆積するなど
　水質・景観上の問題が顕在化している。
・合流点の下流側には上水（高知市、いの町）取水施設があるため､地域住民から問題視されている｡
・仁淀川漁協は、近年のアユ遡上の減少を懸念している｡

＜達成すべき目標＞
・白濁感の解消並びに透明度の改善、良好な景観の維持の達成のため､目標水質項目を、SS１０mg/Ｌとする。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：良好な生活環境、自然環境形成、バリアフリー社会実現
・施策目標：良好な水環境・水辺空間の形成・水と緑のネットワークの形成、適正な汚水処理の確保、下水道資源の循環を推進する。

目的・必要
性

1.8

便益の主
な根拠

残事業の
投資効率

1.8 1.8

C:総費用(億円) 0.71億円 B/C

代替法（下水道施設を代替対象）代替法による　〔代替施設：下水道施設（急速ろ過施設）、浄化流量0.54m3/s、標準SS除去率約60％〕

事業全体
の投資効
率性

1.3億円

残事業（Ｂ／Ｃ）

1.7

B:総便益
(億円)

全体事業（Ｂ／Ｃ）

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

・脱水ケーキの有効利用を検討し、処分費等の維持管理費用の縮減を図る。

・水質浄化施設：平成18年度に着手し、平成22年度完成
・堆積物処理施設：平成18年度に着手し、平成22年度完成
・モニタリング：平成23年度に着手し、現在実施中
・実証実験（効率的管理方法）：平成24年度に着手し、現在実施中
・進捗率：約９５％

対応方針
理由

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
・「事業継続」とする事業者の判断は「妥当」である｡
＜都道府県の意見・反映内容＞
・ 事業継続に異議はありません。本県を代表する清流の一つである仁淀川の水質保全のため、
　水質改善目標の達成に向け、より一層の事業進捗をお願いします。

継続

社会経済
情勢等の
変化

事業の進
捗状況

事業の進
捗の見込
み

対応方針

・投資効果等の事業の必要性、事業の進捗の見込み等から継続が妥当である。

・高知西バイパスの整備により、仁淀川がいの大橋から眺望できるようになるため、仁淀川の白濁感の解消が望まれている。
・NHKスペシャル「仁淀川～青の神秘～」で仁淀川が紹介され、清流の知名度がアップし、仁淀川エコツアー等の河川利用が益々盛んになってい
る。

・流入ＳＳ濃度が当初計画を上回っているが、公共下水道の整備及び製紙会社への働きかけも含め、関係機関が協力して取り組んでいく。
・堆積汚泥の処理効率を向上するため、汚泥の引抜き方法、処理サイクル等の実証実験を引き続き行う｡
・モニタリング及び実証実験を継続し、平成26年度には最適な運用方法の確立を図る。
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位 置 図

仁淀川総合水系環境整備事業
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目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
【水辺整備】
・草木の繁茂や河岸の急勾配等により水辺に近づきにくい状況にあることから、護岸、高水敷整正、階段、坂路等を整備するなど、河川利用面
での安全性の向上が必要。
【自然再生】
・既設魚道の落差が大きいこと等により魚類が遡上しくい状況であることから、魚類等の遡上・降下環境の改善が必要。
・近年河川改修等に伴い湿地が減少していることから、湿地環境の保全・再生が必要。
・排水樋管と河川（低水路）との落差が大きく、堤内側と堤外側の魚類の移動が困難となっていることから、樋管等における排水路改良等が必
要。

＜達成すべき目標＞
【水辺整備】
・護岸、高水敷整正、階段、坂路、管理用通路等を整備することにより、河川利用面での安全性が向上に寄与する。
【自然再生】
・既設魚道の改良、多自然魚道等を整備することにより、魚類等の生息環境（遡上・降下環境）の改善に寄与する。
・掘削等を実施することにより、氾濫原的湿地を保全・再生し、生物の生息・生育環境の改善に寄与する。
・樋管における排水路改良等を実施することにより、堤内側と堤外側の魚類の移動等の連続性を確保し、魚類等の生息・生育環境の改善に寄
与する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現。
・施策目標：良好な水環境・水辺空間の形成・水と緑のネットワークの形成、適正な汚水処理の確保、下水道資源の循環を推進する。

算出

事業期間 平成16年度～平成32年度

総事業費
（億円）

約43 残事業費（億円） 約12

実施箇所 福岡県 北九州市、中間市、直方市、田川市、芦屋町、福智町、大任町、宮若市、小竹町

該当基準 再評価実施後一定期間（３年間）が経過している事業

事業諸元

【水辺整備】
　（芦屋地区）水制工、階段工、管理用通路
　（香月地区）護岸工、河床整正、管理用通路
　（赤池地区）管理用通路、階段工
　（後藤寺地区）階段工、階段護岸、高水敷整正
　（大任地区）河岸保護工、階段工、坂路工、管理用通路
【自然再生】
　（遠賀川河口堰魚道改良）既設魚道改良、多自然魚道新設、モニタリング調査
　（中島自然再生）掘削、管理用通路、モニタリング調査
　（遠賀川水系エコロジカルネットワーク再生）排水路改良､管理用通路､モニタリング調査

事業名
（箇所名）

遠賀川総合水系環境整備事業 担当課 水管理・国土保全局河川環境課 事業
主体

九州地方整備局
担当課長名 金尾　健司

～ ～
～ ～
～ ～

13.6

事業の効
果等

12.2 14.9 8.2 10.1
当該事業を実施することにより、
・河川管理用通路や護岸、階段、坂路等を整備することにより、河川利用面での安全性が向上する。
・既設魚道の改良、多自然魚道を整備することにより、魚類等の生息環境（遡上・降下環境）が改善する。
・掘削等の整備することにより、氾濫原的湿地が再生し、生物の生息・生育環境が改善する。
・樋管等における排水路改良等を実施することにより、堤内側と堤外側の魚類の移動等の連続性を確保し、魚類等の生息・生育環境が改善す
る。

15.1 8.9 9.4
残工期（+10%～-10%） 13.8 13.4 9.2 9.1
資産（-10%～+10%）

感度分析

残事業（Ｂ／Ｃ） 全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 12.4

EIRR
（％）

40.1

B/C

C:総費用(億円) 46 B/C 9.1 B-C 377

残事業の
投資効率

B:総便益
(億円)

148 C:総費用(億円) 11

便益の主
な根拠

ＣＶＭにて算出
　【水辺整備】
　　（芦屋地区）
　　　・支払意思額：283円/月/世帯
　　　・受益世帯数：52,798世帯
　　（香月地区）
　　　・支払意思額：283円/月/世帯
　　　・受益世帯数：152,610世帯
　　（赤池地区）
　　　・支払意思額：283円/月/世帯
　　　・受益世帯数：50,024世帯
　　（後藤寺地区）
　　　・支払意思額：283円/月/世帯
　　　・受益世帯数：47,430世帯
　　（大任地区）
　　　・支払意思額：283円/月/世帯
　　　・受益世帯数：23,480世帯
　【自然再生】
　　（遠賀川河口堰魚道改良）
　　　・支払意思額：372円/月/世帯
　　　・受益世帯数：82,544世帯
　　（中島自然再生）
　　　・支払意思額：150円/月/世帯
　　　・受益世帯数：163,526世帯
　　（遠賀川水系エコロジカルネットワーク再生）
　　　・支払意思額：359円/月/世帯
　　　・受益世帯数：18,745世帯

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成２４年度
B:総便益
(億円)

423
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その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
・特になし。ただし、総合水系環境整備事業については、事業の内容を精査し、さらなるコスト縮減に努めること。
＜都道府県の意見・反映内容＞
・特になし。

事業の進
捗の見込
み

・遠賀川河口堰魚道改良は、平成20年11月より地域住民、学識者、行政機関等で構成する「河口堰魚道を考え、望ましい遠賀川を次世代へ繋
ぐ懇談会」が組織され、整備内容、利活用、維持管理等について協議しながら事業を進めており今後も継続的に開催していくなど、地域の協力
体制が整備されていることから、今後も順調な事業進捗が見込まれる。
・中島自然再生は、平成16年11月より地域住民、学識者、行政機関等で構成する「遠賀川中島自然再生計画検討委員会」が組織され、「中
島」の保全・再生、整備内容、利活用、モニタリング調査等の検討を行いながら事業を進めており今後も継続的に開催していくなど、地域の協
力体制が整備されていることから、今後も順調な事業進捗が見込まれる。
・遠賀川水系エコロジカルネットワーク再生は、平成21年7月より地域住民、学識者、行政機関等で構成する「遠賀川水系エコロジカルネット
ワーク検討会」が組織され、整備内容、利活用、維持管理等について協議しながら事業を進めており今後も継続的に開催していくなど、地域の
協力体制が整備されていることから、今後も順調な事業進捗が見込まれる。

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

・近年の技術開発の進展に伴う新工法等の採用によるコスト縮減の可能性等を探りながら、事業を進めていく方針である。

対応方針 継続

対応方針
理由

投資効果等の事業の必要性、事業の進捗の見込み等から継続が妥当である。

社会経済
情勢等の
変化

・当該事業により河川利用面での安全性が高まり、また生物の生息・生育環境が改善することから、事業の必要性は変わらず、今後も十分な
事業投資効果が見込まれる。

事業の進
捗状況

平成23年度までに芦屋地区、香月地区、赤池地区、後藤寺地区、大任地区は完成している。遠賀川河口堰魚道改良については、平成20年度
から事業に着手し、平成24年度までに多自然魚道等の整備を完成させ、平成25年度に既設魚道の改良及びモニタリング調査等を実施する予
定である。中島自然再生については、平成16年度から事業に着手し、平成23年度までに掘削及び管理用通路の整備が完了し、平成24年度か
らモニタリング調査を実施している。遠賀川水系エコロジカルネットワーク再生については、平成21年度から事業に着手し、平成22年度までに
下境地区の整備が完了し、現在モニタリングを実施しており、平成25年度以降に下境地区でのモニタリング結果を踏まえ整備を順次実施して
いく予定である。
＜進捗率（事業費ベース）＞
　（遠賀川河口堰魚道改良）65％
　（中島自然再生）96％
　（遠賀川エコロジカルネットワーク）18％
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遠賀川総合水系環境整備事業位置図
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～ ～
～ ～
～ ～

1.6 1.7
残工期（+10%～-10%） 2.2 2.3 1.6

事業の効 当該事業を実施することにより、

感度分析

残事業（Ｂ／Ｃ） 全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 2.1 2.5

1.7
資産（-10%～+10%） 2.0 2.5 1.5 1.8

2.3

EIRR
（％）

6.9

残事業の
投資効率

B:総便益
(億円)

14 C:総費用(億円) 6.2 B/C

C:総費用(億円) 17 B/C 1.6 B-C 11

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・河川敷には不陸が激しく雑草等も繁茂し、河川敷に降りるための階段が急勾配であり安全に散策しにくいことから、高水敷整正、護岸や管理用
通路を整備するなど、河川利用面での安全性の向上が必要。

＜達成すべき目標＞
・高水敷整正や護岸、管理用通路、水制を整備することにより、河川利用面での安全性の向上に寄与する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現。
・施策目標：良好な水環境・水辺空間の形成・水と緑のネットワークの形成、適正な汚水処理の確保、下水道資源の循環を推進する。

便益の主
な根拠

ＣＶＭにて算出
　【水辺整備】
　　（仲沖・新地地区）
　　　・支払意思額：174円/月/世帯
　　　・受益世帯数：27,372世帯
　　（天満・永昌地区）
　　　・支払意思額：194円/月/世帯
　　　・受益世帯数：34,358世帯

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成２４年度
B:総便益
(億円)

27

事業期間 平成17年度～平成29年度

総事業費
（億円）

約15 残事業費（億円） 約6.1

実施箇所 長崎県諌早市

該当基準 再評価実施後一定期間（３年間）が経過している事業

事業諸元
【水辺整備】
　（仲沖・新地地区）高水敷整正、管理用通路、護岸、水制
　（天満・永昌地区）管理用通路、管理用階段、護岸

事業名
（箇所名）

本明川総合水系環境整備事業 担当課 水管理・国土保全局河川環境課 事業
主体

九州地方整備局
担当課長名 金尾　健司

事業の進
捗状況

・平成23年度までに仲沖・新地地区は完成している。天満・永昌地区については、平成24年4月より地域住民や学識者、諫早市、国土交通省等か
ら構成される「本明川河川利用懇談会」が継続的に開催され、整備内容や維持管理等について議論が進められており、平成25年度の事業の着
手に向けて準備・調整を実施している。

対応方針
理由

投資効果等の事業の必要性、事業の進捗の見込み等から継続が妥当である。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
・特になし。ただし、総合水系環境整備事業については、事業の内容を精査し、さらなるコスト縮減に努めること。
＜都道府県の意見・反映内容＞
・特になし。

事業の進
捗の見込
み

・天満・永昌地区は、今後も「本明川河川利用懇談会」等を継続的に開催し、整備や維持管理等の役割分担等について継続して議論を行う予定
であり、地域の協力体制が整備されていることから、今後も順調な事業進捗が見込まれる。

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

・近年の技術開発の進展に伴う新工法等の採用による新たなコスト縮減の可能性等を探りながら、事業を進めていく方針である。

対応方針 継続

事業の効
果等

当該事業を実施する とにより、
・高水敷整正や護岸、管理用通路、水制を整備することにより、河川利用面での安全性が向上する。

社会経済
情勢等の
変化

・当該事業により河川利用面での安全性が高まることから、事業の必要性は変わらず、今後も十分な事業投資効果が見込まれる。
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本明川総合水系環境整備事業位置図
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目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
【自然再生】
・かつて下流域に広がりヤマトシジミ等が生息する良好な環境を形成していた広大な砂浜が、砂利採取や河川改修等による河床低下により減少
していることから、試験施工として置砂等を実施するとともに置砂計画（案）を作成することにより、砂浜を再生し、ヤマトシジミ等の多様な生物の
生息環境の再生が必要。
【水辺整備】
・高水敷の不陸や雑草等により河川利用が困難であることから、高水敷整正や高水敷切り下げ、階段護岸等を整備するなど、河川利用面での安
全性の向上が必要。

＜達成すべき目標＞
【自然再生】
・試験施工として置砂等を実施するとともに置砂計画（案）を作成することにより、砂浜を再生し、ヤマトシジミ等の多様な生物の生息環境の再生に
寄与する。
【水辺整備】
・高水敷整正、高水敷切り下げ、管理用通路、管理用階段等を整備することにより、河川利用面での安全性の向上に寄与する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現。
・施策目標：良好な水環境・水辺空間の形成・水と緑のネットワークの形成、適正な汚水処理の確保、下水道資源の循環を推進する。

ＣＶＭにて算出
【自然再生】
　（菊池川下流地区）

支払意思額 円/月/世帯

事業期間 平成15年度～平成28年度

総事業費
（億円）

約21 残事業費（億円） 約3.0

事業名
（箇所名）

菊池川総合水系環境整備事業 担当課 水管理・国土保全局河川環境課 事業
主体

九州地方整備局
担当課長名 金尾　健司

実施箇所 熊本県玉名市、和水町、山鹿市、菊池市

該当基準 再評価実施後一定期間（３年間）が経過している事業

事業諸元

【自然再生】
　（菊池川下流）置砂
【水辺整備】
　（白石地区）階段護岸、管理用通路、高水敷整正
　（山鹿地区）管理用通路、管理用階段、高水敷切り下げ、堤防強化盛土
　（鹿本地区）管理用通路、管理用階段
　（高瀬地区）管理用通路、護岸

～ ～
～ ～
～ ～

事業の進
捗状況

・平成23年度までに菊池川下流、白石地区、鹿本地区、山鹿地区は完成している。高瀬地区については、平成24年9月より地域住民、商工会、観
光協会、漁協、玉名市、国土交通省等により構成された「高瀬地区かわまちづくり協議会」が開催され、菊池川の安全な河川利用に向けた整備や
菊池川とその周辺の魅力を活かした地域の活性化の方策について議論が進められており、平成25年度の事業の着手に向けて準備・調整を実施
している。

事業の進
捗の見込
み

・高瀬地区は、今後も「高瀬地区かわまちづくり協議会」を継続的に開催し、整備内容や利活用、維持管理に関する協議を進める予定であり、地
域の協力体制が整備されていることから、今後も順調な事業進捗が見込まれる。

2.3 2.4
残工期（+10%～-10%） － － －

事業の効
果等

当該事業を実施することにより、
・試験施工として置砂等を実施するとともに置砂計画（案）を作成することにより、砂浜を再生し、ヤマトシジミ等の多様な生物の生息環境を再生す
る。
・高水敷整正、高水敷切り下げ、管理用通路、管理用階段等を整備することにより、河川利用面での安全性が向上する。

社会経済
情勢等の
変化

・当該事業により河川利用面での安全性が高まることから、事業の必要性は変わらず、今後も十分な事業投資効果が見込まれる。

感度分析

残事業（Ｂ／Ｃ） 全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 1.7 2.0

－
資産（-10%～+10%） 1.6 2.0 2.1 2.6

1.8

EIRR
（％）

10.8

残事業の
投資効率

B:総便益
(億円)

5.0 C:総費用(億円) 2.7 B/C

C:総費用(億円) 27 B/C 2.3 B-C 36

便益の主
な根拠

　　・支払意思額：311円/月/世帯
　　・受益世帯数：24,901世帯
【水辺整備】
　（白石地区）
　　・支払意思額：263円/月/世帯
　　・受益世帯数：9,265世帯
　（山鹿地区）
　　・支払意思額：246円/月/世帯
　　・受益世帯数：13,915世帯
　（鹿本地区）
　　・支払意思額：179円/月/世帯
　　・受益世帯数：32,143世帯
　（高瀬地区）
　　・支払意思額：307円/月/世帯
　　・受益世帯数：7,328世帯

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成２４年度
B:総便益
(億円)

63

（残工期5年未満）
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対応方針
理由

投資効果等の事業の必要性、事業の進捗の見込み等から継続が妥当である。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
・特になし。ただし、総合水系環境整備事業については、事業の内容を精査し、さらなるコスト縮減に努めること。
＜都道府県の意見・反映内容＞
・特になし。

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

・近年の技術開発の進展に伴う新工法等の採用による新たなコスト縮減の可能性等を探りながら、事業を進めていく方針である。

対応方針 継続
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菊池川総合水系環境整備事業位置図
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佐賀県

長崎県

熊本県

宮崎県

菊池川流域

鹿本地区

鹿児島県

●

●
●

山鹿地区

鹿本地区

白石地区

●

●
高瀬地

状 況 区 分 箇所名

完了事業
(●)

自然再生 菊池川下流

水辺整備

白石地区

山鹿地区

菊池川下流

高瀬地区(●) 水辺整備 山鹿地区

鹿本地区

残事業
(●)

水辺整備 高瀬地区
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C:総費用(億円) 15519 B/C 9.0 B-C

目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
・河川敷には不陸が激しく雑草等も繁茂しており、また水際は急な勾配の護岸となっており安全に水際から登り降りできないことから、高水敷整
正、護岸や管理用通路の整備を実施することにより、河川利用面での安全性の向上が必要。

＜達成すべき目標＞
・高水敷整正や護岸、管理用通路等の整備を実施することにより、河川利用面での安全性の向上に寄与する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現。
・施策目標：良好な水環境・水辺空間の形成・水と緑のネットワークの形成、適正な汚水処理の確保、下水道資源の循環を推進する。

便益の主
な根拠

ＣＶＭにて算出
　【水辺整備】
　　（本荘・慶徳地区）
　　　・支払意思額：259円/月/世帯
　　　・受益世帯数：93,759世帯
　　（向山・春日地区）
　　　・支払意思額：224円/月/世帯
　　　・受益世帯数：82,338世帯
　　（熊本駅周辺）
　　　・支払意思額：260円/月/世帯
　　　・受益世帯数：82,338世帯

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成２４年度
B:総便益
(億円)

175 EIRR
（％）

36.2

事業期間 平成17年度～平成28年度

総事業費
（億円）

約17 残事業費（億円） 約6.5

実施箇所 熊本県熊本市

該当基準 社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業

事業諸元

【水辺整備】
　（本荘・慶徳地区）管理用通路、護岸、管理用通路（坂路）
　（向山・春日地区）管理用通路、管理用階段、護岸、高水敷整正
　（熊本駅周辺）高水敷整正、管理用通路、護岸、水制工、管理用通路（坂路）

事業名
（箇所名）

白川総合水系環境整備事業 担当課 水管理・国土保全局河川環境課 事業
主体

九州地方整備局
担当課長名 金尾　健司

～ ～
～ ～
～ ～

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
・特になし。ただし、総合水系環境整備事業については、事業の内容を精査し、さらなるコスト縮減に努めること。
＜都道府県の意見・反映内容＞
・特になし。

7.2

事業の進
捗の見込
み

・熊本駅周辺は、今後も「白川熊本駅周辺かわまちづくり協議会」を継続的に開催し、整備の方向性や整備後の利活用・維持管理等について活
発な議論を行う予定であり、地域の協力体制が整備されていることから、今後も順調な事業進捗が見込まれる。

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

・近年の技術開発の進展に伴う新工法等の採用による新たなコスト縮減の可能性等を探りながら、事業を進めていく方針である。

対応方針 継続

事業の効
果等

6.5 7.9 8.1 9.9
（残工期5年未満）

対応方針
理由

投資効果等の事業の必要性、事業の進捗の見込み等から継続が妥当である。

当該事業を実施することにより、
・高水敷整正や通路、階段、護岸等を整備することにより、河川利用面での安全性が向上する。

社会経済
情勢等の
変化

・当該事業により河川利用面での安全性が高まることから、事業の必要性は変わらず、今後も十分な事業投資効果が見込まれる。

・平成23年度までに本荘・慶徳地区、向山・春日地区は完成している。熊本駅周辺については平成24年6月より地元住民代表や学校関係者、熊
本駅、熊本市、国土交通省により構成された「白川熊本駅周辺かわまちづくり協議会」を開催し、整備の方向性や整備後の利活用・維持管理等に
ついて活発な議論を行っており、平成25年度の事業の着手に向けて準備・調整を実施している。事業の進

捗状況

9.3
残工期（+10%～-10%） － － － －

B/C

感度分析

残事業（Ｂ／Ｃ） 全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 6.6

資産（-10%～+10%）

7.9 8.7

残事業の
投資効率

B:総便益
(億円)

47 C:総費用(億円) 6.6

率性 (億円) （％）
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白川総合水系環境整備事業位置図

福岡県

 
大分県

佐賀県

長崎県

  熊本県

宮崎県

白川流域

鹿児島県

 
西原村

本荘・慶徳地区

熊本駅周辺

●
●● 状況 区分 箇所名

完了事業
水辺整備

本荘・慶徳地区

直轄区間

向山・春日地区
(●)

水辺整備
向山・春日地区

残事業

(●)
水辺整備 熊本駅周辺
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事業名
（箇所名）

球磨川総合水系環境整備事業

事業期間

実施箇所 熊本県八代市、球磨村

事業諸元

【水辺整備】
　（淋地区）低水護岸、管理用通路
【自然再生】
　（球磨川下流）河床整正、魚道改良、モニタリング

該当基準

九州地方整備局
担当課長名

再評価実施後一定期間（３年間）が経過している事業

平成20年度～平成31年度

担当課 水管理・国土保全局河川環境課 事業
主体

ＣＶＭにて算出
　【水辺整備】
　　（淋地区）
　　　・支払意思額：230円/月/世帯
　　　・受益世帯数：1,614世帯
　【自然再生】
　　（球磨川下流）
　　　・支払意思額：460円/月/世帯
　　　・受益世帯数：51,041世帯

約23 残事業費（億円） 約20
総事業費
（億円）

目的・必要
性

金尾　健司

＜解決すべき課題・背景＞
【水辺整備】
・安全に舟やボートが着岸し、川裏まで安全に移動できる施設がないことから、低水護岸や管理用通路を整備することにより、河川利用面での安
全性の向上が必要。
【自然再生】
・かつて下流域に存在した魚類等の良好な生息産卵の場であった砂礫河床の瀬が、砂利採取や河川改修等による河床低下により消失しつつあ
ることから、河床整正や魚道改良を実施することにより、アユをはじめとする魚類等の生息・産卵場の保全・再生等が必要。

＜達成すべき目標＞
【水辺整備】
・護岸、管理用通路、管理用階段等を整備することにより、河川利用面での安全性の向上に寄与する。
【自然再生】
・河床整正や魚道改良を実施することにより、アユをはじめとする魚類等の生息・産卵場の保全・再生等に寄与する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現。
・施策目標：良好な水環境・水辺空間の形成・水と緑のネットワークの形成、適正な汚水処理の確保、下水道資源の循環を推進する。

便益の主
な根拠

～ ～
～ ～
～ ～

事業全体
の投資効
率性

基準年度

8.7EIRR
（％）

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
・特になし。
＜都道府県の意見・反映内容＞
・特になし。

平成２４年度

B/C 2.3

B:総便益
(億円)

46 C:総費用(億円) 17 2.7

B-C 26

事業の効
果等

当該事業を実施することにより、
・護岸や管理用通路、管理用階段等を整備することにより、河川利用面での安全性が向上する。
・河床整正や魚道改良を実施することにより、アユをはじめとする魚類等の生息・産卵場が保全・再生する。

B:総便益
(億円)

47 C:総費用(億円) 21

2.2 2.3
2.0 2.5

残事業費（+10%～-10%）
残工期（+10%～-10%）

B/C残事業の
投資効率

感度分析 2.1
残事業（Ｂ／Ｃ） 全体事業（Ｂ／Ｃ）

2.5

資産（-10%～+10%）

2.5 3.0
2.7
2.5

2.8
3.0

対応方針
理由

投資効果等の事業の必要性、事業の進捗の見込み等から継続が妥当である。

社会経済
情勢等の
変化

・当該事業により河川利用面での安全性が高まり、またアユをはじめとする魚類等の生息・産卵場が保全・再生することから、事業の必要性は変
わらず、今後も十分な事業投資効果が見込まれる。

事業の進
捗状況

・平成23年度までに淋地区は完成している。球磨川下流については、平成20年度から事業に着手し、試験施工やモニタリング等を実施しており、
平成26年度からは過去あった良好な瀬を再生するための河床整正を実施し、さらに平成28年度からは遙拝堰魚道改良等、平成30年度からは遙
拝堰上流の河床整正を実施する予定である。
＜進捗率（事業費ベース）＞
　（球磨川下流）13％

事業の進
捗の見込
み

・球磨川下流は、熊本県水産振興課、熊本県水産研究センター、魚類の専門家等と国土交通省で構成された「くまがわ勉強会」や地域ボランティ
アなど、関係団体等による協力体勢のもと随時モニタリングを行い、その結果を反映させる等を行っており、順応的な整備の進め方が可能である
など、地域の協力体制が整備されていることから、今後も順調な事業進捗が見込まれる。

対応方針 継続

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

・近年の技術開発の進展に伴う新工法等の採用による新たなコスト縮減の可能性等を探りながら、事業を進めていく方針である。
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球磨川総合水系環境整備事業位置図

八代市球磨川下流

八代市

五木村

（ ）

球磨 流

1489m

銚子笠

水上村

相良村

多良木町山江村球磨村芦北町

そそぎ

湯前町

多良木町

あさぎり町

淋地区
そそぎ

錦 町

人吉市

状況 区分 箇所名

完了事業
水辺整備 淋地区

えびの市

大口市

(●)
水辺整備 淋地区

残事業

(●)
自然再生 球磨川下流

直轄区間 幹線流路 - 115-



目的・必要
性

＜解決すべき課題・背景＞
【水辺整備】
・水辺や水面から陸上部に安全に登り降りできないことから、低水護岸を整備するなど、河川管理機能の向上及び河川利用面での安全性の向上
が必要。
【水環境整備】
・平常時の水量が少なく家庭雑排水の流入等により水質が悪いことから、魚などの生物が棲みやすい環境ではなく、また、両岸は急勾配の護岸
が整備されていることから、安全に水辺の利用がしにくい状況にあることから、水量の確保及び水辺に触れあうことのできる河川空間の創出が必
要。

＜達成すべき目標＞
（水辺整備）
・階段護岸を整備することにより、河川利用面での安全性の向上に寄与する。
（水環境整備）
・取水施設や低低水路等を整備することにより、水量の確保及び水辺に触れあうことのできる河川空間の創出に寄与する。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：良好な生活環境、自然環境の形成、バリアフリー社会の実現。
・施策目標：良好な水環境・水辺空間の形成・水と緑のネットワークの形成、適正な汚水処理の確保、下水道資源の循環を推進する。

便益の主
な根拠

ＣＶＭにて算出
　【水辺整備】
　　（大淀川上下流）
　　　・支払意志額：375円/月/世帯
　　　・受益世帯数：158,103世帯
　【水環境整備】
　　（水流川）
　　　・支払意志額：297円/月/世帯
　　　・受益世帯数：37,471世帯

事業期間 平成8年度～平成27年度

総事業費
（億円）

約12 残事業費（億円） 0.24

事業名
（箇所名）

大淀川総合水系環境整備事業 担当課 水管理・国土保全局河川環境課 事業
主体

九州地方整備局
担当課長名 金尾　健司

実施箇所 宮崎県宮崎市、綾町

該当基準 再評価実施後一定期間（３年間）が経過している事業

事業諸元

【水辺整備】
　（大淀川上下流）階段護岸
【水環境整備】
　（水流川）取水施設、送水管、拠点整備（宮崎県）、低低水路整備（宮崎県）

～ ～
～ ～
～ ～

事業の進
捗状況

・平成23年度までに大淀川上下流は完成している。水流川については平成8年度から事業に着手し、平成24年度に取水施設や低低水路等の整
備を完了させ、平成25年度からはモニタリング等を実施する予定である。
＜進捗率（事業費ベース）＞
　（水流川）98％

対応方針
理由

投資効果等の事業の必要性、事業の進捗の見込み等から継続が妥当である。

その他

＜第三者委員会の意見・反映内容＞
・特になし。ただし、総合水系環境整備事業については、事業の内容を精査し、さらなるコスト縮減に努めること。
＜都道府県の意見・反映内容＞
・特になし。

事業の進
捗の見込
み

・大塚地区住民や地域ボランティアを中心とした「水流川を守る会」と協働しモニタリング実施していくなど、地域の協力体制が整備されていること
から、今後も順調な事業進捗が見込まれる。

コスト縮減
や代替案
立案等の
可能性

・取水施設の運用について、今後のモニタリング結果を踏まえて、効率的な運転に向けた検討を行い、コスト縮減に取り組む方針である。

対応方針 継続

12.4 12.4
残工期（+10%～-10%） － － －

事業の効
果等

当該事業を実施することにより、
・階段護岸を整備することにより、河川利用面での安全性が向上する。
・取水施設や低低水路を整備することにより、水量が確保できるとともに水辺に触れあうことのできる河川空間が創出できる。

社会経済
情勢等の
変化

・当該事業により河川利用面での安全性が高まり、また水量が確保でき水辺に触れあうことの出来るようになることから、事業の必要性は変わら
ず、今後も十分な事業投資効果が見込まれる。

感度分析

残事業（Ｂ／Ｃ） 全体事業（Ｂ／Ｃ）
残事業費（+10%～-10%） 18.4 19.0

－
資産（-10%～+10%） 16.8 20.5 11.2 13.7

18.6

EIRR
（％）

24.6

残事業の
投資効率

B:総便益
(億円)

26 C:総費用(億円) 1.4 B/C

C:総費用(億円) 16 B/C 12.4 B-C 182

事業全体
の投資効
率性

基準年度 平成２４年度
B:総便益
(億円)

198

（残工期5年未満）
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大淀川総合水系環境整備事業位置図

福岡県

大分県

熊本県

佐賀県

長崎県

大淀 流大淀 流 熊本県

宮崎県

大淀川→

大淀川上下流大淀川上下流大淀川上下流

鹿児島県

大淀川流域

大淀川

大淀川流域

水流川

状況 区分 箇所名

完了事業
水辺整備 大淀川上下流

(●)
水辺整備 大淀川上下流

残事業

(●)
水環境 水流川直轄区間

幹線流路
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